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ひとりひとりが復興に向けて歩み始めよう。
そして、ふくしまから、新たな流れを創っていこう。
福島県は、大震災そして原子力災害から必ず立ち直ります。
福島県の復興は、新たな社会の可能性を
示していくということでもあります。
ふくしまから新たな流れを創っていきたい。
「ふくしまから はじめよう。」は、
そうした、未来への意志を込めたスローガンです。

また、福島県と県民が一体となり新生ふくしまの創造に向けた
機運醸成のため、ロゴマーク等を作成、福島県の復興支援や応
援、PRの際において、広く県内外の皆さまにご活用いただい
ています。

震災から10年を機に、福島県は、
「ふくしまから はじめよう。」からのバトンを渡す、
新スローガンを策定しました。
「はじめる」から「かなえる」へ。
ひとりひとりの力を重ね、それぞれの想いを繋ぎ、
ともに、ひとつずつ、しっかりと、カタチにし続けていこうと。

新スローガン「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」は、
復興に向けて歩んできた「これまで」と、
新しい未来に繋げていく「これから」と、
県民のみなさんひとりひとりの「今」を重ねたメッセージです。
ロゴデザインは、さまざまな人々が集まって作る「実現」を、
豊かで多様な色と形の集積で形成しています。

平成24年３月11日～

令和３年３月12日～

ふくしまから はじめよう。

ひとつ、ひとつ、実現するふくしま

福島県には、四季折々の風景や地域の特産品、歴史など、
たくさんの魅力があります。
そして、震災からの復興に向けて歩んできたひとりひとりの
今があります。

たくさんの人が力を合わせ、実現してきた、実現していく
その姿をデザインした「アイランド」を旗印に、
福島県の未来を紡いでいきます。
塩屋埼灯台、只見線、赤ベコ、太陽...
広大な県の形もデザインのモチーフになっています。

デザインフラッグ「アイランド」

～裏表紙の解説～
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やさしさ、すこやかさ、おいしさにあふれる
豊かな地域を共に創り継ぐふくしま（事務局たたき台）

みんなで創り上げるふくしまの将来の姿（第２章・第３章）

福島県を取り巻く現状と課題（第２章）

① 東日本大震災・原子力災害からの復興・再生
② 地方創生（人口減少対策）
③ 横断的に対応すべき課題
(自然災害、新型コロナウイルス感染症、地球温暖化対策 など)

みんなで創り上げるふくしまの将来の姿（第３章）

“「ひと」「暮らし」「しごと」 が調和しながらシンカ（深化、進化、新化）する豊かな社会”
を目指します。

基本目標

しご
と

暮ら
し

ひ
と

県づくりの理念
● 変化や危機にしなやかで強靱な地域社会（県）づくり
● 多様性に寛容で差別のない共に助け合う地域社会（県）づくり
● 魅力を見いだし育み伸ばす地域社会（県）づくり

新たな総合計画について（全体構成）

具体的な将来の姿について、
・普遍的な課題に照らして県づくりの方向性を示すため
・福島に心を寄せる人々との連携・協働を深めるため

世界の共通言語である
ＳＤＧｓの視点で描く

「誰もが活躍できる」
「ひとりぼっちにしない」

「人とのつながり・支え合い」
などの

“人が大切にされる”
＝「ひと」

県民の総合計画への関心を高めるため、策定過程において、幅広い年代
から多くの意見を聴取

①総合計画審議会、②地域懇談会、③市町村との意見交換、
④対話型ワークショップ（小中学生・高校生・大学生）、
⑤アンケート など

策定過程における県民参加（第１章）
県民の皆さんの意見（第３章）

総合計画の基本的事項（第１章）

① 総合計画は、県のあらゆる政策分野を網羅し、県づくりの指針や施策を示す県の最上位計画
② 計画期間は、令和４（２０２２）年度から令和１２（２０３０）年度までの９年間
③ 本計画の実行計画として、「ふくしま創生総合戦略」と「第２期福島県復興計画」を復興・再生、

地方創生を推進する両輪として位置付ける など

「医療・福祉が充実」
「災害や犯罪が少ない」
「子どもを育てやすい」
「自然豊か」などの

“安心・快適に暮らせる”
＝「暮らし」

「産業や観光が盛んである」
「雇用の受け皿がある」
「一次産業の活性化」

などの

“働ける場所（仕事）がある”
＝「しごと」
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①全国に誇れる健康長寿県へ

②結婚・出産・子育ての希望を

かなえる環境づくり

③「福島ならでは」の教育の充実

④誰もがいきいきと暮らせる県づくり

⑤福島への新しい人の流れづくり

ひと分野
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総合計画

＜大事にしたい視点＞

県はこのような施策に取り組みます（第４章）

連携・
共創

挑戦 ご縁

地域別の主要施策（第５章）

計画の構造

県北
地域

県南
地域

相双
地域

いわき
地域

会津
地域 県中

地域

南会津
地域

事業

政策、施策、
主な取組（指標）

将来の姿
県づくりの理念
基本目標

復興計画総合戦略

分野別計画
（部門別計画、個別計画）

①東日本大震災・原子力災害からの
復興・再生

②災害に強く治安が確保されている

安全・安心な県づくり

③安心の医療、介護・福祉提供体制

の整備

④環境と調和・共生する県づくり

⑤過疎・中山間地域の持続的な発展

⑥ふれあいと親しみのある
魅力あふれる県づくり

自然災害・新型感染症・地球温暖化・デジタル変革などへの対応

暮らし分野

誇り 信頼

大事に
したい
視点

新たな総合計画について（全体構成）

①地域産業の持続的発展

②福島イノベーション・コースト

構想の推進

③もうかる農林水産業の実現

④再生可能エネルギー先駆けの地

の実現

⑤魅力を最大限いかした観光・

交流の促進

⑥福島の産業を支える人材の

確保・育成

⑦地域を結ぶ社会基盤の整備促進

しごと分野
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第１章 総合計画の基本的事項

平成２３（２０１１）年３月の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故により、本県は、
地震、津波に加え、原子力災害という未曽有の複合災害に見舞われ、甚大な被害を受けました。

あれから１０年余、県民の皆さんの懸命なご努力と国内外からの温かいご支援により、本県は一歩ず
つ復興の歩みを進めてきました。

一方で、復興の進捗に伴い新たな課題が顕在化するなど、最優先で取り組まなければならない「避難
地域の復興・再生」は長い道のりが続きます。

そして、本県が抱えるもう一つの大きな課題が人口減少です。
人口減少は、地域経済の活力を低下させ、地域社会の維持を困難とするなど、県民生活に深刻な影響

を与えることが懸念されています。
加えて、世界的に気候変動による影響が深刻さを増している中、本県では令和元年東日本台風等によ

る多大な被害が発生しました。さらに、新型コロナウイルス感染症という危機的事象の発生は、復興・
再生と人口減少対策、地方創生に大きな影響を及ぼし続けています。

このような状況の中でも、将来世代が誇りに思える未来を創るため、切れ目なく、着実に復興・創生
の歩みを進めていくことが大切です。

この計画は、本県に関わる全ての皆さんが、福島の県づくりを“自分事”と感じながら、共に力を合わ
せて様々な困難を乗り越え、しなやかで活力にあふれる豊かなふくしま（※）の実現を目指す「羅針
盤」として策定しました。

※本計画では、将来の姿をイメージする部分など、福島県のエリアを強調する場合は「ふくしま」と表現します。

本計画の策定に当たっては、県民の皆さんの総合計画への関心を高め、将来の地域づくりや県づくり
を自分事として捉える機運を醸成することが大切であると考えました。そこで、計画策定の過程におい
て、子どもから大人まで幅広い年代にわたる多くの県民との対話の機会を設けました。

また、地方振興局単位の地域懇談会における多様な立場の県民の方々との意見交換に加え、小学生か
ら大学生までのワークショップ（意見交換会）や高校生などを対象とした約３万人のアンケート等を実
施しました。

特に、ワークショップは、総合計画の策定プロセスにおける初の試みとして開催しました。
「将来も住み続けたい（住みたい）と思う福島県の将来の姿」や「福島県の未来をつくるために自分

たちができること」等をテーマに、小学生から大学生まで計１７６名に参加していただきました。
ワークショップに参加した皆さんからは「福島県出身であることに誇りを持ちたい」、「震災を経験

した若者だからできることを多くの人、次世代へ伝えていきたい」、「一人一人が楽しく誇りをもって
生活できる福島県にしたい」など多くの意見が挙げられました。

また、参加した感想として、「復興は進んでいると思ったがたくさん課題があってびっくりした」、
「自分の意見が県のためになる」、「福島のことを詳しく知ることができた」、「また機会があれば参
加したい」など前向きなものを多く頂きました。

１ 計画策定の趣旨

２ 策定過程における県民参加

新たな総合計画について（第１章）

イメージ
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総合計画は、県のあらゆる政策分野を網羅し、県づくりの指針や施策を示す県の最上位計画です。

計画期間は、令和４（２０２２）年度から令和１２（２０３０）年度までの９年間とします。
なお、今後９年間の取組の方向性や施策は、社会経済情勢の変化や技術革新等を踏まえ、必要に

応じて柔軟に見直しを行うものとします。

ふくしまの３０年先の未来について、県民の皆さんや福島に想いを寄せる方それぞれが思い描き
つつ、１０年程度先のふくしまの将来の姿（未来予想図）をオールふくしまで創り上げます。

平成２３年に策定した「復興ビジョン」の基本理念
「１ 原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり」、
「２ ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興」、
「３ 誇りあるふるさと再生の実現」
を継承します。

本計画の実行計画（アクションプラン）として、令和元年度に策定した「ふくしま創生総合戦略
（令和２～６年度）」と令和２年度に策定した「第２期福島県復興計画（令和３～１２年度）」を
復興・再生、地方創生を推進する両輪として位置付けます。

経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題を統合的に解決することを目指すＳＤＧｓ（持続可能な
開発目標）（※1）への取組が、世界各国で進められています。

未曽有の複合災害からの復興、急激な人口減少への対応という前例のない課題を克服しようとす
る本県の取組は、ＳＤＧｓが目指す「誰一人取り残さない多様性と包摂性ある持続可能な社会の実
現」とその方向性が一致していることから、ＳＤＧｓの理念を踏まえながら、各種施策を推進して
いきます。

（※１）ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goalsの略称（エスディージーズ）
世界が抱える課題を解決し、誰一人取り残さない、多様性と包摂性(※２）のある持続可能な社会の

実現のため、平成27（2015 ）年の国連サミットで決定した国際社会の共通目標。「貧困」「保健」
「エネルギー」「気候変動」など17の目標と169 のターゲットが示されており、国が定めた「持続可能
な開発目標（SDGs）実施指針」（平成28（2016 ）年）において、地方自治体の各種計画にSDGsの要
素を最大限反映することとされています。

○

○

○

○

○

○

３ 計画の特徴

新たな総合計画について（第１章）

（※２）「包摂性」：誰一人取り残さないという考え方のこと
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第２章 福島県を取り巻く現状と課題

(1) 避難地域の復興・再生

県内の放射線量の状況については、平成３０（２０１８）年３月までに面的除染が完了（帰還困
難区域を除く）したことなどにより、県内の空間線量率は大幅に低下し、世界の主要都市と同水準
になっています。

また、避難指示の解除が進み、避難指示区域の面積は約１２％から約２．４％へ減少しました。
避難指示が解除された地域では、市町村それぞれの復興計画に基づき、まちづくりが進んでいます。
住民帰還は少しずつ進展しているものの、避難指示の解除時期の違い等により、居住人口の回復に
差が見られます。復興の状況は市町村ごとに異なっており、復興・再生に向けては、地域の状況を
的確に捉えながら、今後新たに顕在化する課題も 含めて対応していく必要があります。

原子力災害により避難を余儀なくされた地域（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富
岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村をいう。以下「避難１２市町村」とい
う。）については、医療・介護提供体制の整備、子育て・買い物環境の整備・充実、物流機能の回
復、治安の確保、交通安全対策の強化、防災体制の強化、荒廃抑制や国、県、市町村の連携による
鳥獣被害対策の強化など、「福島１２市町村の将来像」の実現に向けた取組が必要です。

また、営農再開支援などの事業・生業の再生や、教育環境などの整備・充実にも取り組む必要が
あります。

これらの帰還環境の整備に加え、移住・定住の促進、交流・関係人口の拡大など新たな活力を呼
び込むための取組を進めていく必要があります。

帰還困難区域の特定復興再生拠点区域については、引き続き、生活インフラの復旧や住居等の生
活環境の整備を着実に推進し、避難指示が確実に解除されるよう取組を進めていく必要があります。

また、特定復興再生拠点区域外については、各市町村の意見を尊重しながら、丁寧に協議を重ね、
国において、除染・家屋等の解体を含む避難指示解除のための具体的方針を示すことが必要です。

福島市
0.13

◆空間線量について

【空間線量率の推移・福島市】

南相馬市
0.06

郡山市
0.07

白河市
0.06

会津若松市
0.05

南会津
0.04

東京都新宿区
0.04

R2.9 の平均値

北京
0.07

R1.9.24

ニューヨーク
0.05

R1.1.18

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
0.10

R1.9.26

パリ
0.04

H29.10.15

ソウル
0.12

R1.9.24

ベルリン
0.08

R1.9.27

いわき市
0.06

【世界との比較】
【R2.9 の平均値】

［μ㏜/h ］

■震災直後の空間線量率に比べると、自然減衰や除染等により大幅に減少しました。

１ 復興・再生の現状と課題

新たな総合計画について（第２章）
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(2) 避難者等の生活再建

避難指示の解除や各種取組の推進により、避難者数はピーク時から約４分の１に減少したものの、
いまだ３万６千人（令和３年２月時点）を超える方が県内外で避難を続けています。

更なる帰還の促進と帰還した住民が安心して生活できる環境を整えるため、引き続き、医療、福
祉・介護サービスの再構築を進める必要があります。

一方で、避難を継続されている方々に対しては、それぞれの状況に応じて、住まいの確保や心身
の健康の維持等の支援等を継続するとともに、個別化・複雑化する課題の解決に向けて、引き続き、
国や市町村、関係機関と連携して支援に取り組む必要があります。

̓ ◙ꜘΥ ӽᵔ ήϦοΜϥ
◕ χạ ệˢ ͏ ͎Ὦᾝ∕ˣ

˲ 26 ᵔ ˳ʾ ◕ˢ Ỹˣ 83.9%
˲ 27 ᵔ ˳ʾ 59.7%
˲ 28 ᵔ ˳ʾ 81.5%

ʾ ◕ˢ ‰Ỹ ˣ 56.0%
˲ 29 ᵔ ˳ʾ ˢ╦ ᴒ Ỹˣ 47.4%

9
【 商業施設の一例 】

帰還環境の整備

◆医療・介護施設

■避難指示等が解除された地域では、帰還後に営業を再開した商店や、市町村が設置し民間に運営を委託する等の商業施設の整備が進

んでいます。

■帰還された住民の方々、避難されている方々に対する医療提供体制

と介護サービスの確保に取り組んでいます。

避難指示等が解除された全ての市町村(双葉町を除く)では、ふたば

医療センター附属病院を始めとする医療機関が再開・開設され、住民

の健康を支えています。介護施設については、再開した施設が事業を

継続できるよう、必要な支援に取り組んでいきます。

◆商業施設

飯舘村：道の駅 楢葉町：商店街 大熊町：ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ南相馬市：スーパー

南相馬市

川内村

田村市

双葉町

広野町

楢葉町

富岡町

大熊町葛尾村

浪江町

川俣町

(小高区)

【12市町村詳細マップ】

浪江町：道の駅

R2.8.1
一部オープン

Ԛʺⱦᴬʺ − ộʺ
ᵒῐ☼

避難指示等が解除された市町村の医療機関・介護施設の開設状況

病院/ 診療所

歯科医院

薬 局

介護施設

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

飯舘村

新たな総合計画について（第２章）
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(3) 風評払拭・風化防止対策の強化

東日本大震災・原子力災害から１０年が経過する中、県産農林水産物の価格が震災前水準まで回
復していないことや県産農林水産物・食品の諸外国による輸入規制がいまだ継続されるなど、原子
力災害による風評が根強く残っています。また、ＡＬＰＳ処理水の処理方針が決定したことによ
り、更なる風評の懸念があります。さらに、全国的に頻発する自然災害や新型コロナウイルス感染
症の影響などにより、福島への関心や応援する気持ちが薄れていくなど、風化が加速する懸念があ
ります。

農林水産物を始めとする県産品振興の分野では、安全性だけでなく魅力を発信し、新たな販路の
開拓など効果的な戦略に継続して取り組む必要があります。

観光の分野においては、観光客の入込数は、震災前の水準まで回復しない中、新型コロナウイル
ス感染症による影響が追い打ちをかけるなど、極めて厳しい状況です。ホープツーリズムや自然公
園、温泉地等でのワーケーションなど特色あるコンテンツを更に磨き上げるとともに、教育旅行の
誘致など観光誘客の推進や本県の魅力の戦略的な情報発信により、関係人口の増加、移住・定住に
つなげる必要があります。

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会においては、オリンピック聖火リレーや野
球・ソフトボール競技の本県開催等を通じて本県の復興を発信しました。今後はホストタウン・復
興ありがとうホストタウン等、東京２０２０大会を契機に育まれた多くの国々とのつながりを活用
し、本県の情報発信、国内外を視野に入れた新たな交流やビジネスチャンスの拡大により、地域の
活性化を進めていく必要があります。

483 
406 

455 
478 469 

527 514 
551 

612 622

728

439 
222 

340 356 358 429 399 410 
492 503

622

0

150

300

450

600

750

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

全国 福島
もも

（円/kg ）

1,784 
1,627 

1,722 
1,919 

1,986 

2,402 
2,689 2,591 2,618 2,579

2,169

1,708 
1,266 1,359 

1,655 1,685 
2,174 

2,447 2,318 
2,349 

2,316
1,870

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

全国 福島（円/kg ）

12,711 

15,215 
16,501 

14,341 
11,967 13,175 

14,307 
15,595 

15,688 
15,720

12,507 
14,442 15,897 

13,381 
10,718 12,066 

13,792 
15,203 

15,223 
15,164

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

全国 福島

肉用牛（和牛）

（円/60kg ）
米

※R2年は1～9月の数値を元に作成

※R1年の価格はＲ2年8月末までの数値に基づく暫定値

※R2年は1月～9月の数値を元に作成

◆主な農産物価格の推移

ᴣᶊ₯ ד106

ᴣᶊ₯ ד448

ᴣᶊ₯ ד299
学校数 7,920 7,647 2,082 4,042 6,850 7,047

人泊 709,932 673,912 132,445 240,148 488,298 517,820

教育旅行の入込

100%

62%

78%
92% 95% 99% 99%

0%

40%

80%

120%

H22 年 H23 年 H24 年 H28 年 H29 年 H30 年 H31 年

千人 57,179 35,211 44,459 52,764 54,494 56,336 56,344

◆震災前を100 ％とした推移

【出典】福島県観光交流課 福島県観光客入込状況

【出典】福島県観光交流課 福島県教育旅行入込調査報告書

100%

95%

19% 34%

69% 73%

97%

26%

51%

86% 89%

0%

40%

80%

120%

H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H29 年度 H30 年度

人泊

学校数

観光客数入込

◆観光客の推移

新たな総合計画について（第２章）
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(4) 福島イノベーション・コースト構想の推進

福島イノベーション・コースト構想は、東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜通り地
域等の産業を回復するため、新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトです。

本構想は、「あらゆるチャレンジが可能な地域」、「地域の企業が主役」、「構想を支える人材
育成」の３つの柱を軸に、浜通り地域等において、重点分野に位置付けられる廃炉、ロボット・ド
ローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙の各分野の具体化を進
めるとともに、その実現に向けた産業集積や人材育成、交流人口の拡大、情報発信、生活環境の整
備など多岐にわたる基盤整備を進めています。

更なる産業の集積を図るため、今後は福島ロボットテストフィールドや東日本大震災・原子力災
害伝承館などの関連施設間の連携を強化しつつ、国内外の人材が結集する国主導の国際教育研究拠
点を具体化し、関係省庁と連携しながら、産学官連携・新産業創出や福島復興研究の集積及び世界
への情報発信を進めることが必要です。

重点分野を中心に、各種補助事業や課税の特例の活用等により、拠点の整備や研究開発を推進す
るとともに、地元企業による新たな事業展開や取引拡大、構想を支える人材育成、浜通り地域等へ
の交流人口の拡大や生活環境の整備など、各施策の効果をビジネスにつなげることで､産業集積に
厚みを持たせ､その効果を県全域に波及させていくことが重要です。

生活環境の整備

■整備が進む公共インフラ

安心な暮らしに必要な環境の整備

・東北中央自動車道

・常磐自動車道

・JR常磐線 等の整備

産業集積

■全国随一の優遇制度や立地環境をPRするための

企業立地セミナー （2020 年度は東京で実施）

■進出企業と地元企業との

ビジネスマッチングイベント

教育・人材育成

■「復興知」事業

全国の大学、高専

の福島県内におけ

る地域住民の為の

活動を支援。

■教育プログラ

ムを実践してい

る、県立相馬農

業高校では、ス

マート農業の授

業があります。

浜通り地域の未来を担う若い力を育てる

■地域住民に向け、

福島イノベ構想の

取組を身近に感じ

ていただく為の

「見える化セミ

ナー」を実施。

産業団地の整備や企業立地の促進

先端技術の導入による新しい農業の推進

沿岸部・阿武隈地域共用送電線による再エネエリア

東日本大震災・
原子力災害伝承館

大熊分析・
研究センター

水産海洋研究センター

廃炉環境国際共同
研究センター

相馬LNG基地

水産資源研究所

浜地域農業
再生研究センター

福島水素エネルギー
研究フィールド

石炭ガス化

複合発電（IGCC）

楢葉遠隔技術
開発センター

福島ロボット
テストフィールド

主要プロジェクト
主な施設マップ

いわき市

飯館村

新地町

相馬市

南相馬市

双葉町

大熊町

富岡町

田村市

川内村

広野町

楢葉町

川俣町

葛尾村

Jヴィレッジ

浪江町

◆福島イノベーション・コースト構想実現に向けた取組

【シャトルバス運行】

・福島ロボットテスト

フィールド～福島間

情報発信

■事業者向

けにイノベ

構想の拠点

施設をまわ

るモデルツ

アーを実施

していま

す。

交流人口の拡大

人口が減少した浜通り地域等の交流人口拡大

新たな総合計画について（第２章）

情報発信
複合災害の記録と教訓を将来へ引き継ぐ

■2020 年9月20日に東日本大震災・原子力災害伝承館 が

オープンしました。原子力災害を中心とした資料を収集・保

存し、展示・プレゼンテーション、研究及び研修に活用す

ることにより、震災の記憶の風化防止のための情報発信を

行うとともに、防災・減災に役立てます。
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(５) 新産業の創出・地域産業の再生
甚大な被害を受けた双葉郡を始めとする浜通り地域等の地域経済の再生に向けた事業・生業の再

建はもとより、本県全体の産業の更なる発展に向け、既存産業の振興とともに、再生可能エネル
ギー、医療関連産業、航空宇宙関連産業など新たな産業を創出し、育成・集積を図る必要がありま
す。

具体的には、再生可能エネルギー先駆けの地及び福島新エネ社会構想の実現に向けた再生可能エ
ネルギーの導入拡大や水素社会実現モデル構築の加速化、医療・航空宇宙・ロボット関連産業等の
集積と産業の再生に向けた支援が必要です。

また、これらの新産業創出、集積等には今後デジタル化が鍵となるため、情報通信産業（ICT）
人材の育成も併せて推進を図る必要があります。

農林水産業の再生に向けては、避難地域における営農再開や全県的な風評対策を進めながら、森
林・林業の再生、漁業の操業拡大に向けた支援が不可欠です。

12

(６) 復興を支えるインフラ等の環境整備

浜通り地域の復興に不可欠な道路や鉄道などのインフラ整備については、常磐自動車道の全線開
通や新たなインターチェンジの整備、JR常磐線の全線運転再開などにより着実に進んでいます。
引き続き、常磐自動車道の早期全線4車線化や「小名浜道路」を始めとした「ふくしま復興再生道
路」など浜通り地域の復興に不可欠なインフラ整備を進めるとともに、小名浜港、相馬港の整備を
進め、国際競争力をもった物流拠点の形成を進める必要があります。

また、県民の安全・安心の確保のため環境放射線モニタリングの継続を図りつつ、除染及び除染
後のフォローアップなどを着実に実施していく必要があります。

中間貯蔵施設については、除去土壌等の輸送、施設整備及び施設運営が安全かつ確実に実施され
るよう状況確認等を行うとともに、法律に定められた搬入開始後３０年以内の県外最終処分が確実
に実施されるよう国に求め、その取組状況を確認する必要があります。

◆整備状況

■災害復旧工事については2,159 ヵ所が査定決定し、うち2,150

（99％）件が着工し、2,092 件（96％）が完了しています。

■特に「避難解除等区域」の復興が早期に進むよう、沿岸地域

（浜通り地域）の高速道、直轄国道等に囲まれるエリアへ続く主

要8路線の整備などが進められています。

◆工事ヵ所別進捗状況 【令和2年9月30日現在】

■避難地域広域路線バス/ 運行開始■JR常磐線/ 運転再開■常磐自動車道/ 開通

・浪江-小高駅間 Ｈ29.4.1

・竜田-富岡駅間 Ｈ29.10.21

・富岡-浪江駅間 Ｒ2.３.14

・いわき-富岡線、船引-葛尾線、船引-川内線 Ｈ29.4

・川内-小野新町-上三坂線、南相馬-医大経由福島線 Ｈ29.10

・川内-富岡線 Ｈ30.4

【 地域別内訳 】

0% 50% 100%

浜通り 1,598 件

中通り 535 件

会津地方 26件 26件完了100.0 ％

535 件完了100.0 ％

1,531 件完了95.8 ％

58件施工中3.6 ％

9件未着手0.6 ％

100 ％：港湾、下水、公園、公営住宅、漁港

(R3.3 完了予定)

約96％：河川砂防、道路橋梁、海岸

【 場所別内訳/ 完成率】

【※右記道路： 主要⑧路線】

災害復旧査定決定数については373 ヵ所あり、うち

364 件（97％）が着工、309 件（82％）が完了しまし

た。帰還困難区域では国が行う除染などと調整を図り

ながら計画を進めていきます。

◆公共インフラ

【 避難指示区域】

災害復旧工事の進捗

広野

南相馬

浪江

①原町川俣線

②国道114号

④吉間田
滝根線

⑦国道
349号

⑥国道
399号

相馬
山上

相馬
玉野

霊山
飯舘

霊山

福島大笹生

東
北
自
動
車
道

③国道
288号

磐越自動車道

４

あぶくま
高原道路

相馬港

小名浜港

いわき中央

米沢北

～ ～

ＪＲ常磐線常磐自動車道

6

【 道路等の交通網 】

常磐富岡

至宮城県
浜吉田駅

H23.12.21
運転再開

H28.7.12
運転再開

H29.4.1
運転再開

H29.10.21
運転再開
H26.6.1
運転再開

東北中央自動車道

H29.
3.26
開通

R1.
12.22
開通

H30.
3.10
開通

大熊

常磐双葉

浪江駅

R2.3.14
運転再開

双葉駅

大野駅

福島JCT

H28.
9.11
開通

H29.
11.4
開通

相馬

～～

新地駅

相馬駅

原ノ町駅

いわき四倉

いわき勿来

いわき湯本

いわきＪＣＴ

小高駅

広野駅

新駅開業
「Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ駅」

H31.4.20

富岡駅

夜ノ森駅

竜田駅

常磐自動車道
広野～いわき中央
R3年4車線化予定

H28.12.10
運転再開

⑤小野富岡線
福島
空港

⑧小名浜道路

伊達
中央

伊達桑折

R2.
8.2
開通

桑折JCT

ならは

南相馬鹿島

R2年
度

開通
予定

新地

・ならはスマートIC H31.3.21

・大熊IC H31.3.31

・常磐双葉IC R2.3.7

新たな総合計画について（第２章）
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（７）廃炉に向けた取組

福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組は、国が策定した工程表（中長期ロードマップ）に
基づき、国と東京電力により進められています。

福島第二原子力発電所は、2019 年9月に全ての原子炉（１～４号機）の廃炉が確定し、2021 年4月
に原子力規制委員会において廃炉作業の工程表である「廃止措置計画」が認可されました。今後、県及
び立地町（楢葉町・富岡町）による安全確保協定の「事前了解」を経て廃炉作業が開始される予定で
す。

今後は、使用済燃料の取り出しの本格化や最大の課題である燃料デブリの取り出しを進めていくこ
ととなります。

このため、取り出した燃料の保管や搬出、高線量の燃料デブリの取り出しに必要な技術開発や放射
線防護策など多くの課題があります。

また、ＡＬＰＳ処理水の取扱いについては、2021 年４月に、「多核種除去設備等処理水の処分に
関する基本方針」が国により示されました。

処理水の処分によって、これまで県民が積み重ねてきた風評払拭の努力を後退させることがないよ
う、国が全面に立ち、 「関係者に対する説明と理解」「浄化処理の確実な実施」「正確な情報発
信」「万全な風評対策と将来に向けた事業者支援」「処理技術の継続的な検討」の５点に加え、「東
京電力への指導・監督」など、関係省庁が一体となった万全の対策を講じる必要があります。

廃炉の進展によって、福島第一原子力発電所周辺地域に帰還した住民が再び避難を余儀なくされる
事があってはなりません。

県は、国及び東京電力が進める廃炉に向けた取組を監視していく必要があります。

長期にわたる福島第二原子力発電所の廃炉作業は、並行して実施される福島第一原発の廃炉作業に
影響がないよう計画的・円滑に進められる必要があります。

県は、福島第二原子力発電所の廃炉作業の安全監視を行っていく必要があります。

①福島第一原子力発電所

②福島第二原子力発電所

︡ Ⱳṍ

汚染水対策 汚染水発生量を100 ㎥/ 日以下に抑制 2025 年内

使用済燃料プールからの
燃料取り出し

１～６号機全ての燃料取り出し完了 2031 年内

燃料デブリの取り出し ２号機の燃料デブリ取り出し開始 2021 年内

廃棄物対策 がれき等の屋外一時保管解消 2028 年度内

４つの取組と主な目標工程

͍ ᵬ
ᵔ ῬⱧ
ˢ10 ˣ

＊廃止措置計画

͎ ᵬ
ᾖ◓

χᵔ Ạ
ˢ12 ˣ

͏ ᵬ
ᾖ◓ ᵔ

Ạ
ˢ11 ˣ

͐ ᵬ
ὺᴒ ᵔ Ạ
ˢ11 ˣ

ᾝ∕
2021.̔

＊中長期ロードマップ

͎ṍ
ДУз︡Ϥ ΰΥᵫ◐ή
ϦϥϘπχṍḧ

͍ṍ
► ↄ ︡Ϥ ΰᵫ◐

Ϙπχṍḧ
͏ṍ

♁ ḁ Ϙπχṍḧ

2011.12 2013.11 2021.12

ᾝ∕

3- ṍ

2031
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(1) 総人口の推移と将来推計

福島県の人口は、約１８３万人（令和２（２０２０）年１０月１日現在の人口推計）で、平成１０
(１９９８)年（１月（人口ピーク：約２１４万人）以降、減少が続いています（図表１）。

人口ピラミッドの推移を見ると、人口構造の変化により、形がつぼ型に変化し、令和２２(２０４０)
年の推計では、逆三角形に近いつぼ型になる見込みです（図表２）。

２ 地方創生の現状と課題

1995 ῢ2, 133, 592 ‰ ᴟ 17. 4% 2010 ῢ2, 029, 064 ‰ ᴟ 25. 0%

2015 ῢ1, 914, 039 ‰ ᴟ 28. 7% 2040 ˢ ὓ ῢˣ
ῢ1, 432, 829 ‰ ᴟ 42. 2%

їЖ ҵ Ƽᶮһ ƽ֗Ǻ Ῥ ǲȏȒ

＜図表１＞

＜図表２＞

新たな総合計画について（第２章）
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(2) 人口減少が地域社会に与える影響

①就業者と所得の減少
本県では、１９９０年代から生産年齢人口（１５～６４歳人口）が減少しています。
これに伴い、就業者数も平成７（１９９５）年の１０８．７万人をピークに減少傾向にありま

す。これまでのように人口減少が継続した場合、令和２２（２０４０）年には、就業者数は６１．
５万人になるものと予想されます。

また、人口減少に伴い就業者の減少が続けば、県民全体が受け取る所得も減少します。
平成２７（２０１５）年に約２．４兆円あった所得は、令和２２（２０４０）年には約１．６兆

円に減少（平成２７（２０１５）年と比較して０．８兆円の減少）するものと推測されます（図表
３）。

これらの影響により、例えば、地域の商店街、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド等にお
いて、店舗の数の減少や営業時間の短縮など、これまでの便利なサービスを維持できなくなること
も予想されます。

＜図表３＞

②地域コミュニティへの影響
少子化や働き世代の減少により、地域の伝統的な文化や祭りなどの担い手とこれを受け継ぐ若者

たちが少なくなれば、これまで県内で維持されてきた地域コミュニティが衰退するおそれがありま
す。あわせて、町内会や自治会、消防団などの共助機能の維持が困難になります。

③社会保障、行財政運営への影響
６５歳以上の人口は令和１２（２０３０）年まで、７５歳以上の人口は令和１７（２０３５）年

まで増加するものと予想され、医療・介護費も増加を続けるものと推測されます。
社会保障費が増加する一方、これを支える世代（主に生産年齢人口）が減少するため、一人当た

りの社会保障費の負担は増加していきます。それが過度な負担になれば社会保障制度そのものが維
持できなくなるおそれもあります。

また、就業者の減少や社会経済活動の縮小は、行財政にとっては収入減少の要因となります。一
方で、高齢化の進行に伴う社会保障関連の支出増加や、老朽化が進む社会インフラの維持・更新の
支出が増加すると予想されています。

このため、今後の行財政の運営においては、限られた財源と職員の中でも行政が十分な役割を果
たせるよう取組を進めていくことが必要です。

新たな総合計画について（第２章）
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(3) 「福島県人口ビジョン」について

福島県人口ビジョン（平成２７年１１月策定（令和元年１2月更新））
福島県人口ビジョンは、これまでの本県の人口の現状及び将来の姿を示し、人口減少問題につい

て県民の皆さんとの認識の共有を図るとともに、今後の本県の地方創生の目指すべき方向性を示す
ため、作成しました。

本ビジョンでは、人口の自然増対策と社会増対策を両面で進め、令和２２(２０４０)年に福島県
総人口１５０万人程度の維持を目指すこととしています。

（※）ふくしま創生総合戦略は、福島県人口ビジョンで掲げた本県の目指すべき将来の姿に向け、
まち・ひと・しごと創生法第９条の規定に基づき策定しました。国の「まち・ひと・しごと創生総
合戦略」を踏まえつつ、目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめたものです。

合計特殊出生率
２０４０年に

を実現（※）

社会動態
２０３０年に

( )
を実現

福島県の人口
２０４０年に

ʠ˲
を維持

本県の人口減少対策、地方創生の主な課題は以下のとおりです。
（「○」はふくしま創生総合戦略（※）（令和２～６年度）から抜粋）

【ひと（分野）】
○ 未婚化・晩婚化・晩産化等の進行により子どもの数が減少しており、結婚・出産・子育ての希望

をかなえる環境づくりに引き続き取り組むとともに、次代を担う子ども・若者の希望を叶えられる
よう魅力的な教育環境の整備に取り組む必要がある。

○ 県民の健康指標が全国として低い状況（メタボリックシンドローム該当者率ワースト３位）であ
り、食・運動・社会参加による県民運動としての更なる健康づくりの推進が必要である。

【しごと（分野）】
○ 生産年齢人口の減少などにより本県の就業者数は減少傾向にあり、あらゆる分野で人手不足が顕

在化している。
○ 進学・就職期の若者（２０～２４歳）の東京圏への流出の割合が大きく、若者の県内定着や県外

からの還流を促進するため、安定した雇用の場づくりなどを進めていく必要がある。
● 社会活力の維持と持続的な経済発展のためにも、高齢者や女性など多様な人材の就業支援や働き

やすい職場環境づくりなどにより労働人口を確保する必要がある。

【暮らし（分野）】
○ 過疎化の進行により、買い物や医療、交通など、日常生活に必要なサービスの維持が困難となる

おそれがあり、日常生活の利便性向上に向けて、買い物や地域医療、教育に加え、交通ネットワー
クの維持への取組を進める必要がある。

○ 人口減少などに伴い、まちの中心である小中学校の廃校や商店街の衰退、空き家の増加などによ
り、地域コミュニティの維持が困難となるおそれがあり、コミュニティ維持のための交流拠点づく
り等の持続可能なまちづくりの推進が必要である。

【人の流れ（分野）】
〇 本県への定住・二地域居住世帯は、震災後に落ち込んだものの、その後増加を続けており、引き

続き、本県の高いポテンシャルをいかした移住・定住対策を進めていく必要がある。
○ 震災以降、本県へ理解、関心、支援を寄せてくださる企業・大学・自治体等との“ご縁”を大切に

し、つながりを強化させ、復興と創生の推進に向けて連携・共創による取組を進める必要がある。

新たな総合計画について（第２章）

(※）2040 年に、合計特殊出生率
が県民の希望出生率である2.11
となるよう実現を目指す

(４) 福島における地方創生の課題について
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(1)頻発化・激甚化する自然災害

３ 横断的に対応すべき課題

◆令和元年東日本台風等による被害等（令和2年12月8日現在）

東日本台風等により県内で受けた被害も甚大

現在も復旧作業が続いています
令和元年東日本台風等について

■死者 38名(うち関連死6名）

■避難者数 3,331 名

■住家被害 全壊1,477 棟、半壊11,961 棟

■農林水産業被害額 約636 億円

■商工業被害額 約930 億円

■社会教育施設被害額 約20億円

■災害廃棄物の発生状況 約51万㌧(R2.9 末)

・公共土木施設、農業用施設などの復旧工事

・中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業

◆令和元年東日本台風等による災害対応経費588 億円（令和2年度当初予算）

復旧前 復旧後

国道288 号 三春町舞木地内

■公共土木施設等(県及び市町村が管理する施設)            

災害査定結果 約928 億円

■県内文化財被害額 約5億円

生活・生業の再建、災害復旧に

向けた取組が必要

・ふくしま立地企業事業継続対策事業

・豪雨災害特別資金

阿武隈急行線（富野駅～兜駅間）

被災直後 現 在

【令和2年10月: 富野駅 (福島県) ～ 丸森駅 (宮城県) 間運転再開】

新たな総合計画について（第２章）

イメージ

平成２３（２０１１）年3月１１日に発生した東日本大震災は、三陸沖を震源とするマグニチュード
９．０の地震により、県内の１１市町村で震度６強が観測されました。

また、相馬港では、９．３メートル以上の大津波が観測され、浜通り沿岸全域が津波被害に襲われ
るなど、地震・津波により多数の人命が奪われました。

県内全域での住家被害、産業・交通・生活基盤の壊滅的被害が発生し、公共土木施設等の被害は、
約○○億円に及びました。

また、令和３（２０２１）年２月には、福島県沖を震源とする地震が発生しました。これは東日本
大震災の余震とみられ、マグニチュード7.3、県内３市町で最大震度６強という激しい地震で、家屋を
始め、高速道路、国・県道や港湾、漁港、農業用ため池など、県内各所に大きな被害をもたらしまし
た。

今後、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震や、南海トラフ地震、首都直下地震などの発生が切迫し
ており、事前の備えが重要となります。

さらに、近年、気象災害が頻発化・激甚化しており、本県においても、大きな被害がもたらされてい
ます。令和元（２０１９）年１０月の東日本台風においては、県内で初めて大雨特別警報が発表され、
広範囲に記録的な豪雨となりました。県内の主要河川及びその支流では、河川の氾濫が発生し、台風
を直接の原因とする死者は３２名となりました。住家被害が、全壊1,434 棟、半壊12 ,010 棟に上る
（令和３（２０２１）年５月1１日現在）甚大な被害となり、県内の全市町村で避難所が開設され、
ピーク時の避難者数は２万人を超えました。この台風から2週間後にも低気圧の影響のため、浜通りを
中心に非常に激しい雨となり、更に被害が広がりました。東日本台風及びその後の大雨に伴う公共土
木施設等の被害額は、約928 億円に及び、台風等の降雨で受けた被害として過去最大規模となりまし
た。

これまでも、平成２３（２０１１）年7月の新潟・福島豪雨や平成２７（２０１５）年9月の関東・
東北豪雨において会津地方を中心に大きな被害が発生するなど、県内において、風水害・土砂災害の
被害が発生しています。
気候変動による水災害リスクの増大に備えるためには、これまでの河川管理者等の取組をより一層加

速させるとともに、流域に関わるあらゆる関係者が、主体的に防災・減災に取り組む社会を構築する
必要があります。

このように、さまざまな災害リスクを抱える本県においては、人命の保護が最大限図られ、被害が
最小化することを目指し、災害対応の体制整備、ハードとソフトが一体となった防災・減災の取組を
推進し、速やかに復旧・復興のステージに移ることができるよう取組を実施しています。
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新型コロナウイルス感染症は、令和２（２０２０）年１月に国内で初めての感染者が確認さ
れ、本県においては同年３月７日に初めて感染者が確認されました。

これまでに世界全体では約1億6,600 万人、日本国内で約70万人、本県で4,399名の感染者が
確認されており（令和３年（２０２１）５月21日現在）、新型コロナウイルス感染症は本県を含
む全国・世界で感染拡大が続いています。

新たな総合計画について（第２章）

(２）新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症の拡大は県民生活に大きな影響をもたらしており、感染拡大防止の
ための手洗い・咳エチケット・マスク着用の徹底、「３つの密（密閉・密集・密接）」の回避と
いった基本的な感染対策の継続や、時差出勤、在宅勤務の活用など「新しい生活様式」の実践・
定着が求められています。

また、新型コロナウイルス感染症は経済にも大きな打撃を及ぼしており、日本国内では、2020
年の実質GDPの成長率が前年比で4.8 ％減少したほか、県内経済においては、米、肉用牛や花き
類、県産品の需要低迷、大幅に売り上げが伸びていた県産農産物の輸出への打撃など商工業・農
業への影響を始めとして、観光目的宿泊者の減少や解雇等見込労働者の増加などの影響も見られ
ています。

さらに、東日本大震災・原子力災害という未曽有の複合災害に加えて、令和元年東日本台風等
による甚大な被害、新型コロナウイルス感染症への対応、令和３（２０２１）年２月福島県沖地
震からの復旧など、本県は幾重もの災害に見舞われており、これまで復興に取り組んできた県民
の心が折れかねない状況にあります。

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大

○新型コロナウイルス感染症が社会にもたらした影響

イメージ

イメージ
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新たな総合計画について（第２章）

【詳細】
（新型コロナウイルス感染症によって起きた変化）
●命を守り社会を維持するために必要な３密回避・非接触・各種申請等のために、 ➡ デジタル化

テレワーク、診療・授業のオンライン化を急速に進める必要
●感染リスクが大都市圏と比して低いことをきっかけに、地方の価値が見直される ➡ 移住・定住

新型コロナウイルス感染症によるテレワークの普及で都市から地方への移住者が増加
●運動不足やメンタル不調、自殺者数（特に女性）の増加 ➡ 健康づくり

感染予防に伴って健康意識が向上
●休校措置をきっかけに、家族のために休みを当たり前に取ることができる必要性 ➡ 働き方改革

の高まり
●大消費地の需要減により販売減。新たな販売先確保や県内で支える経済が必要 ➡ 地産地消
●失業や出会いの場の減少で結婚率が低下し、少子化が一層加速化するおそれ ➡ 子育て
●休校措置による子どもたちの学力低下のおそれやコロナ禍における子どもたちの ➡ 教育

心のケアの必要性

①従来の課題の顕在化・加速化

【概要】
●これまでも解決や進展が求められてきた課題が新型コロナウイルス感染症によって顕在化
●新型コロナウイルス感染症がなかった場合に比べて数年～十数年の時間が短縮化（加速化）

〇県民等の意識・行動の変化で浮き彫りになった課題

（見えてきた課題）

【詳細】
（新型コロナウイルス感染症によって起きた変化）
●身体的距離の確保により人のつながりが希薄化
●非対面・非接触により社会的立場の弱い方が必要な支援を受けられず、

孤立・孤独化
●身体的距離の確保が難しい分野（医療・介護・福祉・教育・保育等）の維持と

労働力の確保の取組が必要
●身体的距離の確保と飲食店や観光・娯楽等、雇用の維持にもつながる社会経済活動

の両立の難しさ

②「身体的距離の確保」という新たな視点

【概要】
●人と人の間の距離（身体的距離）の確保という新しい視点
●交流機会の減少、高齢者の孤独化といった人とのつながりが希薄化
●身体的距離の確保が難しい対面中心の分野の存在と社会経済活動との両立の難しさ

（見えてきた課題）

➡ 人のつながりの
希薄化

➡ 対面中心の分野
における対応

【詳細】
（新型コロナウイルス感染症によって起きた変化）
●東日本台風、新型コロナウイルス感染症等幾重の災害に見舞われ、

復興・創生に取り組んできた県民の心が折れかねない状況
●新型コロナウイルス感染症を含む新型感染症と近年激甚化・頻発化する

自然災害が同時に発生した場合に避難所での感染拡大リスクが高まるおそれ

③切れ目なく取り組むべき課題

【概要】
●コロナ禍においても「復興・創生」「防災・減災」は切れ目なく取り組むべき課題
●感染への不安から、感染者等への偏見・差別による分断が発生
●新型感染症等と近年頻発化・激甚化する自然災害が同時発生した場合に感染リスクが増大

（見えてきた課題）

➡ 復興・創生

➡ 防災・減災

※ 詳細については、「新たな総合計画における新型コロナウイルス感染症の影響分析報告書」
（令和３年〇月）に記載。
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近年、地球規模での温暖化問題が顕在化し、大規模な気象災害等が頻発するなど、気候変動に対
する危機感は世界中に広がっています。本県においても令和元年東日本台風等による多大な被害が
発生しています。

そのような中、地球温暖化対策の国際枠組みであるパリ協定において、世界共通の長期目標とし
て、産業革命以降の平均気温の上昇を２℃より十分低く保つとともに、１．５℃に抑える努力を追
求することが示されたところであり、日本においても、令和２（２０２０）年１０月に、２０５０
年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする、「２０５０年カーボンニュートラル」を目指す
ことが表明されました。

地球温暖化問題は、私たち一人一人にとって避けることのできない、喫緊の課題です。本県にお
いても、令和３（２０２１）年２月に「福島県２０５０年カーボンニュートラル」を宣言したとこ
ろであり、全県的な気運を醸成しながら、オールふくしまで地球温暖化対策の一層の強化、推進に
取り組んでいく必要があります。

(３)地球温暖化対策

新たな総合計画について（第２章）

本県では、新型コロナウイルス感染症の影響分析を行い、新型感染症によって、デジタル化や
移住・定住、健康づくり、働き方改革など、従来の課題の顕在化が一気に進んだこと、新しい生
活様式の中でも人とのつながりを大切にし、対面とデジタル化の最適化を図る必要があること、
そして、コロナ禍にあっても本県の復興・創生を切れ目なく進めていく必要があることを明らか
にしました。

また、国においても、行政手続のオンライン化の遅れなど様々な課題が明らかになったことを
踏まえ、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」の策定などデジタル化の動きが進んで
います。

本県は、東日本大震災からの復興・再生、地方創生・人口減少対策の２つを柱として県づくり
を進めてきました。

今般の新型感染症や近年頻発化・激甚化する自然災害などの新たな脅威による影響を受けてい
ることから、デジタル変革（DX）を活用することにより、新たな日常に対応するとともに、社会
の強靭化を図りながら、立ち止まらずに県づくりを進めていく必要があります。

(４）デジタル変革（ＤＸ）の必要性

 

β ─ ◄Ⱡ  

本県の年平均気温の推移

本県の温室効果ガス排出量の推移

イメージ
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第３章 みんなで創り上げるふくしまの将来の姿

本計画の策定に当たっては、多くの県民の方々に参加していただき、問題意識の共有を図りました。
福島県総合計画審議会での議論、市町村との意見交換、県内各地で開催したワークショップや地域懇

談会等を通じ、県民の皆さんから「ふくしまの将来の姿」についてたくさんの意見を頂きました。

１ 県民の皆さんからの意見

総合計画審議会からの意見

【理念、考え方に関する意見】
・地方分散型の県づくり
・小規模自治体への対応
・全国の人から憧れられる福島県
・現場の住民や自治体の立場に立った具体策
・右肩上がりではなく現実を直視して下がるも

のは下がるというべき
・地域の視点が大事。県土の各地に人がとどま

れるような地域
・時には県のリーダーシップが必要であること
・未曽有の災害後県民が地域で頑張っているこ

とを大きな木にする

・一人一人の思いを大切にし、強みをみんなが
認める地域社会

・「人を育む」「心の豊かさ」が欠かせない観点
・一人ぼっちにしない（包摂性のある）社会

多様性、一人一人自分らしく輝ける
・自分の意見を言える（自己表現できる）社会
・普通の会社に就職して良かったと思える社会
・AI、IoT の先にくる社会を想定しておく
・挑戦をサポートする人の場づくり、環境づく

りが重要
・人とのつながりによる安心や支え合い、学び

合いが大切

【具体の取組に関する意見】
・風評の払拭に向けた正確な情報発信の継続
・再生可能エネルギーの更なる研究・技術開発

の促進
・結婚から子育てまで切れ目のない支援
・多様な出産・子育てへの支援

・医療・福祉では人材不足と偏在が課題
・産業振興と人材育成の連携した支援
・新技術に対応できる人材を育成することが大切
・働く意欲のある障がい者などのマンパワーの活用
・子どもの学習権保障、多様化する子どもへの

対応

【概要】
総合計画審議会は、県の総合的な計画に関する事項を調査審議するための知事の附属機関です。
環境、福祉、産業、地域振興など各分野の学識経験者及び公募委員２９名により構成されてい

ます。

市町村からの意見

・浜・中・会津の特長を活かした均衡ある発展
・地域、企業の魅力を知る特色ある教育
・子どもの地域への愛着醸成
・人材不足対策（若者定着、働く場所確保等）
・交流及び関係人口拡大、移住施策の推進
・県独自の誇りあるスローガンを
・広域的連携は重要な視点
・防災・減災対策の重要性
・高齢者対策（交通移動、介護対策）
・夢、希望、明るい未来のある県づくり
・農業振興（耕作放棄地、担い手確保等）

・人口減少を踏まえた施策の必要性
・オール福島でのイノベ構想の進展
・これからは女性と若者の視点が大事
・指導者を育てるための人材の育成
・在宅ワーク、プログラミング教育など、

情報化・デジタル化
・Society5.0 につながる考えで人口減少を

克服していく必要
・有害鳥獣対策は不可欠
・復興の進捗を踏まえた計画づくり、計画の

柔軟な見直し

【概要】
総合計画の策定に当たり、県内市町村と意見交換を行いました。

新たな総合計画について（第３章）
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対話型ワークショップの意見

＜小学生＞
・外国人にも魅力的な県
・子どもがたくさんいる福島にする
・文化やスポーツを発展させ、いい福島にしたい
・風評被害に負けない県
・みんなが健康に住めるような町
・子どもや高齢者に優しい県になってほしい
・交通の便がもっとよくなってほしい
・いろいろな人が来てくれる、魅力的な町

＜中学生＞
・安全な暮らしができる福島県
・子育てがしやすい環境がある福島県
・他県に福島県のことを知ってもらい、

もっと活気のある県
・交流が広がり理解が深まる
・教育環境が向上し子育てがしやすくなる
・元気な高齢者が活躍している
・世代を超えて交流できる福島にしたい

テーマ：「将来も住み続けたい（住みたい）と思う福島県の未来の姿」

＜高校生＞
・豊かな自然（磐梯山、猪苗代湖、尾瀬）
・観光地（鶴ヶ城、アクアマリン、温泉地）
・特産品（果物（桃）、米、牛乳）
・伝統（漆器、赤ベコ、じゃんがら念仏踊り）
・県民風土（やさしい人柄、親切、偉人）
・文化・スポーツ（合唱、プロサッカー）

＜大学生＞
・人や方言の温かさ、元気な高齢者
・浜・中・会津の多様な人々・文化
・特産品（果物、日本酒、米、郷土料理）
・技術力のある県内企業、工業生産・技術力
・豊かな自然（四季ごとの景色）
・歴史、文化、芸術（合唱、吹奏楽、演劇等）

テーマ：「自分が思う福島の“たからもの”」

＜高校生＞
・震災復興、風評被害、少子高齢化、地球温暖化
・質の高い教育による学力向上、学習環境の充実
・福祉医療を含めた都市機能の充実
・増える災害への対策
・働く場所、職種の充実
・自然や農地の管理、活用

＜大学生＞
・情報発信不足、震災復興、風評払拭
・交通アクセスの改善、充実
・健康づくり（減塩取組等）
・第一次産業の活性化
・過疎地域の対策
・若者の人口流出抑制、地域の担い手不足解消

テーマ：「みんなの力で解決したいこと」

＜高校生＞
・県について自分たちが理解を深め、福島の良

さや正しい情報をSNS 等で発信する
・地域 PR の CM を高校生で作る
・新しい伝統をつくる
・地域イベントへの参加やボランティア活動
・県内就職、進学して地元を支える
・自然を大事に自然をアピール

＜大学生＞
・自分たちが地域への理解を深め魅力を情報発信
・子どもに向けた地域愛着形成の活動
・高齢者のケア、若者の集落での活動
・大学生目線による地元愛着を育むイベント開催
・県内大学生同士が魅力を発信するコミュニ

ティを立ち上げる
・地域の担い手不足を補うボランティア活動

テーマ：「福島の未来をつくるために私たちができること・すべきこと」

【概要】
県内各地で本県の未来を担う小学生、中学生、高校生、大学生を対象に県民参加型ワーク

ショップを開催しました。
実施期間：令和元（２０１９）年10月～令和２（２０２０）年１月
参加者数：合計１７６名（小学生１１名、中学生１５名、高校生９６名、大学生５４名）

新たな総合計画について（第３章）
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地域懇談会の意見

・子を育てる親世代が「ここに住んでいたい」
と思える仕組みづくりが必要

・農業を担う若者を、様々な形で育成、探す
ことが課題である

・健康寿命は重要で、高齢者がボランティア活
動など生きがいを持てる地域づくりが必要

・企業を継続させるためには、次の人へ引き継
ぐ担い手育成という観点も若いうちから重要

・子どもたちに地域の魅力を伝えることが重要
・災害が起きる前から予測も踏まえて備えることが

大切

＜主な意見＞
・技術を持った中小企業もあるのにもったいない
・多様性が尊重された世の中となる施策が必要
・住む前の支援も重要だが、住んでからの環境

整備も重要
・放射能の話から、次のステップに進んでいい時期だ
・「あるものを活かす」ということが大切
・外国人観光客（インバウンド）向けの環境整

備が必要
・福島県内を東西につなぐ道路の一層の整備が必要
・医療の充実、特に病気となった場合の対策の充実

県民世論調査・アンケート

＜主な意見＞
・福祉や医療サービスが充実し、お年寄りや障がいのある人

が大切にされる
・教育環境が整い、子どもたちをのびのび育てることがで

きる

・豊かな自然環境が守られている
・災害や犯罪が少なく、安心して暮らせる
・快適な生活環境の中で暮らせる
・産業が盛んで、働く場に恵まれている

調査名 ：県政世論調査（どのような県になってほしいか）
調査対象：満１５歳以上の男女個人
配布数 ：１，３００人 回収数：６１８人（回答率４７．５％）
調査期間：令和元（２０１９）年７月24 日～８月13日

＜主な意見＞
・県内で就職進学する魅力が必要
・地域が一体となった世代を超えたふれ合い
・地元を知り故郷への誇りと愛着をもつ
・自然、伝統等体験による生きる力を育む
・いじめや社会的弱者への偏見、児童虐待をなくす
・保育士確保、保育士の質向上、保育施設整備

・広域的な病児保育体制づくり
・子育て相談しやすい窓口設置等の環境づくり
・育休取得推進や復職しやすい環境づくり
・障がい児への対応や安心して学べる環境づくり
・空き教室等を活用した学童保育の充実

調査名 ：少子化・子育てに関する県民意識調査
（少子化対策や子育て支援として、どのようなことが必要か）

調査対象：福島県内市町村に住民票がある
①子どもがいない方（18 歳未満の子どもがいない 20～60 歳未満の方）
②子どもがいる方（未就学児童、小学生、中学生以上の保護者の方）

配布数 ：９，０００人 回収数：２，４８６人（回答率２７．６％）
調査期間：令和元（２０１９）年５月 16 日～６月５日

＜主な意見＞
・歴史の誇りが心を癒やし心の復興につながる
・避難解除により安心して暮らせる県
・都市部を広げず自然を大切に豊かに暮らせる県
・公共交通機関の発達が必要

・若い人向けの大型商業施設や遊ぶ場所が必要
・県産品の安全性を国内外PRで風評払拭
・若い世代が県産品を流通し魅力発信

調査名 ：高校生進路希望調査（福島県のこれからについて）
調査対象：県内の公立高校に通う高校2年生及び3年生
配布数 ：２６，５０１人 回収数：１２，５０７人（回答率４７．２％）
調査期間：令和元（２０１９）年７月～９月

【概要】
県内７つの地域において、総合計画の策定に当たり、多様な立場の県民の方々と意見交換を行

いました。実施期間：令和２（２０２０）年２月 参加者数：合計４４名

新たな総合計画について（第３章）
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新たな総合計画について（第３章）

２ 県づくりの理念

・避難地域の復興・再生
・避難者等の生活再建
・風評払拭・風化防止対策の強化
・福島イノベーション・コースト
構想の推進

・新産業の創出・地域産業の再生
・復興を支えるインフラ等の環境整備
・廃炉に向けた取組

・急激な少子高齢化
・魅力的な教育環境の整備
・健康づくりの必要性
・若者の東京圏への流出
・高齢者や女性など多様な人材の
活用

・日常生活に必要なサービスの維持
・本県への移住・定住の推進

・頻発化・激甚化する自然災害
・新型コロナウイルス感染症
・地球温暖化対策
・デジタル変革（DX)の必要性

第２章「福島県を取り巻く現状と課題」においては、本県の置かれている状況について、大きく次の
３つを示しました。

◆福島県を取り巻く現状と課題（第２章）

第２章「福島県を取り巻く現状と課題」と、県民の皆さんから頂いた意見を踏まえ、県民の皆さん、
民間団体、市町村、県が連携しながら、「福島ならでは」の将来の姿を実現するために共有する総合計
画の根底にある根本的な考え方である「県づくりの理念」を整理します。

人口減少が避けられない中で、持続可能な地域社会を創り上げていくためには、東日本大震
災・原子力災害からの復興・再生や人口減少対策などこれまでの取組を継続しながら、新たな
取組にも挑戦を進め、急激な社会情勢の変化に柔軟に対応していくことが大切です。

東日本大震災・原子力災害
からの復興・再生

人口減少対策（＝地方創生） 横断的に対応すべき課題

本県は、東日本大震災と原子力災害、さらに大規模災害、新型感染症な
ど、三重、四重の困難な課題に直面し続けています。そして、それらの困
難な課題へ挑戦を続けてきた経験・知見からは、災害への対応力のみなら
ず、コミュニティの再生など、地域の人々が手を取り合って果敢に挑戦を
続けている本県ならではの回復力（レジリエンス）が培われています。

これらの強みを最大限いかしながら、様々な変化に対応できる強靱さ健
全さを備えた、人と人とが支え合う地域社会（県）づくりを目指します。

変化や危機に
しなやかで強靱な

地域社会（県）づくり

本県は東日本大震災と原子力災害以降、風評と戦い続けています。また、
残念ながら新型感染症による感染者等への差別・偏見の事例もありました。
これらの経験も踏まえ、本県は一人一人が互いに認め合い、つながりを広
げ、共生できる地域社会（県）づくりを目指します。

多様性に寛容で差別の
ない共に助け合う

地域社会（県）づくり

未曾有の複合災害の中にあって、福島が誇れる、おいしい食、美しい自
然、県民のあたたかい心など、普段の生活では気づきにくい魅力や強みを
改めて認識しました。

また、震災後、福島イノベーション・コースト構想などにより構築され
た世界レベルの産業研究拠点は、ふくしまの未来を創る産業振興、人材育
成を推進する大きな資産です。

それらを踏まえ、地域の魅力や価値に県民一人一人が関心を持ち次の世
代へと育てつなげることができる地域社会（県）づくりを目指します。

魅力を見いだし
育み伸ばす

地域社会（県）づくり

◆県づくりの理念

（美しさ、あたたかさ、魅力・強み
＝おいしさ）

（寛容、認め合い、つながり
＝やさしさ）

（回復力、強靭さ、健全さ
＝すこやかさ）
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県づくりの理念の下、県のみならず、あらゆる主体が「福島ならでは」の将来の姿の実現に向け、連
携しながら県づくり・地域社会づくりに取り組めるよう、基本目標を以下のとおり設定します。

基本目標については、９年後を見据え、自然災害や新型コロナウイルス感染症などの困難を乗り越
え、東日本大震災・原子力災害や人口減少などの取組を着実に進めた先の、“世代を超えてつなぐあり
たいふくしま”をイメージして設定します。

３ 基本目標

【目標に向かうために揺らいではならない前提】
この基本目標の達成に向けた様々な取組を進める上で、原子力災害に伴う長期にわたる廃炉作業や環

境回復の取組、避難指示の解除や解除後の生活・生業の再生、生活インフラの再生、産業の再生、さら
には風評の問題や関心の低下による風化の問題などが着実に解決されていくことが大前提です。この前
提がひとたび揺らぐと、本計画が描く将来像が根底から崩れる可能性があることから、引き続き、国、
東京電力の責任ある対応を求めつつ、国・県・市町村が一体となって復興を進めていく必要があります。

新たな総合計画について（第３章）

やさしさ、すこやかさ、おいしさにあふれる
豊かな地域を共に創り継ぐふくしま（事務局たたき台）

【令和１２（２０３０）年度を見据えた基本目標】
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新たな総合計画について（第３章）

「ひと」（＝ひとが大切にされる）

▶ 誰もが生涯を通じて健康でいきいきと暮らしている
▶ （復興）県民健康調査など、被災者の状況に応じた支援により、県民の健康の維持、増進及び不安解消が

図られている
▶ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境が整っている
▶ 子どもたちが多様な個性をいかしながら、健やかに育つ教育環境が確保されている
▶ 援助を必要としている人それぞれの状況に応じた相談・支援体制が充実し、一人一人が個人として尊重さ

れている
▶ 本県の魅力や情報の発信により、福島とつながりを持つ人々が増加し、福島への新たな人の流れが増えて

いる

「暮らし」（＝安心・快適に暮らせる）

▶ （復興）避難地域において、医療、教育、交通などの生活環境の整備が進んでいる
▶ （復興）放射線や放射能に関する正しい知識が普及し、風評払拭が進んでいる
▶ 災害に対するハード・ソフト両面からの備えが進み、災害に強い地域づくりが進んでいる
▶ 犯罪や人権侵害への対策が十分とられ、防犯・防火活動や交通安全活動が活発に行われる安全と安心が

守られた地域社会となっている
▶ 安全・安心の医療提供体制が確保され、介護・福祉サービスが充実している
▶ 脱炭素社会や循環型社会の実現に向けた取組が進み、生物多様性や美しい自然環境が保全されている
▶ 地域資源を活用した取組により過疎・中山間地域も持続的に発展している
▶ 中心市街地の活性化、文化・芸術・スポーツ活動の振興や住民主役のまちづくりなど、暮らしの豊かさ

を実感できる地域づくりが進んでいる

「しごと」（＝働ける場所（仕事）がある）

▶ 中小企業を中心に県内の地域産業が成長・発展している
▶ （復興）福島イノベーション・コースト構想の進展により、地域産業の活性化と新産業の集積・育成が

進み、構想を担う人材の確保・育成も進んでいる
▶ 農林水産業が他産業並の所得を安定的に確保している
▶ 再生可能エネルギーの利活用や、関連産業の育成・集積が進んでいる
▶ 県内の観光地に国内外から多くの観光客が訪れている
▶ 地域の産業を支える人材が確保・育成されている
▶ 利便性が高くバランスの取れた交流・物流網や情報網が整備されている

県民の皆さんから頂いたふくしまの将来の姿についての意見を見ると、大きく次の３つに集約できま
す。

「誰もが活躍できる」
「ひとりぼっちにしない」

「人とのつながり・支え合い」
などの

“ひとが大切にされる”

（＝ひと）

「医療・福祉が充実」
「災害や犯罪が少ない」
「子どもが育てやすい」

「自然豊か」 などの

“安心・快適に暮らせる”

（＝暮らし）

「産業や観光が盛んである」
「雇用の受け皿がある」
「一次産業の活性化」

などの

“働ける場所(仕事)がある”

（＝しごと）

◆県民の皆さんから頂いた意見の分析

県民の皆さんから頂いた意見から導き出した「ひと」「暮らし」「しごと」の３つの側面は、相互に
関連性があり、相乗効果がある場合もあれば、相反する関係にある場合もあります。

大事なのはバランス（調和）を取りながらこの３つを伸ばしていくことです。
これらを総じて、本県の将来の姿として、

“「ひと」「暮らし」「しごと」が調和しながら シンカ（深化、進化、新化）する豊かな社会”
を、皆さんと目指してまいります。

４ みんなで創り上げるふくしまの将来の姿

◆「ひと」「暮らし」「しごと」ごとの将来の姿の全体像
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新たな総合計画について（第３章）
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写真・イラスト 等
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ＳＤＧｓは、２０３０年に、「持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現」を目指す国際社会共通
の目標です（※）。

現在、多様な主体がＳＤＧｓに参画しており、その意義は以下のとおりと考えます。

５ ＳＤＧｓの視点による将来の姿について

新たな総合計画について（第３章）

２０３０年までの９年間、東日本大震災・原子力災害や風評・風化などの特殊な事情を抱えた本県に
おいても、急激な人口減少・高齢化や、頻発化・激甚化する災害など全国共通の課題への対応は免れる
ことはできません。そこで、

SDGｓの意義

暮らし しごと

ひ とふくしまの将来の姿
(「ひと」「暮らし」「しごと」)

とＳＤＧｓの対応関係

（イメージ図）

企業・行政・NPO等の
多様な主体との連携・協働

する機会が得られることが期待

人口減少・高齢化など多くの課題
を抱える自治体がこれを克服する
ための新たな切り口として活用

他の地域よりも複雑な課題を抱える
本県の目指すべき将来の姿の実現に繋がる

普遍的な課題に照らして
県づくりの方向性を示す

引き続き、国内外の福島に
心を寄せる人々との
連携・協働を深める

国内外共通で理解が
得られる表現、SDGｓ
という世界の共通言語

に照らして、
本県の将来の姿を整理

（※）ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals
の略称（エスディージーズ）

世界が抱える課題を解決し、誰一人取り残さな
い、多様性と包摂性のある持続可能な社会の実現の
ため、平成27（2015 ）年の国連サミットで決定し
た国際社会の共通目標。「貧困」「保健」「エネル
ギー」「気候変動」など17の目標と169 のターゲッ
トが示されており、国が定めた「持続可能な開発目
標（SDGs）実施指針」（平成28（2016 ）年）にお
いて、地方自治体の各種計画にSDGsの要素を最大
限反映することとされています。
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新たな総合計画について（第３章）

福島県がどのような姿を目指すのか、
福島に心を寄せる人々との連携・協働を深めるため、
普遍的な課題に照らして県づくりの方向性を示すため、
ＳＤＧｓの１７の目標ごとの視点で描きます。

暮らし

● 猪苗代湖を始めとする水環
境が保全されている など

安全な水とトイレを
世界中に ● 本県の魅力の発信や受入体制

の整備により、本県への移住・
定住の流れが確かなものとなっ
ている

● 避難解除等区域における生活
環境等の整備や居住人口の増加
が進んでいる

● 過疎・中山間地域において
も、医療や生活交通などの生活
基盤が安定的に確保されている

など

● 水産資源を安定的に利用でき
る仕組みが確立され、活力ある
水産業が営まれている

など

● 豊かな自然環境が保全されて
いる

● 希少な動植物の保護など生物
多様性が保全されている など

● 安心・安全で、差別や虐待の
ない人権に配慮した社会づくり
が進んでる など

● 住民、企業、NPO法人や行政
が連携し、住民主役のまちづく
りが行われている

● 市町村とともに、効率的・効
果的な行政サービスが行われて
いる など

住み続けられる
まちづくりを

● 若い世代から高齢者まで県民
一人一人が心身ともに健康な生
活を送っている

● 安心して妊娠・出産ができる
環境が整備されている

● 安心して必要な医療を受けら
れる体制が充実し、医療の質も
向上している

● 高齢者や障がい者など利用者
の意向を十分に尊重した良質か
つ適切な介護・福祉サービスが
充実している

● 各種感染症に迅速かつ的確に
対応できる体制が整っている

など

すべての人に
健康と福祉を

陸の豊かさも
守ろう

パートナーシップで
目標を達成しよう

平和と公正を
すべての人に

海の豊かさを
守ろう

● ＧＡＰ等認証の活用などによ
り、持続可能な農業生産が進
み、県産農産物の信頼性が確保
されている

● ごみの減量化やリサイクルな
ど環境に配慮したライフスタイ
ルが定着している など

つくる責任
つかう責任

● 災害に強いライフラインやイ
ンフラの整備が進んでいる

● 防災に関する意識が高まり、
自助・共助・公助による災害の
備えが進んでいる

● 地球温暖化対策に県民一人一
人が積極的に取り組んでいる

など

気候変動に
具体的な対策を

◆ＳＤＧｓ視点の将来の姿
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しごと
● 産地の生産力が向上し、生活
に不可欠な食料を安定的に供給
している など

新たな総合計画について（第３章）

● 知識や技能のみならず、自ら
考え課題解決できる子どもたち
が育っている

● 震災の記憶の継承や復興への
取組を基に、郷土への理解が進ん
でいる

● 生涯にわたって学び続けるこ
とができる環境が整っている

など

質の高い教育を
みんなに

● 年齢、性別、国籍、文化など
様々な背景を持つ人々が互いに
尊重し、自分らしく暮らしてい
る など

人や国の不平等
をなくそう

● 地域や企業等が一体となり、
多様な子育てを支援する体制が
構築されている

● あらゆる分野で女性の意思決
定過程への参画が進み、女性活
躍の場が広がっている など

ジェンダー平等を
実現しよう

● 誰もが、医療、教育などの基
礎的なサービスを享受できる環
境が整っている など

貧困をなくそう

● 再生可能エネルギー関連産業
の育成・集積が進み、一大産業
集積地となっている

● 水素エネルギーの社会実証が
進み、国内外の最先端モデルと
なっている など

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

● 県産品・観光の魅力や正確な
情報の発信により産地評価の回
復、競争力の強化が進んでいる

● 福島イノベーション・コース
ト構想が進展し、地域企業の活
力向上と新産業の集積・育成が
進んでいる

● 利便性が高い道路ネットワー
クが確保されるとともに、条件
不利地域でも携帯電話等が利用
できる

● 福島空港、相馬港や小名浜港
は、物流拠点・交流拠点として
地域経済の活性化に寄与してい
る など

産業と技術革新の
基盤をつくろう

飢餓を
ゼロに

● 本県経済の中枢を担う県内の
中小企業などが主役となった力
強い地域産業が成長・発展して
いる

● 福島イノベーションコースト
構想の進展などにより地域外か
らの人材が還流・定着している

● 農林漁業者が他産業並の所得
を安定的に確保している

● 県内観光地に国内外から多く
の観光客が訪れている

● 若者、女性、高齢者など誰も
が安心して働ける雇用環境が整
備されている など

働きがいも
経済成長も

ひ と
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※ 福島12 市町村の将来像に関する有識者検討会提言（令和３年３月８日）から抜粋
●検討の視点及び基本的方向
１ 人口減少・少子高齢化社会の下で持続可能な地域・生活の実現
２ 広域的な視点に立った協力・連携
３ 世界に発信する新しい福島型の地域再生

●目指すべき 30～40 年後の地域の姿
１ 将来の世代につなぐための 30～40 年後の地域の姿

➢ 12市町村は全域における避難指示の解除が実現したうえで、災害復旧の観点をはるかに超え、よ
り発展した復興の姿を目指す創造的復興を成し遂げている。

➢ 将来世代を始めとする人々が幸せに暮らし、誇りや愛着が持てる魅力ある地域となり、併せて、原
子力災害による被災地域というマイナスのイメージからの脱却はもとより、地方創生やロボット、再
生可能エネルギーの導入拡大を含むエネルギー等の新産業分野、教育・ひとづくり、社会課題の解決
等において、国内外を牽引する「希望の地」として、国内外の叡智を結集しつつ、取組が進められて
いる。

➢ 避難指示の解除時期の違いに関わらず、いずれの市町村においても、防犯・防災はもとより、医
療・介護・福祉、教育、買い物等における利便性が高く充実した生活環境が整備され、誰もが安心し
て暮らせるまちになっている。

➢ 農林水産業を含めた産業・生業が再生・発展し、地域全体での経済循環も成り立っており、加え
て、国際教育研究拠点における取組等を通して福島イノベーション・コースト構想等の各構想が実現
し、新たな時代をリードする産業基盤が構築され、新産業の創出が着実に進展・発展している。

➢ 12市町村の魅力は大きく高まり、「誰もが住みたくなる、憧れるまち」となっており、帰還した
住民や新たな移住・定住者、インバウンドを含めた観光や教育旅行など地域を訪れる交流人口等が増
加している。

➢ 避難先で生活を再建した方々とのつながりや絆が維持され、子どもや孫の世代を含め創造的復興を
成し遂げた魅力あるふるさとへの関心が高まりをみせている。

➢ 東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置が完了し、誰もが心配する必要のない十分に安全な状態
で生活が出来る環境が確保されている。東京電力福島第二原子力発電所も廃止措置が進展している。

➢ 福島県内で生じた除去土壌等については、2045 年（令和27年）３月までには、県外で最終処分が
完了している。

➢ 風評が払拭されるとともに、いわれのない偏見・差別が解消され、福島県の農林水産物や観光地は
確固たるブランドを確立している。

➢ 住民の帰還や新たな移住・定住者の増加に伴い、12市町村の居住人口は増加し、地域の活力を取
り戻すレベルに達している。

など

●国内で選ばれる地域とするために努力すべき領域
１ 充実した生活環境や産業・生業の再生
２ 福島イノベーション・コースト構想の推進等による新産業の創出と集積
３ 復興を継続的に支える福島 12 市町村ならではの特色を持つひとづくり
４ 他地域の課題解決に寄与する復興に関する知見の体系化と活用

（参考）

新たな総合計画について（第３章）

避難１２市町村の目指す将来の姿
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将来の姿の実現に向け、県がその役割の下に取り組む主要な施策を推進する上で、本県が東日本
大震災・原子力災害からの復興や数々のチャレンジを進める中で得られた唯一無二の経験や知見を
踏まえ、大事にしたい視点を示します。

誇り
本県には、美しい自然や奥深い歴史、伝統文化、郷土料理、国内外で高い評価を得ている日本

酒、生産者が真摯に育む農林水産物、温かい人柄など、世界に誇れる様々な魅力があります。一方
で、残念なことではありますが、東日本大震災以降、福島が一部でネガティブなイメージを持たれ
ているという現実があります。福島の誇り、誇れるものを大切に育み、このイメージを変えていく
ことがまさに復興・創生、人口減少対策、風評・風化対策につながるものであり、福島県の今後に
とって重要です。

連携・共創
未曽有の東日本大震災・原子力災害を通じ、県民の皆さんのみならず、福島に心を寄せ支援し

てくださる国内外の皆さん相互の様々なコラボレーションが生まれ、地域課題の解決に結びつきま
した。この連携関係を更に深め、福島の地から更なる活力の創造に向けた新しい価値を共に創り将
来へとつなげることが重要です。

挑戦
本県は、前例のない複合災害からの復興・再生に向け様々な挑戦を続けています。福島の未来

を切り開くため、時には大胆に、時にはきめ細かな発想で取組内容を進化させ、前例のない課題に
も果敢に挑戦を続けるとともに、福島の地を誰もが挑戦できる場所としていくことが重要です。

ご縁
本県の復興への歩みを力強く後押しし、復興の大きな支えとなっているのが福島に心を寄せて

くださる皆さんとのご縁です。 引き続き、福島の現状や経験を伝えることで、福島を応援してく
ださる方々との絆を深め、一緒に共働する仕組みづくりに力を入れながら、県民の皆さんが復興を
より実感できる相乗効果をつくり出していくことが重要です。

信頼
本県がこれまで積み重ね、これからも進めて行く復興・再生の歩みは、県民の皆さんや多くの

方々との共感・共働による信頼関係の上に成り立つものです。この信頼を損なうことがないよう、
引き続き、丁寧かつ的確な情報発信や取組を重ねることが重要です。

１ 大事にしたい視点

第４章 政策分野別の主要施策

本章では、将来の姿の実現に向け、県がその役割の下に取り組む主要な施策について示しま
す。

新たな総合計画について（第４章）
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２ 横断的な施策の推進

(1) 頻発化・激甚化する自然災害への対応

地震、台風、豪雨などいつどこで発生するかわからない自然災害に対し、県民の生命、
身体、財産さらには豊かな県土や経済活動を守るために、東日本大震災や令和元年東日本
台風などから得た教訓等を踏まえ、治水、治山・土砂災害対策などのハード対策を推進す
るとともに、県民一人一人が「自らの命は自らが守る」意識を持ち、災害時の適切な避難
行動に繋げられるよう「災害文化」を定着させるための取組を推進するなどのソフト対策
の強化を進めていき、さらには、ハード・ソフトの両面を適切に組み合わせることで防
災・減災の取組を推進し、災害による被害の軽減や復旧・復興期間の短縮等、災害に負け
ない県土づくりを進めます。

また、新型コロナウイルス感染症の状況下においても、県民がためらうことなく避難で
きるよう、市町村と連携を強化して避難所の感染症対策を徹底するなど、確実な避難行動
を促していきます。

写真・イラスト 等
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(2) 新型コロナウイルス感染症への対応

【見えてきた課題】
●デジタル化
●移住・定住
●健康づくり
●働き方改革
●地産地消

●子育て
●教育

①従来の課題の顕在化・加速化

【対応の方向性】
➡ 行政のデジタル化、デジタル化の取組支援、中小企業・デジタル弱者への支援 など
➡ 関係人口等の拡大や本県への移住の促進のために本県の強みをいかした施策 など
➡ 県民参加を通じた健康のための意識づくり、相談支援体制の整備促進 など
➡ 多様な働き方(テレワーク、ワーケーション、兼業・副業等)の拡大 など
➡ 県産品（農林水産物、工業製品、観光、エネルギー等）の販売力強化、

県民が県産品の良さを知り、積極的に利活用することで県産品を支えていく取組 など
➡ 魅力的で安定した仕事づくりと結婚・出産・子育ての切れ目のない支援 など
➡ 学習の遅れや学力差の解消のためデジタル化も活用したきめ細かな支援、

デジタル化を活用した職場体験など地域への理解と愛着を深める取組 など

【見えてきた課題】
●人のつながりが希薄化
●対面中心の分野における対応

②「身体的距離の確保」という新たな視点

【対応の方向性】
➡ これまで築いてきた人のつながり・ご縁・絆を継続・強化する など
➡ 身体的距離の確保が難しい分野への支援や、これまで対面中心で

あった社会経済活動の趣旨・目的などを根本から見つめ直し、
対面とデジタル化の持つ利点を効果的に活用する など

【見えてきた課題】
●復興・創生

●防災・減災

③切れ目なく取り組むべき課題

【対応の方向性】
➡ 新型コロナウイルス感染症等への対応と復興・創生の両立、新型コロナウイルス感染

症を「正しく恐れる」ために正しい情報・知識を持つ など
➡ 東日本大震災・原子力災害で本県が得た経験をいかしながら、複合災害の発生にも

対応できる強靭な県づくりと防災・減災を意識した地域社会づくりの推進 など

新型コロナウイルス感染症によって顕在化・加速化した従来の課題や「身体的距離の確保」によ
りもたらされた新たな課題、そして東日本大震災・原子力災害を経験した本県が今後も切れ目なく
取り組むべき課題に対応していくため、「ウィズ新型感染症」の視点を取り入れ、県の施策の趣
旨・目的、実施手法を根本から見直すとともに、対面とデジタル化の持つ利点を効果的に活用する
視点や東日本大震災・原子力災害の経験・教訓を持つ本県ならではの視点により、課題の解決に向
けた取組を推進していきます。

イ 中長期的な視点

新型コロナウイルス感染症に対応するためには、県民の安全・安心の確保と社会・経済活動の回
復・再生との両立が重要であることから、入院病床・検査体制の確保や医療従事者への支援など、
感染拡大防止と安定的な医療体制の確保を進めるとともに、県内企業・事業者への支援や観光事業
回復に向けた支援など、新型感染症の影響で甚大な影響を受けた社会・経済活動の回復を進めてい
きます。

また、感染への不安や生活の変化から生じる不安・ストレスを抱える方への相談体制を拡充する
など、県民の心のケアにしっかりと取り組んでいきます。

ア 短期的な視点

感染拡大防止と医療提供体制の整備

主な取組
・診療・検査体制の強化
・入院病床の確保
・医療従事者支援
・ワクチンの円滑な接種に向けた支援 など

社会・経済活動の回復

主な取組
・中小事業者の資金繰りの継続的な支援
・サプライチェーンの再構築支援
・観光業の回復に向けた支援
・県産品の販路確保・拡大 など
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(3) 地球温暖化対策

令和３年２月に知事が宣言した「福島県２０５０年カーボンニュートラル」の実現に向け、県民の皆さ
んと一体となった省エネルギー対策の徹底や、再生可能エネルギー等の最大限の活用などに全庁を挙げて
取り組みます。また、気候変動へ適応するため、緩和策とともに適応策に取り組み、これらを両輪として
地球温暖化対策を推進します。

県民総ぐるみの省エネルギー対策の徹底

【主な取組】
✓市町村や事業者等と連携した省エネルギー

対策の推進（EV ・FCV 、省エネ機器導入
等）

✓県民の皆さん一人一人の高い環境意識の醸
成や取組の強化

✓全分野での化石燃料利用の低減、代替
✓環境教育の推進 等

再生可能エネルギー等の最大限の活用

【主な取組】
✓再生可能エネルギーの地産地消の推進
✓再生可能エネルギー等にかかる人材育成・

技術開発の推進
✓水素エネルギーの普及促進 等

ＣＯ２吸収源対策

【主な取組】
✓森林整備の推進
✓都市緑化の推進 等

【主な取組】
✓高温による影響を受けにくい農作物の品種や生産技術の開発
✓流域全体で行う水災害対策の推進 等

温室効果ガス排出抑制（緩和策）

2050年
カーボン

ニュートラルに
向けた取組

気候変動への適応（適応策）
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本県では、デジタル変革（DX）に関する基本的な考え方や取組の内容、推進体制等について定めた
「福島県デジタル変革（DX）推進基本方針」（令和３年〇月）を策定しました。

今後は、本基本方針に基づき、主に県庁内を対象とした「行政のデジタル変革」と、県民や事業者
等を対象とした「地域のデジタル変革」を柱としてデジタル変革（DX）を進めていきます。

基本理念

県政のあらゆる分野において、将来の仕組みや仕事の進め方を、既成概念にとらわれず、
県民目線で見直すとともに、デジタル技術やデータを効果的に活用し、新たな価値を創出すること
で、復興・再生と地方創生を切れ目なく進め、県民一人一人が豊かさや幸せを実感できる県づくりを
実現する。

基本目標

行政のデジタル変革（DX）

● 職員の意識改革と行動変容
● デジタル県庁の実現

地域のデジタル変革（DX）

● 県民、企業へのデジタル変革の浸透

● スマートシティ等の先進的なまちづくり

デジタルデバイド対策、情報セキュリティ対策・個人情報保護

V 情報通信基盤の整備、高齢者等に対するきめ細かな支援
V 情報セキュリティ対策・個人情報保護

行政のデジタル変革（DX）

行政のDXを推進し、付加価値の高い行政
サービスの提供や公務能率の向上等を図る

主な取組
V職員の意識改革と行動変容
V業務の棚卸し（可視化）とＢＰＲ
V書面規制、押印、対面規制の見直し
V行政手続きのオンライン化
V市町村のデジタル変革に向けた支援 等

※ＢＰＲ：業務工程の見直し

地域のデジタル変革（DX）

地域のDXを推進し、サービスの創出・向上や
企業、農林漁業者等の生産性の向上等を図る

主な取組
V一人暮らし高齢者の見守り活動へのIoT 活用

等デジタル技術による避難地域の課題解決
V各教科の特質に応じたICTの活用による教育

の質の向上
V会津大学、テクノアカデミー等と連携し、

デジタル化を担う人材を育成
Vものづくり企業や農林水産業へのロボット・

AI活用支援
V ICTを活用した遠隔医療や介護現場へのロ

ボット導入 等

(4) デジタル変革（DX）の推進

新たな総合計画について（第４章）
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写真・イラスト 等
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３ 政策分野別主要施策の体系

ひと

本計画は、目指すべき将来の姿から、その実現のための県が取り組む政策、施策や取組の成果を測
る指標を一連の体系で構築しており、その体系は以下のとおりとなっています。

●政策分野別の体系概要

将来の姿（ひと、暮らし、しごと分野ごと)＜全体像とSDGｓの視点＞

政策（ひと（５）、暮らし（６）、しごと（７））

取組（ひと（●）、暮らし（●、しごと（●））
補完指標

基本指標(成果指標)

基本指標（成果指標）：施策によって、課題解決をどれだけ達成したかの成果を測る指標
補完指標 ：課題解決の達成状況を直接的に測る指標ではないが、課題や取組の現状分析

に資する指標

暮らし

しごと

●政策分野別主要施策の体系

結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり

「福島ならでは」の教育の充実

誰もがいきいきと暮らせる県づくり

福島への新しい人の流れづくり

全国に誇れる健康長寿県へ
若い世代から高齢者までライフステージ
に応じた疾病予防 など4施策

出会い・結婚、妊娠・出産の希望をかな
える支援の充実 など3施策

「学びの変革」の推進と資質・能力の育
成 など6施策

多様な人々が共に生きる社会の形成
など4施策

ふくしまとのつながりの強化、関係人口
の拡大 など2施策

東日本大震災・原子力災害事故からの復興・再生

災害に強く治安が確保されている安全・安心な
県づくり

安心の医療、介護・福祉提供体制の整備

環境と調和・共生する県づくり

過疎・中山間地域の持続的な発展

ふれあいと親しみのある魅力あふれる県づくり

複合災害からの復興の加速化、避難地域
の復興・再生 など8施策

災害に強い県土の形成
など7施策

質が高く切れ目のない医療提供体制の構
築 など5施策

豊かな自然や美しい景観の保護・保全
など4施策

過疎・中山間地域のひとの確保と地域力
の育成 など3施策

にぎわいと魅力あるまちづくりの推進
など5施策

福島イノベーション・コースト構想の推進

もうかる農林水産業の実現

再生可能エネルギー先駆けの地の実現

魅力を最大限いかした観光・交流の促進

福島の産業を支える人材の確保・育成

地域を結ぶ社会基盤の整備促進

地域の企業が主役となる、しなやかで力
強い地域産業の育成・支援 など3施策

福島イノベーション・コースト構想を基
軸とした産業集積・振興 など4施策

農林水産業の多様な担い手の確保・育成
など5施策

再生可能エネルギーの導入拡大と利用促
進 など3施策

ふくしまの地域資源の磨き上げ及び魅力
発信による誘客の拡大 など4施策

県内経済を支える人材の確保・育成
など3施策

基盤となる道路ネットワークの整備
など3施策

地域産業の持続的発展

施策政策分野

●指標について
県の施策は、将来の姿の実現に向けた課題解決を目指して取り組むものであり、総合計画に掲げる指

標は県の取組の成果を表すものです。
指標について以下のとおり区分します。

施策（ひと（19）、暮らし（32）、しごと（25））
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ひと分野
①貧困 ②飢餓 ③保健 ④教育 ⑤ジェンダー ⑥水・衛生 ⑦エネルギー ⑧経済成長と雇用
⑨インフラ、産業化、イノベーション ⑩不平等 ⑪持続可能な都市 ⑫持続可能な消費と生産
⑬気候変動 ⑭海洋資源 ⑮陸上資源 ⑯平和 ⑰パートナーシップ

誰もが生涯を通じて健康で
いきいきと暮らしている

（県民健康調査など、被災
者の状況に応じた支援によ
り、県民の健康の維持、増
進及び不安解消が図られて
いる）

結婚・出産・子育ての希望
をかなえる環境が整ってい
る

子どもたちが多様な個性を
いかしながら、健やかに育
つ教育環境が確保されてい
る

援助を必要としている人そ
れぞれの状況に応じた相
談・支援体制が充実し、一
人一人が個人として尊重さ
れている

本県の魅力や情報の発信に
より、福島とつながりを持
つ人々が増加し、福島への
新たな人の流れが増えてい
る

③若い世代から高齢者まで県民
一人一人が心身ともに健康な
生活を送っている

③安心して妊娠・出産に臨むこ
とができる環境が整備されて
いる

⑤地域や企業等が一体となり、
多様な子育てを支援する体制
が構築されている

④知識や技能のみならず、自ら
考え課題解決できる子どもた
ちが育っている

④震災の記憶の継承や復興への
取組を基に、郷土への理解が
進んでいる

①誰もが、医療、教育などの基
礎的なサービスを享受できる
環境が整っている

⑤あらゆる分野で女性の意思決
定過程への参画が進み、女性
活躍の場が広がっている

⑩年齢、性別、国籍、文化など
様々な背景を持つ人々が互い
に尊重し、自分らしく暮らし
ている

⑯安心・安全で、差別や虐待の
ない人権に配慮した社会づく
りが進んでいる

⑪本県の魅力の発信や受入体制
の整備により、本県への移
住・定住の流れが確かなもの
になっている。

主な課題

・メタボリックシンドローム該当者の割合が多い
（全国ワースト４位（H30 データ））

・肥満傾向の子どもや虫歯の子どもが多い
・県民の健康に関する意識向上や高齢者の介護予

防の強化が必要
・東日本大震災・原子力災害の被災者の健康増進

や健康不安への解消の取組継続が必要

・未婚率や平均初婚年齢の上昇などにより出生数
や合計特殊出生率が減少傾向

・提供している出会いの機会の周知を進め、交
際・成婚に向けた後押しが必要

・分娩取扱施設が減少しているなど周産期医療体
制は厳しい状況であり、産婦人科医を安定的に
確保して、安心して出産できる環境づくりが必要

・男性の育児休業取得推進等、社会全体で子育て
を支える仕組みづくりが必要

・全国学力・学習調査において、算数・数学、英
語が全国平均を下回っている

・震災の影響等により心のケアが必要な子どもが
多い

・教職員の長時間勤務が多い
・本県の子どもたちの体力（県平均）が全国平均

を下回っている
・復興の過程で生まれた課題そのものを学びとす

る特色ある教育など、福島ならではの教育を推
進する必要

・ユニバーサルデザインの考えに基づく取組の更
なる推進が必要

・虐待やDVの増加の懸念
・男女共同参画の更なる推進が必要
・若年層の自殺率が高止まりするなど、心の健康

の問題を抱える方が多い

・本県と関わりを持つ人の拡大を図る必要
・「収入・仕事の確保」、「生活環境」や「住

居」等の情報発信や支援の充実
・ふくしまを応援してくれる方々との連携強化
・震災以降に新設された各種拠点の活用

将来の姿

SDGｓの視点全体像
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政策 - 施策

結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり

「福島ならでは」の教育の充実

誰もがいきいきと暮らせる県づくり

ふくしまへの新しい人の流れづくり

基本指標（成果指標）

●健康寿命

●婚姻数 ●合計特殊出生率
●産科・婦人科医師数 ●周産期死亡率

●全国学力・学習状況調査の全国平均正答率との比較割合

●人口の社会増減

③高齢者の介護予防の強化

②食、運動、社会参加による健康づくり

①若い世代から高齢者までライフステージに応じた
疾病予防

④東日本大震災・原子力災害の影響を踏まえた
健康づくり

●適正体重を維持している者の割合
●メタボリックシンドローム該当者割合
●肥満傾向の子どもの割合
●８０歳で自分の歯を２０歯以上有する者の割合及び

６歳・１２歳で虫歯のない者の割合

●被災自治体の特定保健指導実施率

●週１回以上運動をする成人の割合
●がん検診受診率

●高齢者の通いの場への参加率

①出会い・結婚、妊娠・出産の希望をかなえる支援の
充実

②安心して子育てできる環境づくり

③社会全体で子育てを支える仕組みづくり

●保育所入所希望者に対する待機児童数の割合
●発達障がい者支援センターでの相談件数

●男性の育児休業の取得率

①「学びの変革」の推進と資質・能力の育成

②学校組織の活性化の推進

③多様性を重視した教育の推進

④福島に誇りを持つことができる教育の推進

⑤人生100年時代を見通した多様な学びの場づくり

⑥安心して学べる環境づくり

●全国体力・運動能力、運動習慣等調査における新体力
テストの全国平均との比較割合 ●自分手帳の活用率

●時間外勤務時間月８０時間を超える教職員の割合及び
月４５時間を超える教職員の割合

●不登校の児童生徒数

①多様な人々が共に生きる社会の形成

②人権侵害等の防止対策の強化

③男女共同参画社会の実現

④援助を必要とする人を支え、安心、やさしさを実感で
きる社会の実現

●ユニバーサルデザインに関する県民の認知度の指

●児童虐待相談対応件数
●配偶者暴力相談支援センター相談件数
●県の審議会等における委員の男女比率
●民間事業所に管理職における女性の割合
●●自殺者数

●児童虐待相談対応件数
●配偶者暴力相談支援センター相談件数

●自殺者数

●県の審議会等における委員の男女比率
●民営事業所の管理職における女性の割合
●地域において女性の社会参加が進んでいると回答した

県民の割合（意識調査）

①ふくしまとのつながりの強化、関係人口の拡大

②移住・定住の推進

●ふくしまファンクラブの新規会員数
●東日本大震災・原子力災害伝承館の来館者数

●移住世帯数
●移住ポータルサイトへのアクセス数
●都内の移住相談窓口における相談件数
●移住コーディネーター活動件数

全国に誇れる健康長寿県へ

●福島で子育てを行いたいと回答した県民の割合（意識
調査）

●震災学習の実施率 ●探究学習等の中で、自治体への
提言や、社会に貢献する何らかの活動を行った生徒の割合

●日頃、人と人との支え合いや絆を実感していると回答
した県民の割合（意識調査）

●公立小中学校施設の耐震化率
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①貧困 ②飢餓 ③保健 ④教育 ⑤ジェンダー ⑥水・衛生 ⑦エネルギー ⑧経済成長と雇用
⑨インフラ、産業化、イノベーション ⑩不平等 ⑪持続可能な都市 ⑫持続可能な消費と生産
⑬気候変動 ⑭海洋資源 ⑮陸上資源 ⑯平和 ⑰パートナーシップ

避難地域において、医療、教
育、交通などの生活環境の整
備が進んでいる

放射線や放射能に関する正し
い知識が普及し、風評払拭が
進んでいる

災害に対するハード・ソフト両
面からの備えが進み、災害に強
い地域づくりが進んでいる

犯罪や人権侵害への対策が十分
とられ、防犯・防火活動や交通
安全活動が活発に行われる安全
と安心が守られた地域社会と
なっている

安全・安心の医療提供体制が
確保され、介護・福祉サービ
スが充実している

脱炭素社会や循環型社会の実
現に向けた取組が進み、生物
多様性や美しい自然環境が保
全されている

地域資源を活用した取組によ
り過疎・中山間地域も持続的
に発展している

⑨県産品・観光の魅力や正確な
情報の発信により産地評価の
回復、競争力の強化が進んで
いる

⑪避難解除等区域における生活
環境等の整備や居住人口の増
加が進んでいる

⑬災害に強いライフラインやイ
ンフラの整備が進んでいる

⑬防災に関する意識が高まり、
自助・共助・公助による災害
の備えが進んでいる

③安心して必要な医療を受けら
れる体制が充実し、医療の質
も向上している

③各種感染症に迅速かつ的確に
対応できる体制が整っている

⑥猪苗代湖を始めとする水環境が
保全されている

⑫ごみの減量化やリサイクルの普
及など環境に配慮したライフス
タイルが定着している

⑬地球温暖化対策に県民一人一人
が積極的に取り組んでいる

⑮豊かな自然環境が保全されている
⑮希少種の保護など生物多様性の

保全が進んでいる

⑪過疎・中山間地域においても、
医療や生活交通などの生活基
盤が安定的に確保されている

主な課題

・いまだ３万人を超える方が避難をされており、
引き続き、生活再建、事業再開支援、避難先で
の支援、帰還支援など、避難の長期化に伴い個
別化・複雑化する課題に対する取組が必要

・帰還に向けた生活環境の整備などハード・ソフ
ト両面の取組が必要

・風評払拭と風化防止に向けた効果的な対策や情
報発信が必要

・廃炉に向けて、国・東京電力の取組を監視

・頻発する大規模な自然災害に対して、適切に組
み合わせたハード・ソフト両方の対策が必要

・自己の避難行動の検討や避難行動要支援者を支
援する体制の構築など防災意識の向上が必要

・地域における自主的な防犯・防火体制の強化が
必要

・食の安全、生活衛生の向上が必要
・ライフラインの維持や強化が必要

・全県的な医師の確保及び医師の地域偏在の解消
が課題

・高齢者介護の体制整備や介護人材の更なる確保
が必要

・感染防止対策と安定的な医療提供体制の確保

・地球温暖化やプラスチックごみ問題などの顕在
化により早急な対応が必要

・廃棄物の発生抑制や再資源化など環境負荷を軽
減するライフスタイルの推進が必要

・猪苗代湖や尾瀬を始めとした豊かな自然環境の
保護・継承

・希少な動植物等の保護とともにイノシシ等の被
害防止が必要

・過疎化の進行により、日常生活に必要なサービ
スの維持が困難になるおそれ

・過疎・中山間地域においても働く場と収入を確
保する必要

・集落を活性化する取組やリーダーとなる人材の
確保・育成

暮らし分野

中心市街地の活性化、文化・
芸術・スポーツ活動の振興や
住民主役のまちづくりなど、
暮らしの豊かさを実感できる
地域づくりが進んでいる

④生涯にわたって学び続けるこ
とができる環境が整っている

⑰住民、企業、NPO法人や行
政が連携し、住民主役のまち
づくりが行われている

⑰市町村とともに、効率的・効
果的な行政サービスが行われ
ている

・中心市街地の空洞化、空き店舗・空き家増加
・小規模自治体への手厚い支援
・人口減少が見込まれる中、魅力ある地域づくり

のため住民主役のまちづくりを推進する必要
・ＮＰＯ法人の自立的・活動的な運営基盤の確立
・豊かな地域社会を育んでいくために、県民の文

化活動やスポーツ活動を促進するための支援の
充実が必要

将来の姿

SDGｓの視点全体像
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東日本大震災・原子力災害からの復興・再生

災害に強く治安が確保されている安全・安心な県づくり

安心の医療、介護・福祉提供体制の整備

環境と調和・共生する県づくり

過疎・中山間地域の持続的な発展

●居住人口 ●避難者数
●本県の震災・原発事故からの復興・再生が進んでいる
と回答した県民の割合（意識調査）

●温室効果ガス排出量

●地域共同活動による農地・農業用水等の保全管理面積
の割合 ●すれ違い困難箇所の解消数

●生活サービスを維持するための「小さな拠点」の形成数

ふれあいと親しみのある魅力あふれる県づくり

●中心市街地活性化の指標
●市街地内の都市計画道路（幹線道路）の整備延長

政策 - 施策 基本指標（成果指標）

①複合災害からの復興の加速化、避難地域の復興・再生

⑤被災者・避難者の事業再開支援

⑦原子力防災体制の充実と原子力発電所周辺地域の安全確保

⑧風評・風化対策の強化

⑥原子力損害賠償の完全実施と円滑な賠償請求に対する支援
の実施

④中間貯蔵施設事業の推進と安全確保

③被災者・避難者が安心して生活再建できる環境づくり

②放射線の不安を解消し、安心して暮らせる取組の推進

①災害に強い県土の形成

②地域防災力の強化と充実

③危機管理体制の強化

④防犯対策、防火対策の充実、交通安全対策の推進

⑤消費生活・食の安全・安心の確保

⑥生活衛生の確保による、快適な生活環境づくり

⑦ライフラインの維持管理の強化による安心・快適な
生活環境の構築

①質が高く切れ目のない医療提供体制の構築

②医療、介護・福祉が互いに連携し地域ぐるみで支える
体制づくり

③高齢者、障がい者が安心して暮らせる介護・福祉提供
体制の整備

④医療、介護・福祉の人材確保

⑤感染症予防の体制強化

①豊かな自然や美しい景観の保護・保全

②暮らしにおける地球温暖化対策の推進

③環境にやさしい循環型社会づくり

④野生動植物との共生

①過疎・中山間地域のひとの確保と地域力の育成

②過疎・中山間地域のしごとの確保

③過疎・中山間地域の暮らしの基盤整備

①にぎわいと魅力あるまちづくりの推進

②住民が主役となる地域づくり

③分権型社会の一層の推進

④生涯の学び、文化・芸術に親しむ環境づくり

⑤ふくしまのスポーツの推進

●自主防災組織率 ●大規模災害に備えて、避難場所の
確認や食料の備蓄などを行っていると回答した県民
の割合（意識調査）

●交通事故死傷者数
●消防団員数の条例定数に対する充足率
●消費生活センター設置市町村の県内人口カバー率

●長寿命化対策を実施した橋梁数・トンネル数

●特別養護老人ホームの定員数

●新規陽性者数（直近７日間平均）、病床使用率（特に
重症者病床使用率）

●一般廃棄物のリサイクル率
●県民一人一日当たりの一般廃棄物の排出量

●自然公園等利用者数

●野生鳥獣による農作物の被害額

●過疎・中山間地域における観光入込数

●地域おこし協力隊定着数・定着率

●地方創生総合支援事業（サポート事業）の採択件数

●県立美術館・県立博物館・文化財センター白河館の入
館者数 ●県民カレッジ受講者数

●週１回以上運動をする成人の割合（再掲）

●ふくしま復興再生道路８路線29工区の整備完了率
●救急車の管内搬送率

●県産農産物の取引価格の全国平均比

●原子力発電所周辺の空間線量率

●営農が可能な面積のうち営農再開した面積の割合
●沿岸漁業水揚金額
●双葉郡の商工会会員事業所の事業再開状況

●本県の豊かな自然や美しい景観が保全され、野生鳥獣と
の共生が図られていると回答した県民の割合(意識調査)

●自然と伝統が残る農山漁村地域を大切にしたいと回答
した県民の割合（意識調査）

●文化活動やスポーツ活動に積極的に参加していると回
答した県民の割合（意識調査）

●医療施設従事医師数
●就業看護職員数
●都道府県別介護職員数

●土砂災害から保全される住宅戸数
●犯罪発生件数(刑法犯認知件数)

●計画規模の降雨による浸水被害が解消する家屋数
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新たな総合計画について（第４章）
①貧困 ②飢餓 ③保健 ④教育 ⑤ジェンダー ⑥水・衛生 ⑦エネルギー ⑧経済成長と雇用
⑨インフラ、産業化、イノベーション ⑩不平等 ⑪持続可能な都市 ⑫持続可能な消費と生産
⑬気候変動 ⑭海洋資源 ⑮陸上資源 ⑯平和 ⑰パートナーシップ

中小企業を中心に
県内の地域産業が
成長・発展してい
る

福島イノベーショ
ン・コースト構想
の進展により、地
域産業の活性化と
新産業の集積・育
成が進み、構想を
担う人材の確保・
育成も進んでいる

農林水産業が他産
業並の所得を安定
的に確保している

再生可能エネル
ギーの利活用や、
関連産業の育成・
集積が進んでいる

県内の観光地に国
内外から多くの観
光客が訪れている

⑧本県経済の中枢を担う県内の中小企業
などが主役となった力強い地域産業が
成長・発展している

⑧福島イノベーション・コースト構想の
進展などにより地域外からの人材が還
流・定着している

⑨福島イノベーション・コースト構想が
進展し、地域企業の活力向上と新産業
の集積・育成が進んでいる

②産地の生産力が向上し、生活に不可欠
な食料を安定的に供給している

⑧農林漁業者が他産業並の所得を安定的
に確保している

⑫ＧＡＰ等認証の活用などにより、持続
可能な農業生産が進み、県産農産物の
信頼性が確保されている

⑭水産資源を安定的に利用できる仕組み
が確立され、活力ある水産業が営まれ
ている

⑦再生可能エネルギー関連産業の育成・
集積が進み、一大産業集積地となって
いる

⑦水素エネルギーの社会実証が進み国内
外の最先端モデルとなっている

⑧県内観光地に国内外から多くの観光客
が訪れている

主な課題

・地元中小企業の技術力・経営力等の強化等
・企業誘致の推進
・ＡＩ・ＩｏＴ等先端技術の活用などによる技術

力や商品開発力の向上
・出願・取得した知的財産権の活用が不十分

・産業の集積やサプライチェーンの形成が十分で
はなく、重点分野を中心に、域外からの企業や
人材の呼び込みも通じた更なる取組が必要

・地元企業の事業再開、経営力・技術力向上など
新たな事業展開や取引の拡大を促進する必要

・帰還者のみならず、首都圏等からの人材確保と
定着に向けた取組が必要

・構想の取組による経済効果の県全体への波及

・県産農林水産物の販売価格が震災前の水準に回
復していない

・農林水産業従事者の担い手の確保・育成
・農林水産物の産地間競争の激化へ対応し、

県産品の生産物が消費者等から選ばれるよう、
その価値を高めていく必要

・生産基盤の強化や生産性の向上
・農林水産業・農山漁村が持つ、食料の供給や県

土の保全、水源の涵(かん)養、安らぎをもたら
す景観などの重要性についての理解促進

・再生可能エネルギーの導入拡大
・環境に配慮しながらの再エネの地産地消推進
・水素社会実証地域モデルの形成
・関連産業の育成・集積に向けて、開発された技

術の実用化・事業化や人材の確保・育成の加速

・観光客入込数が震災前の水準に回復していない
・ホープツーリズムなど特色あるコンテンツの磨

き上げ
・外国人観光客の更なる誘客
・ワーケーションやマイクロツーリズムの推進

地域の産業を支え
る人材が確保・育
成されている

⑧若者、女性、高齢者など誰もが安心し
て働ける雇用環境が整備されている

・企業における人材不足が顕著
・業種間や地域間のミスマッチによる人材不足
・若者等の県内還流・定着の推進
・高齢者や女性など多様な人材が働きやすい環境

づくり

しごと分野

利便性が高くバラ
ンスの取れた交
流・物流網や情報
網が整備されてい
る

⑨利便性が高い道路ネットワークが確保
されるとともに、条件不利地域でも携
帯電話等が利用できる

⑨福島空港、相馬港や小名浜港は、物流
拠点・交流拠点として地域経済の活性
化に寄与している

・復興の基盤となる道路整備の計画的な事業執行
が課題

・福島空港の利用促進、利用者数増加
・小名浜港・相馬港の取扱貨物量増加に向けた

施設整備や物流ネットワークの構築などが課題
・地理的に条件不利な地域において携帯電話等を

利用可能とする必要

将来の姿

SDGｓの視点全体像
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地域産業の持続的発展

福島イノベーション・コースト構想の推進

もうかる農林水産業の実現

再生可能エネルギー先駆けの地の実現

魅力を最大限いかした観光・交流の促進

●県産品輸出額
●工場立地件数（イノベ関連含む）

●域内総生産（ＧＤＰ）

●農業産出額 ●林業産出額 ●沿岸漁業水揚金額
●県産農産物の取引価格の全国平均比（再掲）

●再生可能エネルギー導入量

●観光客入込数 ●県内宿泊者数

福島の産業を支える人材の確保・育成 ●安定的な雇用者数（雇用保険の被保険者数）

新たな総合計画について（第４章）

地域を結ぶ社会基盤の整備促進

政策 - 施策 基本指標（成果指標）

①地域の企業が主役となる、しなやかで力強い地域産業の
育成・支援

②地域の企業における技術力・開発力の強化に向けた支援

③ベンチャーの創出、起業の促進に向けた支援の充実

②あらゆるチャレンジが可能な地域の実現に向けた取組
の推進

③地域の企業が主役となる取組の推進

④福島イノベーション・コースト構想を支える人材育成の
推進

①福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業
集積・振興

①農林水産業の多様な担い手の確保・育成

②生産基盤の確保と整備の推進

③需要を創出する流通・販路戦略の実践

④戦略的な生産活動の展開

⑤活力と魅力ある農山漁村の創生

①再生可能エネルギーの導入拡大と利用促進

②再生可能エネルギー関連産業の育成・集積

③省エネルギー等の推進

①ふくしまの地域資源の磨き上げ及び魅力発信による誘客
の拡大

②インバウンド促進に向けた観光の強化

③多様なニーズに対応する観光地・受入環境づくりの推進

④国際交流の推進

①県内経済を支える人材の確保・育成

②誰もが安心して働ける雇用環境の整備

③女性が活躍できる社会の実現

①基盤となる道路ネットワークの整備

②港湾の整備促進や福島空港の利活用促進による国際競争
力をもった物流拠点等の形成

③情報基盤の充実による住みやすい環境づくり

●特許出願件数

●開業率

●工場立地件数（イノベ関連のみ）
●イノベ構想の進展による浜通り地域等における

起業・創業件数

●福島イノベーション・コースト構想の重点分野
における事業化件数

●新規就農者数

●スマート農業技術等導入経営体数

●県産農産物の輸出販売金額
●認証ＧＡＰに取り組む経営体数

●ほ場整備率

●野生鳥獣による農作物の被害額
●自然と伝統が残る農産漁村地域を大切にしたいと回

答した県民の割合（意識調査（再掲））

●エネルギー・エージェンシーふくしまの支援による
成約件数

●再生可能エネルギー関連研究実施件数
●再生可能エネルギー関連産業の工場立地件数

●教育旅行入込学校数

●外国人宿泊者数

●新規大学等卒業者の県内就職率
●新規高卒者の県内就職率

●福島県次世代育成支援企業認証数

●３０分以内にＩＣにアクセスできる市町村数

●福島空港利用者数

●携帯電話等エリア整備事業採択率（国庫補助事業採
択地区数÷市町村による要望地区数）

●小名浜港・相馬港貨物取扱量及びコンテナ取扱量

●ＭＩＣＥ件数

●製造品出荷額等

●７つの地域の主要都市間の平均所要時間
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ひ と

写真の添付

新たな総合計画について（第４章）

政策１ 全国に誇れる健康長寿県へ

政策２ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり

政策３ 「福島ならでは」の教育の充実

政策４ 誰もがいきいきと暮らせる県づくり

政策５ 福島への新しい人の流れづくり
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政策１ 全国に誇れる健康長寿県へ

写真・図表の添付写真・図表の添付

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

新たな総合計画について（第４章）

本県では、東日本大震災以降、メタボリックシンドローム該当者が多く（全国ワースト４位
（H30 特定健診データ)）、肥満傾向の子どもの割合が全国平均よりも高い、虫歯の子どもが多い
など健康指標が悪化しており、その改善が急務です。

高齢化が進む中でも、生涯を通じて健康でいきいきと安心して暮らせるよう、県民の健康に関す
る意識向上や取組の強化が必要です。

また、東日本大震災・原子力災害の影響による被災者の健康状態の悪化予防や健康不安への解消
の取組を継続し、将来にわたる県民の健康の維持、増進を図る必要があります。

【基本指標】
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施 策

２
食・運動・社会参加の3本柱のもと、多様なツールを活用しながら自分に合った健康づくりに取り

組む県民の増加を図ります。

主な取組

①運動による健康づくりの取組
県民が健康づくりに手軽に楽しみながら参加できるツールとして、健民アプリ等を活用しながら健康づくりへの

取組を支援します。

②社会参加による健康づくりの取組
高齢者が健康でいきいきと生活できるよう、スポーツや文化活動を通し、地域で活躍できる場を充実させる取組

を実施します。

③食による健康づくりの取組
バランスの良い食生活やベジファースト、減塩の実践を促す取組を通じ、県民の健康指標の改善につなげます。

食、運動、社会参加による健康づくり

新たな総合計画について（第４章）

施 策

１
県民一人一人が心身ともに健康な生活を送ることができるよう、若い世代から高齢者までライフ

ステージに応じ、食育や検診などの日常生活における健康づくりの重要性を普及啓発するなど、疾
病予防を進めていきます。

主な取組

①生活習慣病対策に関する取組
生活習慣病対策のため、啓発活動を行うとともに、医療保険者による特定健診・保健指導の推進を支援します。

②がん検診に関する取組
がんの早期発見のため、がん検診の普及啓発、受診率の向上、がん検診の質の向上を推進します。

③食育に関する取組
家庭、学校、地域、企業及び行政機関等が一体となって、健康な心と身体を育むため、ライフステージに応じた

県民総参加の食育推進運動を進めます。

若い世代から高齢者までライフステージ
に応じた疾病予防
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新たな総合計画について（第４章）

施 策

４
県民健康調査による被災者の健康状態の把握や、被災者の生活状況に応じた集団個別支援を実施

するなどに取り組み、将来にわたる県民の健康の維持、増進を図ります。

主な取組

①県民健康調査に関する取組
県民健康調査を実施し、県民の健康増進及び不安解消を図り、長期にわたり県民の健康を見守ります。

②被災者を対象にした健康増進、悪化予防のための取組
仮設・借上げ住宅や復興公営住宅等で生活している被災者等の生活状況の変動に伴う多様な課題に対し、集

団・個別支援等を実施し、心身の健康につなげます。また、被災市町村が保健事業の体制を再構築できるよう、
関係機関と情報共有しながら支援します。
被災者が避難先で検診を受診できるよう検診体制を整備します。

③被災地域の健康課題解決への取組
福島県版健康データベース等を活用し、オーダーメードによる被災市町村の健康指標を見える化し、ＰＤＣ

Ａサイクルによる効果的な事業展開を支援します。

東日本大震災・原子力災害の影響を
踏まえた健康づくり

施 策

3
通いの場への参加促進や市町村と連携した地域包括ケアシステムの構築を推進し、高齢者がいき

いきと暮らすことのできる地域社会を形成します。

主な取組

①介護予防に資する通いの場への参加を促進する取組
普及啓発を行い通いの場への参加促進を図ります。

②地域包括ケアシステムの構築を深化・推進するための取組
地域包括ケアシステムの構築を深化・推進するため、市町村の実施する体制整備事業等への支援を実施します。

高齢者の介護予防の強化

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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政策２ 結婚・出産・子育ての希望を
かなえる環境づくり

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

新たな総合計画について（第４章）

全国と同様に、本県においても、未婚率や平均初婚年齢の上昇などにより、出生数、合計特殊出
生率は減少傾向にあります。

一方で、未婚者の約７割が結婚の意思を持っており、提供している出会いの機会の周知を進め、
交際・成婚に向けた後押しが必要です。

また、産婦人科医の不足や、分娩取扱施設の減少など周産期医療体制は厳しい状況にあり、安心
して出産できる環境づくりが必要です。

加えて、増加する保育ニーズに対応するための受け皿の整備と人材確保、多様なニーズに対応し
た子育て支援サービスの提供など、安心して子どもを生み育てる環境づくりを進めていく必要があ
ります。

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】
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施 策

2
市町村や子育て支援団体等と連携しながら、妊娠から子育てまでライフステージに応じた切れ目

ない支援体制を構築します。

主な取組

①子育て家庭の経済的負担の軽減に関する取組
幼児教育・保育の無償化に加え、医療費、教育費等について、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。

②子どもの心の発達支援、心のケアに関する取組
心の発達に問題を抱える子どもたちや保護者等に対する専門的な相談・治療・支援体制を充実させ、市町村

と連携しながら長期的・継続的な支援を実施します。

③子育て支援サービスの充実に関する取組
保育所や認定こども園の整備を促進し、待機児童の解消を図るとともに、保育の質の向上を図るため、人材

の確保・育成を推進します。また、多様なニーズに応えるため、保護者や児童の状況に合わせた子ども子育て
支援施策を推進します。

安心して子育てできる環境づくり

新たな総合計画について（第４章）

施 策

1
出会い・結婚の希望をかなえ、安心して妊娠・出産に臨むことができる環境の整備を推進します。

主な取組

①出会い・結婚の希望をかなえる取組
結婚の相談に応じる世話やきボランティアを養成するとともに、市町村や企業等と連携しながら、婚活イベ

ントやマッチングシステム等を通じた出会いの機会を提供します。また、市町村が行う結婚応援事業を支援す
るとともに、結婚に関して社会全体で前向きなイメージを持てるよう機運の醸成に努めます。

②不妊相談、不妊治療に関する取組
不妊や不育症に関する普及啓発や相談できる体制づくりを推進し、特定不妊治療等の治療費助成を行うこと

により、子どもを望む夫婦が不妊治療を受けやすい環境整備を図ります。

③周産期医療に関する取組
周産期医療の充実のため、必要な施設・設備整備及び運営を支援します。

出会い・結婚、妊娠・出産の
希望をかなえる支援の充実
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施 策

3
地域や企業等と一体となり、地域の実状に応じた子育て支援サービスなど多様化する子育てを支

える支援策の充実や男女共同参画意識の啓発など社会全体で子育てを支える仕組みづくりを推進し
ます。

主な取組

①地域における子育て支援に関する取組
地域の実情に応じて、延長保育、病児保育やファミリー・サポート・センターなど多様な各種子育て支援

サービスが提供できるよう市町村を支援します。また、地域全体で子育てを支援する機運の一層の推進を図る
ため、民間団体や市町村が実施する子育て支援の取組を支援します。

②男女が共に参画する子育てに関する取組
家庭や地域社会における男女共同参画意識の啓発などにより、男性の子育てへの参画を進めます。

社会全体で子育てを支える
仕組みづくり

新たな総合計画について（第４章）

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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政策３ 「福島ならでは」の教育の充実

新たな総合計画について（第４章）

写真・図表
の添付

写真・図表の
添付

全国学力・学習状況調査において、算数・数学や英語が全国平均を下回っており、また、学力が
低い層が多いなど学力面に課題があります。さらに震災の影響等により心のケアが必要な子どもが
多く、不登校児童生徒数も増加している状況です。加えて、改善傾向にあるものの、体力面におい
て男子が全国平均を下回っているとともに、肥満傾向児の出現率は男女ともに全国平均よりも高く、
健康課題の改善を要する子どもが多く存在します。

一方で、東日本大震災・原子力災害からの復興の過程で生まれた課題そのものを学びとする探究
活動や風評を払拭する観点からの農業高校等におけるＧＡＰ教育等の先端的な教育活動により、特
色・魅力ある教育が進展しています。 また、震災があったからこそ芽生えた子どもたちの気持ち
（感謝の気持ちや地域へ貢献したい気持ち等）の高さなど福島ならではの強みも生まれています。

複合災害による課題先進県だからこその課題解決学習を通して、知識や技能の習得だけではなく、
世界共有の課題に挑戦する当事者意識等を育成する取組によって、急激な社会の変化の中において、
自分の人生を切り拓くたくましさを持ち、多様な個性をいかしながら、対話と協働を通して、社会
や地域を創造することができる人材を育成していく必要があります。

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】
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施 策

1
児童生徒の発達段階に応じた資質・能力の育成や、ICT等先進技術を活用した多様な学びを推進

し、一人一人に最適な学習環境づくりに取り組みます。

主な取組

①学校段階を見通した確かな資質・能力の育成に関する取組
幼児教育段階から非認知能力を育成するとともに、小中高が連携し、知識・技能に限らず、思考力・判断

力・表現力、学びに向かう力・人間性等、変化の激しい社会にも対応できる資質・能力の育成を図ります。

②複雑な社会の課題を主体的に解決する力の育成に関する取組
文理横断した知見を必要とする複雑な社会の課題に対して主体的に向きあい、解決する力を育成するため、

プロジェクト学習（ＳＤＧｓの視点を活用した地域課題解決学習、校則等に係る学校経営に生徒が主体的に参
画する活動）等を学校の実態に応じて推進します。

③ICTの活用等による学びの変革に関する取組
１人１台端末の導入等を踏まえ、これまでの対面での教育実践とＩＣＴ、紙とデジタルの双方の良さを取り

入れた「個別最適化された学び」、「協働的な学び」、「探究的な学び」を実現する取組を推進します。あわ
せて、情報モラル等情報活用能力を育成します。

「学びの変革」の推進と資質・能力の育成

新たな総合計画について（第４章）

施 策

2
教職員の働き方改革の推進や柔軟な教職員体制を整備し、多様化する教育ニーズへの対応力を強

化します。

主な取組

①教職員の働き方改革の推進に関する取組
教職員の長時間勤務を是正し、教職員の心身の健康の保持や児童生徒と向き合う時間の確保、積極的な自己

研鑽の時間の確保等によって質の高い教育活動を展開し、学校全体の教育力を高めます。

②教員の養成・採用・研修に関する取組
教員採用試験において、一般選考に加え、教職経験者、臨時的任用教員経験者、スポーツ・芸術等の特別選

考を実施し、深い専門性や実践的指導力のある教員の採用に努め、多様化、複雑化する教育ニーズに対応しま
す。

③学校マネジメントの推進に関する取組
学校の抱える課題が多様化・複雑化している現状に鑑み、学校の指導体制の充実とチーム力の強化を図るた

め、副校長や主幹教諭を配置し、きめ細かな指導と迅速な対応ができるよう校長のリーダ－シップの下チーム
力の強化に努めます。

学校組織の活性化の推進
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新たな総合計画について（第４章）

施 策

3
様々な背景を持つ児童生徒への個別支援や地域と連携した家庭教育の支援体制づくりに取り組み、

一人一人の個性を伸ばす教育を推進します。

主な取組

①特別支援教育の充実に関する取組
障害のある子どもたちが地域で共に学び、共に生きることができるよう、医療、保健福祉、教育、労働などの

関係機関と連携を深め、個別の教育支援計画の引継ぎ等により、切れ目のない支援の充実を図ります。

②不登校児童生徒、帰国児童生徒、外国人児童生徒等への個別支援の充実に関する取組
不登校及びその傾向のある児童生徒へのスペシャルサポートルーム（ＳＳＲ）の活用や、外国人児童生徒や帰

国児童生徒への日本語習熟の授業等個別支援を進めるとともに、学びの機会を確保するための取組を県内に普及
します。

③心のケアの充実に関する取組
道徳教育の充実、自然体験活動の推進などにより、思いやりの心などの豊かな心の育成を推進します。また、

被災した児童生徒を始め、子どもたちの心のケアのためスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを
配置するなど、教育相談体制の充実を推進します。

④家庭の経済的支援の充実に関する取組
被災した子どもたちに対する就学援助や、能力があるにもかかわらず経済的理由によって修学が困難と認めら

れる生徒に対し、奨学資金の貸与等を行います。

⑤家庭教育支援の充実に関する取組
「親の学び」を支援するために、PTAと連携し、各地域で主体的に家庭教育の支援が行えるよう作成した学習

プログラムの活用や、親を支援する家庭教育支援者のスキルを高める研修会を実施します。

多様性を重視した教育の推進

施 策

４
震災の記憶の継承や避難地域における特色ある教育を展開し、福島の未来を担う人材の育成に取

り組みます。

主な取組

①元気な福島の発信と震災の教訓の継承に関する取組
被災地や震災関連施設等を訪問し、被災者等との交流・協働、放射線・防災等に関する基礎的な知識や身の回

りで行われている復興への取組を基に、郷土理解を促進するとともに、自ら考え、判断し、行動できる力を育成
します。

②福島イノベーション・コースト構想を担う人材育成に関する取組
小・中学校における理数教育、放射線・防災教育や、高等学校における各校の専門性をいかした学校間や企業

等との交流・連携を推進し、国際教育研究拠点との連携を見据えながら、チャレンジ精神を持って本県の復興・
創生に貢献する人材の育成を進めます。

③地域社会と学校が一体となって子どもを育てる取組
「地域コーディネーター」の配置やコミュニティ・スクールの導入等により、地域住民等と学校が連携・協働

する体制づくりを促進しながら、各校の特色化や魅力化を図ります。また、地域課題探究学習の推進により、郷
土理解を促進するとともに、子どもたちに対し、様々な経験ができる機会の充実を図ります。

福島に誇りを持つことができる教育の推進
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新たな総合計画について（第４章）

施 策

５
人生１００年時代において、健康で豊かな人生を選び取ることができるよう、生涯にわたって学

び続けることができる環境づくりを推進します。

主な取組

①子どもたちの健康教育の推進に関する取組（再掲）
児童生徒自らが望ましい運動習慣や食習慣を確立し維持できるよう、自分の健康課題を認識し、その解決に

積極的に取り組める自己マネジメント能力の育成を推進します。

②文化財の保存と活用に関する取組
文化財保存活用大綱に規定した、県全体の理念、基本方針の下、市町村と県がそれぞれの役割を認識し、積

極的に保存と活用を推進し、文化財をいかしたひとづくり、まちづくりとの連携を図ります。

人生１００年時代を見通した多様な学びの場づくり

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】

施 策

６
少人数教育の充実や放課後児童クラブ等の整備に取り組み、子どもたちが安心して学べる環境づ

くりを推進します。

主な取組

①少人数教育の充実に関する取組
専科指導を含めた少人数によるきめ細かな指導体制の構築や、過疎・中山間地域における極少人数での学び

の充実のための取組を支援します。

②避難地域12市町村などの特色ある教育に関する取組
避難地域１２市町村の小中学校において特色あるカリキュラムを編成、実証するとともに、地域とのつなが

りを深める教育や魅力ある学校づくりを行うために必要な取組を支援します。

③私立学校の振興に関する取組
私学助成の充実や安定的・継続的な教育環境を確保するための取組などへの支援により、私立学校の振興を

図ります。

④放課後の子どもの学習活動、交流活動に関する取組
全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、新・放課後子ど

も総合プランに基づき、放課後児童クラブの施設整備や放課後児童支援員の確保、放課後子ども教室に従事す
る者の質の向上に努めます。

安心して学べる環境づくり
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政策４ 誰もがいきいきと暮らせる県づくり

新たな総合計画について（第４章）

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】

近年、社会情勢の変化に伴い、人権の問題が多様化・複雑化しています。
国際化や高齢化の進展への対応や障がい者の社会参加を進めるため、誰もが安全・安心で利用し

やすいというユニバーサルデザインの考え方を幅広い分野にわたって取り入れていくことが重要で
すが、認知度が十分ではありません。

また、新型コロナウイルス感染症の影響などから、児童虐待やＤＶ被害の増加が懸念されており、
この根底には、人権尊重への理解不足や、ジェンダー平等・男女共同参画が進んでいないという課
題があると考えられます。

さらに、若年層の自殺者数の高止まりなど、ストレスや悩みなど心の問題を抱える人が多くなっ
ています。

人権尊重の理解を深め、女性の社会参画を進めるとともに、支援を必要とする人それぞれの状況
に応じたきめ細かな相談・援助体制を充実し、一人一人が個人として尊重され、自分らしく生きる
ことができる社会、お互いに支え合う優しい社会づくりを進めていく必要があります。
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施 策

１
性別や国籍、障がいの有無等に関わらず、誰もが自分らしく生活できる地域社会づくりを推進し

ます。

主な取組

①人権の尊重に関する取組
多様性を尊重し認め合う社会の実現に向けて、また、いわれのない偏見や差別の解消に向けて、啓発など人

権の尊重に関する取組を進めます。

②高齢者の権利擁護に関する取組
成年後見制度の利用促進のため、市町村における地域連携ネットワークの構築を支援します。また、高齢者

虐待や身体拘束について必要な研修を通じて、その発生防止に努めます。

③障がい者虐待防止対策や障がい者への差別解消に関する取組
福島県障がい者権利擁護センターや障がい者１１０番、障がい者差別解消ダイヤルなどにより、障がい者虐

待や障がい者差別に関する相談・支援を行います。

④ユニバーサルデザインの推進に関する取組
多様性を尊重する社会の形成に向けて、各種広報や教育機会の充実等を推進するとともにユニバーサルデザ

インの視点でのまちづくり、ものづくりを更に進めます。

⑤多文化共生に関する取組
多言語による生活情報等の発信や相談体制を充実するほか、日本語学習の機会の拡充を図ります。また、多

文化共生に係る県民の理解促進のための相互交流や、外国人住民が地域社会で活躍できる環境づくりを進めま
す。

多様な人々が共に生きる社会の形成

新たな総合計画について（第４章）

施 策

２
暴力や虐待、ハラスメント等による被害の防止に向けた啓発活動や相談支援により、一人一人が

尊重される地域社会づくりを推進します。

主な取組

①家庭内暴力（ドメスティック・バイオレンス）対策に関する取組
女性のための相談支援センター、保健福祉事務所などにおいて家庭内暴力に関する相談、被害者や同伴児の

保護・自立支援に向けた取組を行います。

②児童虐待対策に関する取組
子どもの権利と生命を守るため、体罰によらない子育ての必要性や児童虐待防止について普及啓発を行い相

談体制の充実及び関係機関の連携強化を図ります。また、家庭での養育が困難な児童に対して家庭に近い環境
で養育ができるよう里親委託等を推進するとともに、家庭復帰や自立のための支援を行います。

③パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント対策に関する取組
パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害の防止に向けた啓発を推進します。

また中小企業労働相談所における労働相談事業においては、パワー・ハラスメントなどの労働相談に対応しま
す。

人権侵害等の防止対策の強化
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施 策

３
地域や企業、市町村等と一丸となって女性が活躍できる環境づくりや男女共同参画の推進に取り

組み、性別に関わりなく、すべての人が個性と能力を発揮し活躍できる社会の実現を目指します。

主な取組

①女性の活躍のための環境づくりに関する取組
あらゆる分野の団体と連携し、女性活躍推進の必要性・有用性についてのトップの意識改革、女性の登用及

び人材育成、性別に関わりなく仕事と生活の調和を図ることができる環境づくりを進めます。

②女性の意思決定過程への参画拡大に関する取組
あらゆる分野に参画し責任を担える女性人材の育成を図るとともに、様々な施策や方針決定過程において、

女性の意見が十分に反映されるよう、審議会などへの女性委員の登用を図ります。

③家庭や地域での男女共同参画の推進に関する取組
男女共同参画に関する教育や地域での学習機会の充実等を推進し、家庭や地域における固定的な性別役割分

担意識などの解消を図ります。

男女共同参画社会の実現

新たな総合計画について（第４章）

施 策

４
心の健康に関する相談体制の充実やひとり親家庭、障がいなど援助を必要とする人を支え、誰も

が安心して暮らすことのできる社会の形成に取り組みます。

主な取組

①自殺予防に関する取組
自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、ゲートキーパー（命の門番）の養成を図ります。

②心の健康に関する相談体制の整備に関する取組
職場、地域、学校において、ストレスへの適切な対応など、心の健康に関する相談体制の整備を図ります。

③生活保護に関する取組
生活保護法に基づき、生活困窮者の最低生活の保障を適正に行うとともに、自立を促進します。

④援助を必要とする子どもや家庭のための支援に関する取組
ひとり親家庭を対象に、児童扶養手当などの経済的支援、就職相談や就職に有利な資格取得などの就業支援、

子育てや生活全般に関する相談支援を行います。また、障がい等のある子どもやその家族が、地域で安心して
生活するために必要な取組を行います。さらに、家庭での養育が困難な子どもを里親や児童養護施設などにお
いて養育し、社会的自立に向けた援助を行います。
子どもの未来が貧困に妨げられることがないよう、早期の支援につなげるための仕組みづくりを進めます。

⑤犯罪被害者等支援に関する取組
国、市町村その他関係機関等と連携し、犯罪被害者等の被害の早期回復及び軽減を図るための支援や周知・

啓発を進めます。また、ふくしま被害者支援センターを始めとする民間団体の活動を支援します。

援助を必要とする人を支え、
安心、やさしさを実感できる社会の実現
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指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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政策５ 福島への新しい人の流れづくり

新たな総合計画について（第４章）

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

本県への移住・定住者数は、東日本大震災後に落ち込んだものの、その後増加を続けています。
特に、若者の価値観の多様化等を背景に２０代から４０代の若い世代の移住者が増加しており、

さらに、新型コロナウイルス感染症を機に、テレワークの普及などにより首都圏の若者を中心に地
方移住への関心が高まっていることから、本県の首都圏との近接性や豊かな自然環境、子育てしや
すい生活環境など、暮らしやしごとを始めとした総合的な情報発信と移住希望者のニーズに応じた
きめ細かな相談対応が求められています。

また、東日本大震災以降、本県に心を寄せてくださる様々な皆さんと新たにできた“ご縁”を大切
にし、本県復興のシンボルであるＪヴィレッジなどの拠点も活用しながら、本県への新しい人の流
れへとつなげていく必要があります。

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】
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施 策

２
暮らしの情報発信や移住に関するきめ細かな相談体制、住まいの取得に関する支援など、移住希

望者を福島県に呼び込むための取組の充実を図ります。

主な取組

①移住・定住に係る情報発信に関する取組
本県ならではの多様なライフスタイルの提案など「ふくしまぐらし」の魅力を始めとして、仕事や住まい、

子育て環境などの情報をパッケージ化して発信していきます。

②移住・定住に係る受入体制の整備に関する取組
地域の内と外をつなぐキーパーソンの発掘を進め、ネットワークを構築することで地域ぐるみでの受入体制

の整備などを進めていきます。

③移住・定住に係る相談体制の充実に関する取組
都内に設置する移住相談窓口を拠点として、県内外に配置する移住推進員や移住コーディネーターと連携し、

交流から移住までの多様なニーズに沿った相談体制の充実を図ります。

移住・定住の推進

施 策

１
テレワーク・ワーケーション環境の整備や若者等への本県の魅力発信等に取り組み、ふくしまと

つながりを持つ人の創出・拡大を図ります。

主な取組

①新たにふくしまとつながる機会の創出に関する取組
首都圏等の方が専門的な知識等をいかし地域の課題解決に共に取り組む機会や、テレワーク・ワーケーショ

ン等の体験機会など、新たにふくしまとつながる機会の創出を図ります。

②ふくしま応援団の方々との連携強化に関する取組
ふくしまを応援してくれる方々との連携を大切にし、本県への理解や共感の輪を広げ、関係人口の拡大を図

ります。

③Ｊヴィレッジを活用した交流人口拡大に関する取組
本県の復興のシンボルであるＪヴィレッジの利活用を促進することにより、浜通りの復興の加速及び交流人

口の拡大を図ります。

ふくしまとのつながりの強化、関係人口の拡大

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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暮らし

写真の添付

新たな総合計画について（第４章）

政策１ 東日本大震災・原子力災害からの復興・再生

政策２ 災害に強く治安が確保されている安全・安心な県づくり

政策３ 安心の医療、介護・福祉提供体制の整備

政策４ 環境と調和・共生する県づくり

政策５ 過疎・中山間地域の持続的な発展

政策６ ふれあいと親しみのある魅力あふれる県づくり
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新たな総合計画について（第４章）

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

東日本大震災・原子力災害から１０年が経過し、本県の復興・再生は着実に前進しています。
一方で、いまだ３万人を超える方が避難を継続しており、引き続き、生活再建、事業再開支援、避

難先での支援や帰還支援など、避難の長期化に伴い個別化・複雑化する課題に対して、中長期的な対
応が不可欠です。

また、帰還に向けた生活環境の整備などハード・ソフトの両面から取り組むとともに、移住・定住
の促進など新たな活力を呼び込むための取組を進めていく必要があります。

加えて、除染の取組等による空間線量率の大幅な低下や農林水産物の検査体制の確立など様々な取
組の現状が正しく伝わっていないことに起因した風評の影響が観光や農林水産業の分野で残っている
中で、ＡＬＰＳ処理水の処理方針が決定したことにより、更なる風評の懸念があり、引き続き風評払
拭と風化防止に向けて、効果的な対策や情報発信を進めていく必要があります。

さらに、県内原発の全基廃炉が国・東京電力の責任の下安全かつ着実に進められることは、復興を
進める上での大前提となることから、その取組をしっかりと監視していく必要があります。

そして、中間貯蔵施設に搬入された除去土壌等についても、国の責任において中間貯蔵開始後３０
年以内の県外最終処分が確実に実施されるよう、取組を確認していく必要があります。

政策１ 東日本震災・原子力災害からの
復興・再生

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】
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新たな総合計画について（第４章）

①避難解除等区域における生活環境等の整備に関する取組
避難解除等区域の道路等のインフラ施設、交通、医療、介護・福祉、買い物、防犯等の生活環境等の整備に

よって、避難解除等区域の復興・再生と住民帰還の促進を図ります。

②避難解除等区域への新たな活力の呼び込みに関する取組
避難解除等区域における移住・定住の促進や交流人口・関係人口の拡大など、新たな活力を呼び込むための

取組を進めます。

③帰還困難区域の避難指示解除に関する取組
特定復興再生拠点区域について、国、自治体等と連携し、避難指示解除へ向けて安心して帰還できる生活環

境の整備を着実に進めていきます。拠点区域外については、国に対し、各自治体の意見を尊重しながら丁寧に
協議を重ね、具体的な方針を早急に示し、責任を持って対応するよう求めていきます。

施 策

１
帰還促進・生活再建のための避難解除等区域における生活環境等の整備や移住・定住の促進、交

流人口・関係人口の拡大等によって、避難地域を始めとする本県の復興・再生を進めていきます。

主な取組

複合災害からの復興の加速化、避難地域
の復興・再生

施 策

２
放射線から安心して暮らせるよう環境放射線モニタリングや帰還困難区域の除染等の取組を引き

続き実施するとともに、県内農林水産物・食品等の放射性物質検査を継続して行うことにより、安
全・安心を確保していきます。

主な取組

放射線の不安を解消し、安心して暮らせる
取組の推進

①除染等の推進に関する取組
除染により生じた除去土壌等の適正管理と早期搬出、仮置場等の原状回復、除染後のフォローアップ等を進

めるとともに、帰還困難区域の除染等について、特定復興再生拠点区域外の具体的方針を早急に示すこと等を
国に求めます。

②農林水産物や食品中の放射性物質管理による安全性確保の取組
農林水産物・食品の継続的な放射性物質対策・検査や「ふくしまHACCP」導入普及等により放射性物質管

理を行うとともに、わかりやすい検査結果の情報提供等を行うことにより、放射線からの安全・安心の確保を
推進します。

③汚染廃棄物処理に関する取組
指定廃棄物や対策地域内廃棄物などの処理について、国の責任において安全かつ確実に実施することを求め

ます。
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施 策

３
被災者の心のケアや地域コミュニティの維持・形成支援など、避難者が安心して生活するための

環境づくりなどを支援していきます。

主な取組

被災者・避難者が安心して生活再建できる
環境づくり

①避難者の生活拠点づくりに関する取組
復興公営住宅の入居者が、地域と共に安心して暮らせるよう、地域コミュニティの維持・形成のための支援

を行います。また、応急仮設住宅の供与が継続する大熊町及び双葉町の避難者等の住宅の確保に向けた取組を
行います。

②被災者のストレスケアに関する取組
心のケアの専門職による相談支援、市町村への業務支援等により、被災者の心的ストレスの解消を図ります。

③避難者を対象とした相談対応、情報提供、交流に関する取組
本県の復興に向けた動きや支援の取組等について情報提供を行うとともに、生活再建支援拠点等における相

談対応、避難者同士や避難者と避難先の地域住民などとの交流事業等により避難者の抱える課題の解決に努め、
帰還や生活再建に資するよう取り組みます。

施 策

４
中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分の確実な実施を確認するとともに、中間貯蔵施設の安全

な運営のために施設の状況確認等を行います。

主な取組

中間貯蔵施設事業の推進と安全確保

①県外最終処分への取組の確認
中間貯蔵施設に搬入された除去土壌について、法律により定められた中間貯蔵開始後30 年以内の県外最終処

分が国の責任において確実に実施されるよう、国の取組を確認します。

②中間貯蔵施設の安全確保に関する取組
中間貯蔵施設の状況確認、環境モニタリングなどを行うことにより、施設の安全運営に対する国の取組を確

認します。
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施 策

５
避難指示区域解除の進捗や復興の進度に合わせながら、被災者・避難者の事業再開のために必要

な取組を支援していきます。

主な取組

被災者・避難者の事業再開支援

①被災企業の事業継続・再開に関する取組
被災企業に対して、施設・設備などの復旧費用の補助や資金繰り支援、雇用面の支援を行うことにより、県内

移転先や避難指示解除区域での事業継続・再開の取組を進めます。

②農林水産業における生産基盤の復旧に関する取組
農林水産業における生産基盤の復旧に向けて、森林整備と放射性物質対策を一体的に推進するほか、漁場内に

残存したがれき等の撤去や水産関連施設の整備、被災農地・農業用施設等の整備等を進めます。

③農林水産業者の事業再開に関する取組
営農再開に向けた管理耕作、地域営農再開ビジョン作成等の地域の状況に応じた取組や販路拡大、農業機械・

施設の導入などを支援します。また、沿岸・沖合漁業の操業拡大に向けた漁獲量の増大、販路の回復・開拓等の
取組を支援します。

④営農再開の加速化に関する取組
国内で供給量拡大が求められている品目に着目し、高付加価値生産を展開する広域的な産地の形成を進めます。

施 策

６
原子力損害賠償の完全実施に向けた支援を継続していきます。

主な取組

原子力損害賠償の完全実施と
円滑な賠償請求に対する支援の実施

①賠償の相談などに関する取組
原子力損害賠償に関する弁護士による法律相談などを行い、円滑かつ迅速な賠償請求を支援していきます。

②福島県原子力損害対策協議会に関する取組
市町村、関係団体等と連携し、原子力損害賠償の完全実施を国及び東京電力に求めていきます。

67



新たな総合計画について（第４章）

施 策

７
廃炉作業が安全かつ着実に進められるよう本県独自の体制により監視を継続するほか、原子力発

電所における自然災害等警戒事象への対応を確認するとともに、万が一緊急事態が再発した場合に
も対応できる原子力防災体制の充実・強化を図っていきます。

主な取組

原子力防災体制の充実と原子力発電所周辺
地域の安全確保

①緊急事態が再発した場合に対する備えに関する取組
廃炉が完了するまで原子力発電所の安全確保を徹底するよう国に求めるとともに、地域防災計画等に沿って原

子力防災訓練を実施するほか、原子力災害対策センターの維持管理、防災資機材の定期更新など、原子力発電所
の不測の事態に備えた原子力防災体制の充実・強化を進めていきます。

②廃炉に向けた取組・進捗状況の監視に関する取組
国が中長期ロードマップで示す廃炉作業が安全かつ着実に進められるよう、現地駐在や廃炉安全監視協議会、

廃炉安全確保県民会議などの取組により監視していきます。

施 策

８
県産農林水産物・県産品の「ふくしま」ならではのブランドの確立や産地評価の回復、競争力の

強化を図ります。
また、震災の記憶や教訓を後世に伝承するとともに国内外へ効果的な情報発信を行い、風評の払

拭と風化の防止の強化を図ります。

主な取組

風評・風化対策の強化

①県産農林水産物・県産品の風評対策に関する取組
生産から流通・販売に至るまでの一連の取組と県産品・観光の魅力と正しい情報の発信により、「ふくしま」

ならではのブランドの確立や産地評価の回復、競争力の強化を図ります。

②震災の記憶や教訓を後世に伝承し、国内外に発信する取組
東日本大震災・原子力災害の記録や教訓、復興のあゆみの過程を収集、保存及び研究し、風化防止に努めると

ともに、復興祈念公園の整備等により震災の記憶と教訓を後世に伝承し国内外に情報発信します。

③関係機関、企業との連携による効果的な情報発信に関する取組
復興のあゆみを進める本県の姿や観光、農林水産物を始めとする県産品の魅力等を国内外に発信し、風評の払

拭と風化の防止を図ります。
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指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】

近年、大規模な自然災害が頻発し、災害のリスクも高まっています。東日本大震災や原子力災害
の教訓の継承と併せて、道路整備、河川改修、砂防施設等の整備などのハード対策と避難体制の構
築などのソフト対策を適切に組み合わせ、災害に強い地域づくりを進めていく必要があります。あ
わせて、自己の避難行動の検討など、平時からの災害の備えを進めることが重要です。

一方で、本県は、犯罪件数や交通事故件数は減少傾向にありますが、高齢者が被害者となるなり
すまし詐欺の増加や夜間等における重大交通事故が続発しており、犯罪情勢に応じた防犯対策や、
交通安全運動等の対策を継続する必要があります。

また、住宅火災は減少傾向にありますが、引き続き、消防団の活性化など自主的な防火体制の強
化に加え、県民のライフラインの維持や強化を図るとともに、食の安全、生活衛生の向上を図り、
安全で安心な県づくりを進めていく必要があります。

政策２ 災害に強く治安が確保されている
安全・安心な県づくり
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施 策

１
災害に強い道路整備やハード・ソフトを組み合わせた流域全体での治水対策の促進など防災・減

災対策を図ることにより、強靭な県土の形成を推進していきます。

主な取組

災害に強い県土の形成

①道路ネットワークの強化に関する取組
会津縦貫道などの整備により脆弱区間の代替路を確保するとともに、橋梁の耐震対策や落石対策などを推進し、

電線共同溝の整備や新たな電柱の設置を制限し無電柱化を推進することで、道路ネットワークを強化します。

②水害対策に関する取組
頻発化、激甚化する水災害への対応として治水対策に取り組みます。あわせて、流域全体としての流出抑制対

策や土地利用に応じた減災対策の強化に取り組みます。

③土砂災害対策に関する取組
土砂災害対策として、治山施設や砂防施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の整備を進めます。

施 策

２
県民の防災に対する意識の向上を図り、自助・共助の取組を促進させるとともに、本県だからこ

そできる震災の教訓をいかした教育や人材育成を推進していきます。

主な取組

地域防災力の強化と充実

①地域における防災力向上の推進に関する取組
災害による被害の軽減を図るため、災害リスクを確認し、避難場所やタイミングをあらかじめ考えておく「マ

イ避難」の取組の周知啓発を通じて、適切な避難行動を推進するとともに、地域の防災リーダーの育成や自治会
組織を単位とした地区を対象とした地区防災計画作成の支援など防災意識の向上を推進します。

②東日本大震災・原子力災害を踏まえた教育に関する取組や廃炉へ向けた人材育成への取組
震災の教訓をいかした道徳教育、児童生徒や地域の実態に応じた放射線教育、防災意識の高揚や災害時に主体

的に判断し行動する力などの育成を目指した防災教育、医学・産業・廃炉の基盤となる理数教育など、東日本大
震災・原子力災害を踏まえた教育を推進します。

③自助・共助に関する取組
教育機関や地域団体等に対する防災講座や「そなえるふくしまノート」を用いた啓発啓蒙活動を実施し、県民

の防災に対する意識の向上を図り、自助・共助の取組を促進します。
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施 策

３
災害発生時においても迅速かつ的確な災害対応を実現するための施設整備や運営体制の強化、人

材の育成等を図っていきます。

主な取組

危機管理体制の強化

①災害時の初動体制の整備に関する取組
大規模災害時においても迅速かつ的確な災害対応が実現できる体制を確保するため、災害対応能力向上のため

の訓練、燃料備蓄の推進のほか、基盤的防災情報流通ネットワーク等の最新の情報通信関連技術の導入の検討等
を推進します。また、地震・大雨等の大規模な災害により建築物、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、
市町村の要請により被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、二次災害の軽減、防止を図ります。

②災害時の健康危機管理体制の強化に関する取組
災害時における救急医療・精神保健医療等を確保するため、関係機関との連携強化を図るとともに、災害派遣

医療チーム（DMAT）、災害派遣精神医療チーム（DPAT）の隊員養成研修の支援等を実施し、災害時の医療提
供体制の整備を図ります。また、大規模災害時等に派遣する災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT)の設置及
び運営等の体制整備に取り組んでいきます。

③災害廃棄物処理対策に関する取組
大規模災害発生に備え、市町村の災害廃棄物処理計画の策定を支援します。

施 策

４
防犯・防火の環境整備や体制強化のほか、広報啓発活動や交通安全活動等の取組を通じて、安

全・安心な県づくりを推進していきます。

主な取組

防犯対策、防火対策の充実、
交通安全対策の推進

①県民の安全安心を守る犯罪抑止対策に関する取組
地域の実態に即した総合的な犯罪抑止対策を講じ、県民の安全と安心の確保に努めます。また、市町村等と連

携し、防犯灯、防犯カメラの設置促進等の防犯対策を図るとともに、自主防犯活動に対する支援、防犯情報の提
供、事業者等への防犯対策に関する助言・指導等の活動を推進します。

②交通事故の防止に関する取組
交通安全教育や広報啓発活動等、地域住民と一体となった交通安全活動を推進するとともに、悪質・危険な運

転の根絶等道路交通秩序の維持を図り、交通事故を抑止します。また、安全で円滑な交通環境の確保を図るため、
交通安全施設の整備を進めます。

③消防団員の確保に関する取組
消防団員の確保を図るとともに、被雇用者の消防団員の消防活動について、雇用者側に理解と協力を働きかけ

ます。
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施 策

５
県民の消費生活等への相談にきめ細かく対応するとともに、本県独自の「ふくしまHACCP（ハ

サップ）」の導入促進等を通じた食の安全・安心を確保していきます。

主な取組

消費生活・食の安全・安心
の確保

①ふくしまHACCPの導入普及に関する取組
全ての食品事業者に対し、本県独自の衛生管理手法「ふくしまHACCP（ハサップ）」の導入を促すため、専用

アプリや導入手引書を用いた指導助言を行い、2020 年6月、全国的に制度化されるHACCPによる衛生管理への対
応を図ります。

②食品表示の適正化に関する取組
食品表示制度の周知や相談への対応や食品表示の不適正な事案への改善指導等により、適正表示を促進します。

③消費生活や生活再建の相談に関する取組
県消費生活センターにおいて、食品における放射能の影響や多重債務など県民の消費生活や生活再建に係る多

様な相談に対応するとともに、市町村における消費生活相談の体制構築を支援します。

施 策

６
公衆浴場や水道の衛生水準の維持向上によって衛生管理を徹底するとともに、特定危険生物等に

よる危害防止やPCB廃棄物の適正処分を通じた快適な生活環境づくりを推進していきます。

主な取組

生活衛生の確保による、
快適な生活環境づくり

①生活衛生関係営業施設の衛生管理に関する取組
公衆浴場・旅館でのレジオネラ属菌検査、理美容所でのフードスタンプ検査などを通して、生活衛生関係営業

施設に対し感染症防止対策などの指導・助言を行い、衛生水準の維持向上を図ります。

②水道の衛生対策に関する取組
水道事業者などと連携して、飲料水の放射性物質のモニタリングを行うとともに、県民に分かりやすく公開し

ます。また、水道の衛生対策を推進します。

③PCB廃棄物の期間内の処分に関する取組
ＰＣＢ廃棄物全量の期間内処分を進めます。
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施 策

７
老朽化した社会基盤の長寿命化対策を始めとする維持管理の強化に加えて、道路や交通、鉄道な

どの地域生活に密接に関係する交通・鉄道等への支援を通じて、安心・快適な生活環境を構築して
いきます。

主な取組

ライフラインの維持管理の強化による
安心・快適な生活環境の構築

①老朽化した社会基盤の長寿命化対策・維持管理に関する取組
老朽化が進行する橋梁やトンネル、河川管理施設、下水道施設、海岸保全施設、ダム、砂防施設、港湾、空港、

都市公園、住宅施設などの社会資本の現状を受け、新たな設計手法や新技術による長寿命化対策に代表される計
画的な維持管理を推進します。

②生活道路等の整備に関する取組
歩道が無い通学路や幅員が狭く事故が多い区間などを中心に、道路の整備を行い、すべての人が安全で安心で

きる交通を確保します。

③生活交通の維持・確保に関する取組
県民生活の足の確保・維持を図るため、第三セクター鉄道の施設整備等を支援するほか、地域の状況に応じた

交通対策事業に取り組む市町村やバス事業者を支援します。

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】

東日本大震災・原子力災害により医療、介護・福祉の提供体制の脆弱化が顕在化し、全県的に人
材不足と地域偏在が深刻化しており、特に、避難指示が解除された地域において顕著となっており、
人材の確保が課題となっています。

急速な高齢化が進行する中で、高齢者や障がい者が安心して暮らせる介護・福祉サービスの充実
など、住み慣れた地域で県民誰もが安心して暮らし続けられるよう、医療・介護・福祉が連携した
体制を整備していく必要があります。

また、新型コロナウイルス感染症は、県民生活・経済に大きな影響を与え、医療提供体制にも深
刻な影響を及ぼしており、引き続き、感染拡大防止と安定的な医療提供体制の確保を進めるととも
に、今後の新たな感染症の発生に対する備えが必要です。

政策３ 安心の医療、介護・福祉提供体制の整備
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施 策

１
地域住民が安心して必要な医療を受けられるよう医療提供体制の充実や医療の質の向上を図って

いきます。

主な取組

質が高く切れ目のない医療提供体制
の構築

①がん医療に関する取組
がん診療連携拠点病院の機能強化やがん登録の推進に取り組むことなどにより、がん医療の充実を図ります。

②医薬品の有効性・安全性の確保に関する取組
薬事監視体制の強化、医薬品等苦情窓口の設置などにより、医薬品の有効性・安全性の確保を図ります。

③救急医療に関する取組
救命救急センター、休日夜間急患センターの支援や、ドクターヘリの運営の支援などにより、初期救急・二次

救急・三次救急医療体制の強化を図ります。また、救急関係機関による協議を行い、傷病者の円滑な搬送及び受
入体制の構築に努めます。また、救急業務の一層の高度化を推進するため、メディカルコントロール体制の充実
強化に取り組みます。

④医療施設用ロボット等の導入促進に関する取組
医療施設用ロボット等を利用した医療機関及び患者の声を、県内で医療施設用ロボット等を製造する事業者に

届けることにより機器の開発・改善を図ります。また、医療現場における効果的な運用方法及び具体的な活用方
法を検証・検討することにより、医療機関の導入意欲の向上を図り、医療関係者の労働環境の改善につなげます。

施 策

２
県立病院の診療機能の強化やへき地診療所の運営支援、遠隔診療の普及などにより地域医療提供

体制の整備を図るとともに、医療、介護・福祉が連携した地域包括ケアの構築を支援していきま
す。

主な取組

医療、介護・福祉が互いに連携し
地域ぐるみで支える体制づくり

①地域医療の維持・確保に関する取組
県立病院の診療機能の強化や地域包括ケアの構築支援を進めるとともに、自治医科大学卒業医師などの配置、

へき地診療所の運営支援、ＣＡＴＶ、テレビ電話などを活用した在宅健康管理や遠隔医療の普及などにより、地
域医療提供体制の整備を図ります。

②地域包括支援センターの機能強化に関する取組
市町村による評価の実施を促進し、地域包括支援センターの機能強化を図ります。
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施 策

３
介護・障がい福祉サービスの基盤整備とサービスの質の向上を図ることにより、高齢者、障がい

者が安心して暮らせる体制を整備していきます。

主な取組

高齢者、障がい者が安心して暮らせる
介護・福祉提供体制の整備

①介護サービス基盤の整備及び質の向上に関する取組
高齢者人口や介護サービスの需要見込みを踏まえ、施設サービス、居宅サービス、地域密着型サービスをバラ

ンスよく組み合わせて計画的に整備を進めます。また、介護給付費の適正化を図るとともに、適正な審査に基づ
く介護サービス事業者の指定や、利用者に対する介護サービス情報の適切な公表など、介護サービスの質の向上
を図ります。

②認知症施策の総合的な推進に関する取組
社会全体で認知症の人やその家族を支えていくため、認知症の正しい知識の更なる普及・啓発や、早期診断、

早期対応のために医療従事者の対応力向上研修の強化と認知症疾患医療センターの活動の更なる拡充を図ります。

③障がい福祉サービス基盤の整備に関する取組
障がい者やその家族のニーズを的確に把握し、これに応じた、障がい福祉サービス基盤の整備を進めます。

施 策

４
全県的な医療、介護・福祉人材の不足に対応するため、人材の確保、育成、定着を図るほか、ロ

ボットやICTを活用した業務効率化を進めていきます。

主な取組

医療、介護・福祉の人材確保

①保健医療専門職の確保に関する取組
東日本大震災・原子力災害によって増大・変化した地域保健ニーズに対応するため、保健師・管理栄養士など

の保健医療専門職の確保を図ります。

②医師確保、医師の県内への定着に関する取組
医学生に対する修学資金の貸与や医師の県外からの招へいなどにより、医師数の増加を図ります。また、福島

県地域医療支援センターにおいて、医師等に対するキャリア形成の取組などを行い、県内定着を促進します。

③介護人材の確保に関する取組
介護人材のイメージアップやマッチング、人材確保、人材育成、人材定着のほか外国人の参入・受入環境整備

などに取り組みます。

④看護職員などの確保・離職防止に関する取組
病院内保育所の運営の支援、退職した看護職員の再就業の支援などにより、看護職員の確保と離職防止を図り

ます。
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施 策

５
各種感染症に迅速かつ的確に対応するため、検査体制、医療提供体制の整備を図るとともに、人

材の育成・確保や感染症に関する正しい知識の普及啓発を図っていきます。

主な取組

感染症予防の体制強化

①感染症対策に関する取組
感染症に対し、迅速かつ的確に対応するため、検査体制、医療提供体制の整備や最新の感染症対策に対応でき

る人材の育成・確保を図ります。また、感染症の予防及びまん延を防止するため、感染症に関する正しい知識の
普及啓発や、発生時の調査の実施、まん延防止策の徹底に努めるほか、予防接種や感染症情報などの情報提供に
努めます。

②結核対策に関する取組
結核対策として、正しい知識の普及・啓発、早期発見、適正医療の完遂、医療従事者の技術の向上などの対策

を推進します。

③新型感染症対策に関する取組
新型インフルエンザや、新型コロナウイルス感染症等の新型感染症対策を図るため、検査体制や医療提供体制

の整備を、関係機関と連携を図り推進していきます。

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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新たな総合計画について（第４章）

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】

近年、地球規模での温暖化問題やプラスチックごみ問題等が顕在化しており、脱炭素社会や循環
型社会の実現に向けて、徹底した省エネルギー対策や再生可能エネルギー等の最大限の活用を図る
とともに、廃棄物の排出抑制や再資源化等、環境負荷軽減につながるライフスタイルを推進する必
要があります。

また、本県は、猪苗代湖や尾瀬を始めとした豊かな自然環境に恵まれており、次世代への継承に
向けて自然環境の保全や魅力の向上を図るとともに、自然との触れあいの場や学びの機会づくりな
どの取組を進める必要があります。

さらに動植物の保護管理について、希少種の動植物や傷病動物の保護対策等を進めるとともに、
イノシシ等の有害鳥獣による人的被害や農林漁業への被害を防ぐため、対策を強化する必要があり
ます。

政策４ 環境と調和・共生する県づくり
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新たな総合計画について（第４章）

施 策

１
自然体験学習や自然公園の適正な利用等を通じて自然を大切にする意識を醸成するほか、水・大

気環境など県土を保全する取組を通じて、本県が持つ豊かな自然や美しい景観の保護・保全を推進
していきます。

主な取組

豊かな自然や美しい景観の
保護・保全

①景観形成活動に関する取組
優良景観形成住民協定締結の取組などにより、住民参加による景観形成活動を推進します。また、市町村にお

ける良好な景観形成を進めるとともに、建築協定などのルールづくりなどにより、景観に配慮した住宅・建築物
の建設などを促進します。

②自然公園等の保護と適正な利用を推進する取組
自然公園等の保護に努めるとともに、自然公園等の魅力向上に向けた取組を推進し、適正な利用を図ります。

③猪苗代湖を始めとする水環境保全に関する取組
生活排水対策のほか、工場・事業場の監視・指導による汚染物質の排出低減対策や水質汚濁の未然防止等によ

り、水環境の保全を図ります。
また、猪苗代湖流域については、流域が一体となって、汚濁負荷の流入削減や水生植物の回収などの水質悪化

防止対策を図ります。

施 策

２
電気自動車等が太陽光発電などの導入促進、省エネ・省資源に関する効果的な取組の実証・実

践、環境・エネルギー教育などを通じて、県民一人一人の暮らしにおける地球温暖化対策を推進し
ていきます。

主な取組

暮らしにおける地球温暖化対策
の推進

①県民総ぐるみの地球温暖化対策に関する取組
県民、事業者、行政等あらゆる主体による環境保全活動の推進母体「地球にやさしい“ふくしま”県民会議」と

連携し、地球温暖化対策に向けた全県的な気運の醸成を図り、県民総ぐるみで活動を進めます。

②環境に配慮したまちづくりに関する取組
ＺＥＨやＺＥＢ、非住宅における県産材の利用、既存住宅の高断熱リフォーム等、環境にやさしい建物を普及

するほか、交通渋滞対策や街灯等のLED化等を推進し、環境に配慮したまちづくりを進めます。

③気候変動への影響の適応に関する取組
気温の上昇による健康や農林水産物への直接的な影響、降水量の変化による災害や渇水といった間接的な影響

など、今後起こることが予想される、気候変動による自然や社会への影響を的確に把握するとともに、各分野の
適応策を推進します。

80



新たな総合計画について（第４章）

施 策

３
ごみの減量化や再生利用、リサイクルの普及・啓発など環境に配慮したライフスタイルの推進転

換を図り、循環型社会の推進を目指していきます。

主な取組

環境にやさしい循環型社会づくり

①ごみの減量化・再資源化に関する取組
市町村と連携し、プラスチックごみの排出抑制・効率的な回収に取り組む等、ごみの減量化やリサイクルを進

めます。

②産業廃棄物の排出抑制、再生利用に関する取組
排出事業者等への排出抑制、再生利用に関する周知啓発を行うとともに、再生利用施設の整備支援などの取組

を進めます。

③環境に配慮したライフスタイルの推進に関する取組
マイバッグ、マイボトル・マイカップの使用を始め、使い捨てプラスチック製品の削減に資する取組の啓発、

ごみの分別や自転車、公共交通機関利用による通勤・通学への誘導など環境に配慮したライフスタイルの普及を
推進します。

④環境と共生する農業に関する取組
堆肥などの有機性資源の循環利用を促進するとともに、有機農業など環境と共生する農業を推進します。

施 策

４
野生鳥獣の保護等の対策を実施するとともに、ICT技術等を活用した有害鳥獣の捕獲など被害対策

を実施することにより、野生動植物との共生を推進していきます。

主な取組

野生動植物との共生

①生物多様性の保全に関する取組
生物多様性の重要性を普及啓発するとともに、野生動植物の生息・生育状況を継続的に調査し、希少種の保護

対策を進めます。

②野生鳥獣の保護に関する取組
自然の一部を構成し、生活環境の美化などの機能を有している野生鳥獣について、鳥獣の生息や繁殖の維持、

促進のために鳥獣保護区を指定するとともに、傷病鳥獣の保護等の対策を進めます。

③野生鳥獣の被害対策の強化に関する取組
人の生命や生活環境に被害を及ぼす有害鳥獣に対して、ICT技術等を活用しながら効果的な捕獲を推進するほ

か、被害防除、生息環境管理等を含めた総合的な対策を図ります。
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新たな総合計画について（第４章）

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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本県は、過疎・中山間地域が県土の約８割を占め、県民の約３割（約５１.6万人）が 居住して
います。（平成２７（２０１５）年国勢調査時点）

今後、過疎化の進行により、日常生活に必要なサービスの維持が困難となるおそれがある買い物
や地域医療、教育、交通ネットワークなど生活基盤の確保の取組を進めていく必要があります。

また、観光客入込数の増加や農業担い手を含む人材の確保・育成、地域資源を活用した取組など、
過疎・中山間地域においても働く場と収入を確保するとともに、集落を活性化する取組やリーダー
となる人材の確保・育成を進め、地域を持続的に発展させることが求められています。

政策５ 過疎・中山間地域の持続的な発展

新たな総合計画について（第４章）

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】
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新たな総合計画について（第４章）

施 策

１
過疎・中山間地域が持つ豊かな自然環境や固有の文化等を継承し、集落の活動をけん引できる

リーダーを確保するとともに、移住・定住だけではない関係人口づくりにより地域力の育成を進め
ていきます。

主な取組

過疎・中山間地域のひとの確保と
地域力の育成

①集落の活力づくりに関する取組
集落の維持・活性化を支援するとともに、活動をけん引するリーダーの発掘・育成及び住民参加の仕組みづく

りを図ります。

②人の流れづくりに関する取組
移住・定住のほか、継続的に地域を応援してくれる関係人口づくりを図ります。

③地域固有の伝統文化や生活の知恵の継承に関する取組
特色ある地域づくりを行っていくため、地域固有の伝統文化や生活の知恵の継承を図ります。

施 策

２
伝統的な農林水産業の振興・担い手育成を行うとともに、地域資源をいかした観光関連産業やICT

関連産業、ワーケーション等の誘致により過疎・中山間地域の仕事を確保していきます。

主な取組

過疎・中山間地域のしごとの確保

①農林水産業の振興と担い手の育成に関する取組
過疎・中山間地域では豊かな自然資源をいかして多くの住民が農林水産業に携わっているため、その振興を図

るとともに、担い手の育成を図ります。

②地域資源をいかした新たな地域産業の育成（地産地消の推進）に関する取組
地域おこし協力隊など外部からの人材の活用を通して、新たな地域産業の育成を図ります。また、再生可能エ

ネルギーなど地域資源の地産地消を支援します。

③観光関連産業の振興、ワーケーションの推進に関する取組
すそ野が広い観光関連産業の振興を図るとともに、新しいワークスタイルであるワーケーションを促進します。

④地域の特性をいかした企業誘致、テレワークの推進に関する取組
製造業のほか、地域の特性をいかしてICT関連産業などの企業誘致を進めるとともに、テレワークの普及を支

援します。
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新たな総合計画について（第４章）

施 策

３
子育て、生活交通、道路、情報通信基盤など地域の暮らしを支える環境を整備するとともに、デ

ジタル技術を活用した医療・教育等を確保することにより、過疎・中山間地域の暮らしを充実させ
ていきます。

主な取組

過疎・中山間地域の暮らしの
基盤整備

①地域医療の確保（遠隔医療を含む）に関する取組
デジタル技術を活用した遠隔医療を支援するとともに、持続可能な地域医療の確保に努めます。

②生活交通の確保に関する取組
高齢者など交通弱者が多い過疎・中山間地域において、住民の足となる生活交通の確保を図ります。

③地域の生活を支え、経済活動につながる道路の整備に関する取組
迂回路がなく狭あいな区間の対策やバイパスを整備し、災害に強く地域の生活に必要な道路の整備を進めます。

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】

85



新たな総合計画について（第４章）

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】

人口減少、高齢化等の進行により中心市街地の空洞化、空き店舗・空き家の増加などにより、地
域のコミュニティの維持・形成が課題となっています。

また、人口減少が進む中にあって、市町村が自立した行政運営を行えるよう、広域自治体として、
特に条件不利地域等の小規模自治体への手厚い支援が求められています。

複雑化・多様化する地域課題を解決し、魅力ある地域づくりを進めるためには、住民主役のまち
づくりを進める必要があります。加えて、行政とＮＰＯ法人などとの協働を進める必要があります
が、ＮＰＯ法人においては人材面・資金面共に乏しい団体が多く、安定的・継続的な運営基盤の確
立が必要です。

加えて、全ての県民の生涯にわたる心豊かな暮らしを実現するため、県民一人一人の主体的で積
極的な文化活動やスポーツ活動を促進していく必要があります。

政策６
ふれあいと親しみのある

魅力あふれる県づくり
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新たな総合計画について（第４章）

施 策

１
歩いて暮らせるまちづくりの取組等の推進を図り、中心市街地・商店街の魅力向上とにぎわいの

創出を図っていきます。

主な取組

にぎわいと魅力あるまちづくり
の推進

①持続可能な、歩いて暮らせるまちづくりに関する取組
福島県商業まちづくり推進条例に基づき、市町村との役割分担のもと小売商業施設の適正な配置を図るととも

に、まちなかや中心市街地の魅力向上やにぎわい創出の取組など、「歩いて暮らせるまちづくり」の取組の推進
を図ります。

②中心市街地・商店街の活性化に関する取組
リノベーションによる遊休不動産の再生・活用の取組や、市町村が行う市街地再開発事業及び優良建築物等整

備事業を支援し、雇用創出とエリアの価値向上につなげ、まちなかの活性化を図ります。

③都市の緑化に関する取組
都市公園の整備及び風致地区の保全などにより、都市の緑化を推進します。

施 策

２
行政とNPOとの協働や市町村・民間団体等の自主的な活動を支援し、住民が主体となる地域づく

りを推進していきます。

主な取組

住民が主役となる地域づくり

①ＮＰＯによる地域課題解決に関する取組
行政とＮＰＯが協働して、お互いの強みをいかしながら地域課題解決に取り組みます。

②住民主体の地域づくり活動を支援し、地域の活性化を図っていく取組
住民主体の魅力ある地域づくりを推進するため、市町村や民間団体等の自主的な活動を支援します。また、地

域資源をいかしたまちづくり、地域づくりを進めます。

③ＮＰＯの運営基盤支援に関する取組
ふくしま地域活動団体サポートセンターを通じて、ＮＰＯの安定的な運営基盤の確立に向けた支援を行います。
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新たな総合計画について（第４章）

施 策

３
市町村への支援や地方分権の推進により、分権型社会の一層の推進を図っていきます。

主な取組

分権型社会の一層の推進

①市町村への支援などに関する取組
イコールパートナーとしての立場から、常に市町村と情報を共有し、課題を的確に把握しながら、必要とされ

る支援を行います。
また、小規模自治体が自立した行政運営を行っていけるよう、市町村の実情に応じた支援を行います。

②地方分権の推進に関する取組
市町村の実情を踏まえながら、県から市町村に対する権限移譲を推進します。また、国から地方への権限と財

源の移譲や国の法令による義務付けの更なる見直しなどについて、国への働きかけを行います。

施 策

４
県民が生涯を通じて学び、文化・芸術等に触れて親しむ機会を創出することにより、本県

の更なる文化力・地域力の向上を目指します。

主な取組

生涯の学び、文化・芸術に
親しむ環境づくり

①社会教育施設等の利活用の促進に関する取組
県立図書館、県立美術館、県立博物館、文化財センター白河館、県文化センター、アクアマリンふくしま、東

日本大震災・原子力災害伝承館では、常設展、企画展、教育普及事業などの充実を図ります。

②生涯学習の機会提供に関する取組
県の施設、公民館、高等学校・大学などにおいて、様々な講座やセミナーを開催し、県民に対してライフス

テージに応じた生涯学習の機会を提供します。
また、市町村などと連携して生涯学習の機会の情報提供を行います。

③声楽アンサンブルコンテスト全国大会に関する取組
声楽アンサンブルコンテスト全国大会を開催し、広域的な文化の交流を推進します。

④文化芸術の鑑賞・発表・参加に関する取組
文化芸術の鑑賞と文化活動の発表・参加の機会を提供します。
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新たな総合計画について（第４章）

施 策

５
県民の運動習慣の定着や競技力の向上などを通じて、本県スポーツの振興を推進していきます。

主な取組

ふくしまのスポーツの推進

①生涯スポーツの推進に関する取組
総合型地域スポーツクラブなどとの連携を図りながら、あらゆる世代の県民が、自身のライフステージに応じ

て、身近な地域でスポーツに親しむことができる環境づくりを進めます。

②競技スポーツの推進に関する取組
本県スポーツの競技力の強化に向けて、競技団体を通じ、選手の競技活動を支援します。

③障がい者スポーツの推進に関する取組
障がい者の特性に応じてスポーツに参加することができるよう、総合体育大会や各種スポーツ教室を開催する

など、スポーツを通じた社会参加の促進に努めます。

④オリンピック・パラリンピックのレガシーに関する取組
オリンピック・パラリンピックのレガシーを継承し、地域における県民のスポーツ活動の更なる普及・推進を

図るため、地域の活動拠点である総合型地域スポーツクラブやスポーツボランティアの取組などを支援します。

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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しごと

写真の添付

新たな総合計画について（第４章）

政策１ 地域産業の持続的発展

政策２ 福島イノベーション・コースト構想の推進

政策３ もうかる農林水産業の実現

政策４ 再生可能エネルギー先駆けの地の実現

政策５ 魅力を最大限いかした観光・交流の促進

政策６ 福島の産業を支える人材の確保・育成

政策７ 地域を結ぶ社会基盤の整備促進
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新たな総合計画について（第４章）

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

人口減少・少子高齢化の急速な進行に伴い、生産年齢人口の減少やデジタル化の進展、働き方改
革、新型コロナウイルス感染症の影響など急激な社会情勢の変化により、地域経済の基盤である中
小企業・小規模企業の経営に大きな影響を及ぼしています。

地元中小企業の技術力・経営力等の強化や販路拡大の促進などの事業者支援、ＡＩ・ＩｏＴ等先
端技術の活用などによる技術力や商品開発力の向上、円滑な事業承継などにより、本県産業の持続
的発展を進める必要があります。

また、再生可能エネルギー、医療、ロボット等の新産業などの企業誘致を進めるとともに、知的
財産の維持・活用が不十分であり、知的財産の発掘・磨き上げを進める必要があります。

加えて、ベンチャーの創出、起業の促進に向けては、経営の知識や経験不足により事業が立ちゆ
かなくなる場合が発生するため、起業前から起業後にわたる各段階に応じた支援の充実を図る必要
があります。

政策１ 地域産業の持続的発展

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】
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①企業等の新増設・創業に関する取組
企業立地補助金や創業等支援補助金等を活用した建物・設備等への投資に対する支援や課税の特例の活用に

より、県内外の企業の新増設や自社製造への切替え、創業等を支援します。

②中小企業・小規模企業の経営基盤の強化に関する取組
商工会・商工会議所に経営指導員等を配置し、小規模事業者等からの経営相談やBCP（事業継続計画）策定

支援にきめ細やかに対応したり、ニーズに応じた専門家の派遣などを実施し、経営基盤の強化に向けた取組を
支援します。

③中小企業の事業承継に関する取組
経営者の高齢化や後継者の不在など、事業承継の課題を解決するため、県及び関係機関が一体となった円滑

な事業承継支援を行います。

④中小企業の国内外への販路拡大・県産品の輸出拡大に関する取組
再生可能エネルギー関連産業の先進地の欧州地域や医療関連産業の先進地であるドイツ、市場拡大が見込ま

れるASEAN.諸国等との経済交流を更に深め、中小企業の海外展開や事業拡大を進めます。
福島県県産品振興戦略で品目別に定めた重点国・地域に対し、輸出拡大に取り組みます

⑤県産品の販売促進に関する取組
大型展示会への出展やバイヤーとの商談機会の提供などにより、県内事業者の国内外における販路拡大を支

援します。

施 策

１
本県経済の中枢を担う県内の中小企業・小規模企業の支援や戦略的な企業誘致、県産品の販路拡

大の支援などにより、県内の企業が主役となった力強い地域産業の成長・発展を図ります。

主な取組

地域の企業が主役となる、しなやかで
力強い地域産業の育成・支援

①本県産業の高度化、高付加価値化等に関する取組

全県的な産学官連携ネットワークを活用し、大学やハイテクプラザなど公設試験研究機関との連携強化に努
め、産学官共同研究や技術移転を促進することにより、 県内中小企業の技術力と商品開発力の向上を図り、本
県産業の高度化や高付加価値化を図ります。

②新製品開発や技術開発・移転の強化に関する取組
ハイテクプラザにおける技術開発支援や、大学や大企業の開放特許とのマッチングにより新技術・新製品開

発などを行うとともに、専門家の支援などにより商品力の向上を図ります。

③知的財産の発掘、磨き上げ等に関する取組
県内各機関の戦略的かつ有機的連携により、支援強化を図るとともに、県内企業が有する独自技術の知的財

産化と未利用知的財産の活用を支援します。

施 策

２
県内中小企業の技術力と商品開発力の向上を図り、本県産業の高度化や高付加価値を目指

すとともに、県内企業が有する独自技術の活用を支援するなど、県内企業の技術力・開発力
の強化に向けた支援を行います。

主な取組

地域の企業における技術力・開発力の強化
に向けた支援
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①大学発ベンチャーの促進に関する取組

産学官金が連携し、大学保有技術の掘り起こしから、事業立上支援、民間企業とのマッチングによる販路拡
大まで一貫した支援により、大学発ベンチャーの創出を図ります。

②多様な起業の促進に関する取組
県内外の起業家の発掘から、創業経費の助成や専門家による助言･指導、販路拡大まで、総合的に支援するこ

とにより、創業しやすい環境づくりを推進します。

施 策

３
産学官金との連携による大学発ベンチャーの創出や県内外の起業家発掘、起業家への助言・指導、

販路拡大までの総合的な支援などにより、ベンチャーの創出や起業の促進を図ります。

主な取組

ベンチャーの創出、起業の促進に向けた
支援の充実

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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新たな総合計画について（第４章）

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

本県では、東日本大震災・原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業を回復し、新たな産
業基盤の構築を目指す福島イノベーション・コースト構想を進めています。

本構想の取組などにより、産業の復興は徐々に進みつつありますが、産業の集積やサプライ
チェーンの形成は十分ではなく、産業復興の実現に向け、廃炉、ロボット・ドローンなどの重点分
野を中心に域外からの企業や人材の呼び込みも通じた更なる取組が必要です。

また、本構想の実現に向けては、地元企業の事業再開を引き続き支援するとともに、地元企業の
経営力・技術力を強化し、新分野への参入も含め、新たな事業展開や新たな取引の拡大を促進する
必要があります。

加えて、原発事故に伴う避難の影響により居住人口の回復が困難な中、産業を支える人材不足は
大きな課題であり、帰還者のみならず、首都圏等からの人材確保と定着に向けた取組が必要であり、
移住も視野に入れつつ、その前提となる地域を訪れる人々・交流人口の拡大に取り組む必要があり
ます。

更に、持続的な産業発展に向けては、域外からの人材の呼込みだけでなく、福島イノベーショ
ン・コースト構想を担う若者の地元での人材育成が不可欠です。

福島ロボットテストフィールド、国際教育研究拠点（計画中）等の拠点を活用しながら、新産業
集積や本構想を担う人材を育成し、本構想の取組による経済効果を県全体に波及させ、世界に誇れ
る福島の復興・再生を実現することが求められています。

政策２ 福島イノベーション・コースト
構想の推進

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】
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①福島イノベーション・コースト構想で重点的に推進する分野（廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・
環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙）に関する取組
福島イノベーション・コースト構想において重点分野として位置付けられている、廃炉、ロボット・ドロー

ン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙の各分野を軸として、技術開発・実用
化の推進、販路開拓の支援などを通じて産業集積・振興を図ります。

施 策

１
福島イノベーション・コースト構想を基軸とした浜通り地域等の産業集積の実現、教育・人材育

成、生活環境の整備、交流人口の拡大等に向けた取組による産業振興を図ります。

主な取組

福島イノベーション・コースト構想を基軸
とした産業集積・振興

①地域を実証フィールドとして活用する企業等の呼込みに関する取組
福島県浜通り地域等１５市町村（イノベ地域）において「起業・創業」を目指す企業や個人等を強力に支援

するため、専門家によるビジネスプラン策定、経営アドバイス、技術的アドバイス、マーケティングに加え、
マッチング機会の提供、販路開拓支援、ピッチイベント開催等を行うほか、試作品開発・市場調査等への助成
や行政・産業支援機関・金融機関・大学等のサポーターによる支援を図ります。

②交流人口の拡大に関する取組
東日本大震災・原子力災害伝承館を起点とした地域交流の促進や地域と連携した新たな魅力を創造する取組

等を行い、交流人口拡大を推進します。

③地域の産業基盤・生活基盤の整備に関する取組
企業や研究者の呼び込みに必要不可欠な道路、交通網の整備等により、地域の産業基盤・生活環境の整備を

推進します。

④情報発信に関する取組
ＷＥＢサイトによる情報発信やシンポジウムの開催等により、国内外に福島イノベーション・コースト構想

を分かりやすく発信します。

施 策

２
福島イノベーション・コースト構想により、浜通り地域等が「あらゆるチャレンジが可能な地

域」として、様々な分野のイノベーションにつながり新たなチャレンジを実施できる地域の実現に
向けて取り組みます。

主な取組

あらゆるチャレンジが可能な地域の実現に
向けた取組の推進
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①地元企業の技術力向上と構想への参画拡大に関する取組
地元企業と地域外企業との交流やビジネスマッチングや、研究開発、実証プロジェクトへの県内他地域の企

業の参加促進、技術力・経営力向上のコンサル支援等により、地元企業の福島イノベーション・コースト構想
への参画拡大を促進します。

施 策

３
地域の企業が主役となり、福島イノベーション・コースト構想に参画できるよう、地元企業と進

出企業の連携、県内他地域との連携を進め、県全体にも同構想による効果を波及させながら、地域
的な産業集積を図ります。

主な取組

地域の企業が主役となる取組の推進

①構想を支える人材育成に関する取組
義務教育段階において、キャリア教育の視点を加味した理数教育を推進することによって、福島イノベー

ション・コースト構想を担う人材育成の裾野を広げる取組を推進するほか、テクノアカデミーにおける産業人
材育成や地元企業のニーズを踏まえた若手層の確保・定着支援のほか、地元中小企業等への人材育成支援等に
より構想を支える人材の確保を推進します。

②地域に根付く教育研究機能の集積に関する取組
大学等による、「①他の大学等や浜通り地域等の市町村、地域企業等との恒常的な連携体制等の形成」、

「②他の大学等や浜通り地域等の市町村、地域企業等と連携した特色ある教育研究プログラムの開発・実施」
を支援することで、浜通り地域等全体が一体となった、福島イノベーション・コースト構想を担う高度な人材
の長期的な教育・育成基盤を構築します。

③医療関連産業の人材育成に関する取組
学生と県内医療関連企業とをつなぐ取組を行い、将来を支える人材の確保を図ります。また、医療福祉機器

の製造に関わる技術者を養成するセミナー等、段階別プログラムの開催により、医療関連産業の人材育成を推
進します。

④国際教育研究拠点に関する取組
国際教育研究拠点の構築について、国の有識者会議の最終とりまとめを踏まえながら、具体化に向け復興庁

を始め関係省庁と連携していきます。

施 策

４
浜通り地域等において、将来にわたって自立的・持続的な産業発展を成し遂げるため、地域でイ

ノベーションを生み出す人材の育成と産業集積を支える人材の育成を推進していきます。

主な取組

福島イノベーション・コースト構想を
支える人材育成の推進
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指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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新たな総合計画について（第４章）

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

本県の農林水産業は、豊かな自然と農林水産資源に恵まれ、首都圏近隣という立地条件をいかし、
県民の暮らしを支える主要産業の一つとなっています。

東日本震災・原子力災害により、県産農産物等の生産・販売は大きく落ち込みました。震災後１
０年が経過し、回復傾向にはあるものの、県産農林水産物の販売価格は、依然として震災前の水準
に回復していない品目が多く残っています。風評を払拭しつつ、農林水産物の産地間競争の激化に
対応し、消費者等から選ばれるよう県産の生産物の価値を高めていく必要があります。

また、農林水産業従事者は減少傾向が続いていることから、担い手の確保が急務となっており、
生産基盤の強化や生産性の向上を図りつつ、農林水産業全体の担い手の確保・育成などに取り組ん
でいく必要があります。

加えて、農林水産業・農山漁村が持つ食料の供給や水源の涵養（かんよう）などの多面的機能を
維持することも重要であり、その重要性の理解促進を進める必要があります。

政策３ もうかる農林水産業の実現

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】
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①農業担い手の確保・育成に関する取組
認定農業者への技術・経営両面からの支援、意欲的な農業者や集落営農組織の組織化・法人化、企業等の農

業参入促進等により、地域農業の核となる担い手を育成します。また、研修制度の充実、地域全体でサポート
する体制づくり、第三者継承の推進等により、多様な新規就農者の確保・定着を促進します。

②林業担い手の確保・育成に関する取組
林業労働者の安全衛生の確保や福利厚生の充実を推進するとともに、林業事業体の経営合理化や新事業の展

開を促進します。また、新たな研修講座開設等により、新規林業就業者の確保・育成を図ります。

③漁業担い手の確保・育成に関する取組
漁業技能研修や経営改善指導などにより、漁業担い手の確保・育成を図ります。また、漁業体験学習の実施

など、子どもたちの漁業への理解を深める取組を進めます。

施 策

１
担い手の減少や高齢化等が進む中で、意欲的な農業者や集落営農組織の組織化・法人化、研修制

度の充実などにより、農林水産業の多様な担い手の確保・育成を図ります。

主な取組

農林水産業の多様な担い手の確保・育成

①農業生産基盤の強化に関する取組
生産性向上のための農地の大区画化・汎用化及び担い手への農地の集積・集約化を推進します。

②農業水利施設の保全管理に関する取組
農業水利施設の計画的な補修、更新等により、長寿命化、ライフサイクルコストの低減を図ります。

③試験研究に関する取組
品種開発や省力技術の開発、地球温暖化への対策技術など、生産現場や消費者等の多様なニーズに対応した

研究開発を戦略的に推進します。

施 策

２
生産性向上のための農地の大区画化など農業生産基盤を強化するとともに、農業水利施設の長寿

命化など保全管理を図ります。また、生産現場や消費者等の多様なニーズに対応した研究開発を戦
略的に推進します。

主な取組

生産基盤の確保と整備の推進
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①県産農林水産物のブランド化に関する取組
産地をけん引するトップブランドの育成や県産農林水産物の魅力の発信を戦略的に進めます。

②県産農林水産物の販売促進に関する取組
量販店におけるフェアやオンラインストアの活用、食品事業者等とのマッチング、商談機会の提供により販

路拡大を推進します。

③県産農林水産物の輸出に関する取組
県産農林水産物の安全性や品質の高さ等に関する情報発信、輸出先のニーズに応じた生産体制整備などによ

り、輸出再開と輸出量の拡大を図ります。

④県産農林水産物の地産地消に関する取組
農産物直売所等との連携による販売キャンペーンや、保育所や学校の給食での地場産品の活用など、県産農

林水産物への理解を深め、消費拡大につながる取組を推進します。

施 策

３
県産農林水産物の安全と信頼を確保するとともに、産地をけん引するトップブランドの育成や商

談機会の提供など販路拡大を推進します。また、地場産品の消費拡大や県産材の利用促進など地産
地消を推進します。

主な取組

需要を創出する流通・販路戦略の実践

①県産農産物の生産性向上に関する取組
先端技術等や機械・施設、優良な家畜の導入、集出荷施設の整備等により、「ふくしま恵みイレブン」など

ふくしまを代表する主要農産物の生産性の向上と低コスト化を推進します。

②スマート農業に関する取組
先端技術の開発・実証を進めるとともに、地域の実情に応じた技術の導入によるスマート農業の普及拡大を

進めます。

③林業の生産性向上に関する取組
効率的な森林整備のための林内路網整備、県産材の安定供給に向けた高性能林業機械導入や木材加工施設整

備を推進するとともに、素材生産の拡大に向け、市町村への新たな森林管理システムの導入を支援し、意欲と
能力のある林業経営者への経営管理の集約化等の取組を支援します。

④水産業の振興に関する取組
水産資源を管理しながら水揚金額を拡大する「ふくしま型漁業」の実現に向けた総合的な取組を推進します。

⑤産地競争力の強化に関する取組
トップブランド米「福､笑い」の生産・流通販売対策やＧＡＰ等認証を活用したＰＲなど消費者、実需者に

とって魅力的で、市場優位性を高める「ふくしま」ならではの高付加価値化に向けた取組を推進します。

施 策

４
施設整備や高性能機械導入等の支援による主要農林水産物の生産性向上、低コスト化、「ふくし

ま」ならではの高付加価値化の取組など、産地の生産力、競争力の強化による戦略的な生産活動へ
の展開を図ります。

主な取組

戦略的な生産活動の展開
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①農林水産業・農山漁村への理解促進に関する取組
情報発信や農林漁業体験機会の創出などにより農林水産業・農山漁村が持つ役割に対する理解促進を図りま

す。

②地域産業６次化に関する取組
地域産業６次化に取り組む新たな担い手の育成、マーケットインの視点に基づく商品開発への支援、多様な

職種が参画するネットワークの活性化などにより、地域産業６次化を推進します。

③鳥獣被害防止に関する取組
住民が主体的に地域ぐるみで取り組む総合的な対策の普及拡大や、里山林における緩衝帯設置への支援など、

鳥獣被害対策を推進します。

施 策

５
農林水産業・農山漁村の持つ役割に対する理解促進を図るとともに、地域ぐるみで行う共同活動

の支援、多様な地域資源を活用した活動など農山漁村づくりを推進します。また、地域産業６次化
を推進し、農山漁村の活性化を図ります。

主な取組

活力と魅力ある農山漁村の創生

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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本県は「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン」のもと、２０４０年頃を目途に県内エネル
ギー需要の１００％以上に相当する量を再生可能エネルギーで生み出すという目標を掲げ、「再生
可能エネルギー先駆けの地」の実現を目指しています。

また、エネルギー分野から福島復興の後押しを一層強化する「福島新エネ社会構想」に基づき、
国、県、関連企業などが一丸となった取組を進めているところです。

今後、再生可能エネルギーの導入拡大や、水素社会の実装に取り組むとともに、関連産業の育
成・集積に向けて、開発された技術の実用化・事業化や人材の育成・確保を加速化させていく必要
があります。

政策４ 再生可能エネルギー先駆けの地の実現

新たな総合計画について（第４章）

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】
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①再生可能エネルギーの導入拡大に関する取組
太陽光、風力、地熱、小水力、バイオマスなど、再生可能エネルギーの導入拡大を推進します。

②再生可能エネルギーの地産地消に関する取組
住宅用太陽光発電の導入やスマートコミュニティなど、地域における再生可能エネルギーの地産地消の取組

について環境に配慮しながら促進します。

③水素社会の実現に向けた取組
水素社会の実現に向け、水素利用の普及に資する取組を推進します。

施 策

１
再生可能エネルギーの導入拡大や地域における再生可能エネルギーの地産地消の取組、県有施設

への活用などを推進します。
また、水素社会の実現に向け、水素利用の普及に資する取組を推進します。

主な取組

再生可能エネルギーの導入拡大と利用促進

①エネルギー・エージェンシーふくしまによる一体的な支援等に関する取組
エネルギー・エージェンシーふくしまを核として、企業間のネットワーク構築から、新規参入、研究開発、

事業化、販路拡大、海外展開まで一体的・総合的に支援することにより、県内企業の取組を強力にバックアッ
プし、再生可能エネルギー関連産業の育成・集積を推進します。

②再生可能エネルギー関連産業拠点の創出に関する取組
産総研福島再生可能エネルギー研究所や福島水素エネルギー研究フィールド、風力メンテナンス人材育成・

技術開発の県内拠点化など、未来の新エネ社会を先取りするモデルの創出拠点とすることを目指す福島新エネ
社会構想の取組と連携を図りながら、関連産業の拠点化を図ります。

③再生可能エネルギー関連技術開発・事業化の推進に関する取組
産総研福島再生可能エネルギー研究所やエネルギー・エージェンシーふくしまと連携を図りながら、県内企

業が行う市場のニーズに応じた技術開発や、事業化・製品化に向け、技術開発前からのビジネスプラン策定や
開発後のフォローアップ、販路開拓まで一体的に支援します。

④再生可能エネルギー関連産業を担う人材育成に関する取組
県立テクノアカデミーにおいて、再生可能エネルギー関連産業等のニーズや時代の変化に対応した教育訓練

を実施するとともに、工業高校生等を対象に関連技術を学ぶ機会の提供や、県内企業が行う新規参入・事業拡
大に向けた人材育成を推進します。

施 策

２
再生可能エネルギー関連産業の育成・集積に向けて、県内企業のネットワークの構築から、新規

参入、研究開発、事業化、販路拡大、海外展開まで一体的・総合的に支援するとともに、関連産業
の拠点化を図ります。

また、再生可能エネルギー関連産業を担う人材育成を推進します。

主な取組

再生可能エネルギー関連産業の育成・集積
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①環境・エネルギー関連の新技術の活用に関する取組 (再掲)
電気自動車等の導入促進を始め、エネルギー源の電化や省エネルギーに資する新しい技術の普及を図るとと

もに、次世代エネルギーの大量輸入や貯蔵、利活用に向けた「カーボンニュートラルポート」の形成に向けた
検討を進めます。

②環境に配慮した投融資等の普及に関する取組
企業における環境配慮型の設備投資等を促進するため、金融機関等と連携しＥＳＧ投融資等の普及を図りま

す。

③環境・リサイクル関連産業の育成・集積に関する取組
環境・リサイクル分野における産学官のネットワーク構築から、新規参入、研究開発、事業化まで一体的・

総合的に支援するなど、関連産業の育成・集積を推進します。

施 策

３
エネルギー源の電化や省エネルギーに資する新しい技術の普及、全県的な省エネルギー・省資源

に対する機運醸成、脱炭素まちづくりなど、環境に配慮した取組を積極的に推進します。

主な取組

省エネルギー等の推進

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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新たな総合計画について（第４章）

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

東日本震災・原子力災害により大きく減少した本県の観光客入込数は、回復傾向にあるものの、
震災前の水準まで回復していない状況です。

本県が有する観光資源の魅力発信や教育旅行誘致等に加え、「復興に向き合う人」と「福島のあ
りのままの姿（光と影）」に焦点を当てるホープツーリズムなど、他県にない特色あるコンテンツ
を更に磨き上げる必要があります。

一方、外国人観光客は、宿泊者数が震災前を超えるなど着実に回復してきましたが、全国的な訪
日外国人客増の流れには追いついていない状況から、更なる誘客に向けた取組を進めていくととも
に、海外での風評払拭を図るため、国際会議やイベント等の誘致を促進する他、海外のインフルエ
ンサーやメディアを通じた世界への発信を継続し、県内の受け皿や実施体制の充実が必要です。

また、新型コロナウイルス感染症が観光業に多大な影響を及ぼしており、新たな観光スタイルと
して、休暇と仕事を兼ねたワーケーションや地産地消的近隣観光であるマイクロツーリズムの推進
など、ウィズコロナにおける対応が急務となっています。

政策５ 魅力を最大限いかした観光・交流の促進

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】
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①福島県ならではの観光誘客に関する取組
主体的・対話的な学びを実現するホープツーリズムや、本県の中通り、浜通り地域の観光資源を活用した被

災地域への観光誘客等を推進します。

②教育旅行・合宿の誘致促進に関する取組
合宿関係施設との広域連携により受入体制を整備し、合宿誘致を図ります。また、情報発信と学習プログラ

ムの磨き上げにより、教育旅行の誘致を推進します。

③地域資源をいかした滞在型コンテンツ等の磨き上げ等による観光促進の取組
新型感染症を踏まえた新たな観光やグリーンツーリズムを始めとした地域資源をいかしたコンテンツ、テー

マ別観光コンテンツの育成を図り、滞在型観光・広域観光周遊を推進します。

④地域資源をいかした滞在型コンテンツやイベントによる観光促進の取組
自然公園やＪＲ只見線等の地域資源の磨き上げと魅力発信に取り組むほか、誰もが快適に自転車を利用でき

る自転車走行空間を整備するなどサイクルツーリズム（自転車観光）推進による観光地域づくり等を進めます。

施 策

１
ホープツーリズムや被災地域への観光誘客等福島県ならではの観光による誘客や教育旅行の誘致

を図ります。
また、地域資源をいかした取組や資源の創出・磨き上げを進め、観光の促進を図ります。

主な取組

ふくしまの地域資源の磨き上げ及び魅力
発信による誘客の拡大

①本県のイメージ回復と外国人観光客の誘致に関する取組
現地窓口や海外マスメディアと連携した正確な情報発信や積極的なプロモーション活動により、本県のイ

メージアップと外国人観光客の誘致を促進します。

②広域的な外国人観光客の誘致に関する取組
北関東磐越五県や東北観光推進機構などと連携して、観光コンテンツのテーマに応じた広域的な周遊ルート

を発信して、外国人観光客の誘致を促進します。

③海外からの修学旅行誘致に関する取組
東アジア地域を始めとしたアジア地域などからの修学旅行などの誘致を推進します。

施 策

２
正確な情報発信や積極的なプロモーション活動により本県のイメージアップを図り、外国人観光

客の誘致を強化するほか、福島空港の利活用促進や海外からの修学旅行の誘致を進め、外国人の誘
客促進を図ります。

主な取組

インバウンド促進に向けた観光の強化
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①県内観光産業のサービスの質向上に関する取組
関連事業者連携の観光・教育旅行コンテンツ造成等により、観光産業のサービスの質向上を図ります。

②外国人観光客の受入体制の整備や多様性への対応に関する取組
観光地やその周辺地域の多言語表記やWi-Fi整備、福島地域通訳案内士の育成など、外国人観光客の受入体制

を強化します。
また、休暇と仕事を兼ねたワーケーション等に対応する施設整備を支援します。

③国際化に対応した標識に関する取組
国際化に対応した分かりやすい標識の整備を進め、外国人観光客の受入環境づくりを推進します。

施 策

３
県内観光産業のサービスの質向上を図るとともに、外国人観光客の受入体制の強化や多様

なニーズに対応した施設整備の支援などにより観光地・受入環境づくりを推進します。

主な取組

多様なニーズに対応する観光地・受入環境
づくりの推進

①県内大学と海外大学との交流に関する取組
会津大学、県立医科大学などにおいて、海外大学との共同研究、国際単位認定(ICRP) 、留学生の交換などを

行います。

②国際会議の誘致に関する取組
関係機関と連携して、国際会議（ミーティング、視察研修旅行、イベントを含む）の誘致を推進するととも

に、大学や国際教育研究拠点、民間団体などが主催する国際会議等の開催を支援します。

③国際協力・国際貢献に関する取組
複合災害を経験したふくしまの知見をいかし、関係機関との連携を図りながら復興へのプロセスを世界と共

有することにより、国際協力・国際貢献を進めます。

④県と海外との様々な交流事業に関する取組
長年交流を重ねてきた中国、カナダ、ニュージーランドなどの地域との交流事業に取り組むとともに、多様

な人的ネットワークを活用し、海外へ「福島の今」に係る情報発信を推進します。

施 策

４
県内・海外大学の留学生の交換や県と海外との様々な交流、国際会議の誘致など国際交流を推進しま

す。
また、複合災害を経験したふくしまの知見をいかした国際協力・国際貢献に取り組みます。

主な取組

国際交流の推進
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指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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新たな総合計画について（第４章）

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

人口減少、少子高齢化の進行により、企業における人材不足が顕著となっています。また、業種
間や地域間でのミスマッチなど深刻な人材不足により、県内の中小企業の競争力の低下が懸念され
ています。

地域の成長産業を支える人材育成や産業人材の確保のためにも、若者等の県内還流・定着に向け
た取組を積極的に進めていく必要があります。また、社会活力の維持と持続的な経済発展のために
も、ワーク・ライフ・バランスなどの意識改革を進め、高齢者や女性など多様な人材が働きやすい
環境づくりに加え、技術の進歩、産業の変化に対応し、産業界から求められる人材の確保・育成が
必要です。

政策６ 福島の産業を支える
人材の確保・育成

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】
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①新規高卒者・大卒者の就職活動支援に関する取組
就職相談窓口での就職相談や県内就職に関するセミナーの開催、県内求人情報の紹介などを行い、高校生、

大学生の就職活動を支援し、県内企業への就職を促進するとともに、職場定着を図ります。

②県内企業の魅力を発信するための支援に関する取組
合同企業説明会やインターンシップなど企業と学生が直接交流できる機会を創出するほか、県内企業を紹介

する冊子やインターネットサイトの充実など様々な手法により県内企業に関する魅力情報を発信します。

③高度な技術・技能を有する産業人材の育成に関する取組
テクノアカデミーにおいて教育訓練を行い、本県の復興を担う新産業に対応するなど、産業の高度化に対応

できる技術者を育成します。

④全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発に関する取組
希望や能力等に応じた働き方が選択でき、誰もが活躍できる全員参加型社会の実現のため、すべての人が少

しずつでもスキルアップできるよう、個々の特性やニーズに応じた支援を行います。

⑤技能の振興と継承に関する取組
技能者の技能水準の向上に向けて、技能検定制度の普及・促進や、優れた技能者の表彰を行います。また、

認定職業訓練などにより、体系的な人材育成を行い、技能の継承を図ります。

施 策

１
就職活動支援や県内企業の魅力発信により県内における就職を促進するとともに、人々の多様な

能力の育成や次の世代への技能継承を促進する取組などを通じ、本県の産業や地域を力強く支える
人材の確保・育成を図ります。

主な取組

県内経済を支える人材の確保・育成

①労使関係の安定促進や労働者の福祉向上に関する取組
労働に関するトラブルを解決するため、労働者や使用者が気軽に相談できるようフリーダイヤルによる労働

相談を実施します。また、労働者を対象とした融資制度などにより、労働者の生活安定、福祉向上に努めると
ともに、パートタイム労働者・派遣労働者などの非正規労働者の公正な処遇について啓発し、雇用勧奨状など
により正社員化の促進を図ります。

②仕事と生活の調和に配慮した環境の整備に関する取組
生活や健康に配慮した労働時間の設定や年次有給休暇の取得促進等に向けた広報活動を行うとともに、福島

県次世代育成支援企業認証制度により仕事と育児の両立支援に積極的に取り組む企業を認証し、社会的評価を
高めます。

③若者を始め高齢者、就職氷河期世代等への就業支援に関する取組
就職相談窓口によるきめ細かなマッチング支援により、若者、女性、高齢者に加え就職氷河期世代、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受けた離職者など就職を希望する多様な人材の活躍を推進します。

施 策

２
若者、女性、高齢者など働くことを希望する多様な人材の活躍の推進や、労働者の福祉向上、仕

事と生活の調和に配慮した環境の整備の普及促進により、誰もが安心して働ける環境の整備を図り
ます。

主な取組

誰もが安心して働ける雇用環境の整備
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施 策

３
自らの意思によって働こうとする又は働いている女性が、その思いをかなえることができるよう、

働きやすい環境整備や普及啓発、就業支援など取組を強化し、女性が活躍できる社会の実現を目指
します。

①女性医師の就業に関する取組
女性医師等の就業環境改善を通じて、医療機関における仕事と家庭の両立ができるよう、働きやすい職場環

境を整備します。

②女性活躍の推進及びワーク・ライフ・バランスの啓発に関する取組
業界団体を訪問し、女性活躍、ワーク・ライフ・バランスの取組などを普及啓発します。また、業界団体へ

専門家を派遣し、生産性の向上につながるワーク・ライフ・バランス取組の助言・指導を行い、構成企業の効
果的な取組を促進します。

③女性の就業支援等に関する取組
就業や職業能力開発の機会の提供により、女性の就業継続に向けた人材育成に取り組みます。

主な取組

女性が活躍できる社会の実現

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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新たな総合計画について（第４章）

写真・図表の
添付

写真・図表の
添付

本県の社会基盤の整備は、ふくしま復興再生道路を始めとした復興の基盤となる道路 整備を引
き続き進めていくとともに、災害時における交通体系の強化や観光振興、県内 連携強化に向けた、
基盤となる道路ネットワークの確保を進めていく必要があります。

また、福島空港の国内外のチャーター便誘致や国内定期路線の利用促進など、利用者数の増加を
図るとともに、小名浜港・相馬港の取扱貨物量増加に向けたポートセールス活動を継続的に実施す
るほか、外航クルーズ船の誘致などにより物流・観光における取組強化が必要です。

さらに、地域の課題を解決し、地域活性化を図るための基盤として、５Ｇをはじめとした携帯電
話基地局や光ファイバなどのデジタルインフラを着実に整備していく必要があります。

政策７ 地域を結ぶ社会基盤の整備促進

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【基本指標】
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施 策

１
多極分散型の県土構造を結び、東日本大震災からの復興、物流や交流促進の基盤となる幹線道路

や地域連携道路の整備を進め、災害に強く信頼性の高い広域的な道路ネットワークの構築を推進し
ます。

①ふくしま復興再生道路の整備に関する取組
避難解除区域等の復旧・復興、住民の帰還の促進を図るとともに、地域の持続可能な発展を促すため、避難

解除区域等と周辺の主要都市等を結ぶ幹線道路の整備を推進します。

②被災12市町村内の道路整備に関する取組
特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づく道路や、福島イノベーション・コースト構想関連施設へのアク

セス道路など12市町村内の道路整備を推進します。

③基幹的な道路の整備に関する取組
国道４号や常磐自動車道、磐越自動車道の４車線化などを促進するとともに、会津縦貫道や国道289 号などの

幹線道路の整備を推進し、県土の連携軸を強化します。

④地域連携道路等の整備に関する取組
隣接する地域相互の連携強化や産業活動を支えるため、さらに、災害に強く信頼性の高い道路網を構築する

ため、地域連携道路等の整備を推進します。

主な取組

基盤となる道路ネットワークの整備

施 策

２
小名浜港や相馬港の国際物流ターミナルの整備や積極的なポートセールス活動、福島空港の利活

用促進により、国際競争力をもった物流拠点や利便性の向上を図ります。

①ポートセールス活動に関する取組
小名浜港・相馬港のポートセールス活動を行います。

②小名浜港の整備に関する取組
小名浜港東港地区国際物流ターミナルなど、小名浜港の整備を推進します。

③相馬港の整備に関する取組
相馬港３号ふ頭地区国際物流ターミナルなど、相馬港の整備を推進します。

④福島空港の利活用促進に関する取組
福島空港の国内・国際定期路線、チャーター便の利用促進を図るとともに、空港のにぎわい創出や防

災・減災機能の強化などに取り組みます。

主な取組

港湾の整備促進や福島空港の利活用促進に
よる国際競争力をもった物流拠点等の形成
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施 策

３
携帯電話等のエリア整備に向けた支援により住みやすい環境整備に取り組みます。

①条件不利地域における携帯電話等のエリア整備に関する取組

地理的に条件不利な地域において、携帯電話の通話エリアの拡大を促進します。

主な取組

情報基盤の充実による住みやすい
環境づくり

指標 現状 目標 備考

○○○○○○

【補完指標】
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